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DPC 評価分科会での新たな「機能評価係数」に関す

る検討の経過報告② 
 

Ⅰ．概要 

ＤＰＣにおける新たな「機能評価係数」に係るこれまでの議論 

① 中医協基本問題小委員会において、「新たな「機能評価係数」に関する基本的

考え方」をまとめた（平成２０年１２月１７日）。（別紙） 

② ＤＰＣ評価分科会において、この基本的考え方に沿って、新たな「機能評価

係数」の候補について検討を重ねてきた。 

③ 平成２１年度より、ケアミックス型病院をはじめ、地域医療において様々な

機能を担う病院がＤＰＣの対象となることを踏まえ、ＤＰＣ評価分科会におい

て、こうした医療機関との意見交換も行った。  

④ 中医協・基本問題小委員会（平成２１年２月２５日）の議論も踏まえ、以下

の点を考慮して評価するべき項目の絞り込みを行った。 

 ア．新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方との合致 

 イ．現行の「ＤＰＣの影響評価に関する調査」（以下、「ＤＰＣデータ」）の活用 

 ウ. 現行の機能評価係数や出来高部分と評価が重複する可能性がある項目の整

理 等 
 

Ⅱ．具体的な項目の提案等 

  上記Ⅰの④を踏まえて、ＤＰＣ評価分科会としてこれまでに提案された具体的

な項目について検討し、今後は具体的なデータ分析を行うことから、ＤＰＣデー

タ利用の可能性から整理を行った。 

  なお、新たな「機能評価係数」として直ちに評価は困難であっても、医療の質

等に関して重要な項目については、病院毎に当該データを入力及び公開すること

等による評価が可能かどうか検討してはどうかという提案もあった。 

  以下を参考に中医協基本問題小委員会において、ご検討頂くことをお願いする。 
 
１．ＤＰＣデータを用いて分析が可能であるもの 

①ＤＰＣ病院として正確なデータを提出していることの評価 

（正確なデータ提出のためのコスト、部位不明・詳細不明コードの発生頻度、

様式１の非必須項目の入力割合 等） 

②効率化に対する評価 

（効率性指数、アウトカム評価と合わせた評価 等） 

③手術症例割合に応じた評価 

※ 一部の手術については、施設基準として一定数以上の症例数が算定条件となっ

中医協 診－１－１

２ １ ． ３ ． ２ ５
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ており、出来高で評価されている。 

④複雑性指数による評価 

⑤診断群分類のカバー率による評価 

⑥高度医療指数（診断群分類点数が一定程度高いものの算定割合） 

⑦救急・小児救急医療の実施状況及び救急における精神科医療への対応状況に

よる評価 

⑧患者の年齢構成による評価 

 

 ２．ＤＰＣデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少なく

速やかにデータを把握することが可能なもの 

①診療ガイドラインを考慮した診療体制確保の評価 

②術後合併症の発生頻度による評価 

③医療計画で定める事業について、地域での実施状況による評価 

④産科医療の実施状況の評価 

⑤医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医療）による評価 

 

 ３．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの 

 （１）既に機能評価係数として評価されているもの 

①特定機能病院または大学病院の評価 

②地域医療支援病院の評価 

③臨床研修に対する評価 

④医療安全の評価 

 

（２）既に診断群分類の分岐として評価されているもの 

①標準レジメンによるがん化学療法の割合による評価 

②副傷病による評価 

③希少性指数による評価（難病や特殊な疾患等への対応状況の評価） 

 

（３）出来高で評価されているもの 

①退院支援の評価 

②地域連携（支援）に対する評価 

③望ましい５基準に係る評価  

・ 特定集中治療室管理料を算定していること 

・ 救命救急入院料を算定していること 

・ 病理診断料を算定していること 

・ 麻酔管理料を算定していること 

・ 画像診断管理加算を算定していること 

ア．ICU 入院患者の重症度による評価 

イ．全身麻酔を実施した患者の割合による評価 

ウ．病理医の数による評価 
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エ．術中迅速病理組織標本作製の算定割合による評価 

オ．病理解剖数（割合）又はＣＰＣ開催状況による評価 

※ CPC とは、臨床病理検討会（Clinicopathological Conference）

のことをいう。 

④高度な設備による評価 

⑤がん診療連携拠点病院の評価 

 

（４）その他 

①後発医薬品の使用状況による評価 

②治験、災害等の拠点病院の評価 

 
 

 ４．医療機関の負担が大きく速やかにデータを把握することが困難であるもの、

又はＤＰＣにおける急性期としての評価が困難であるもの 

①重症度・看護必要度による改善率 

②合併症予防の評価 

③再入院の予防の評価 

④救急医療における患者の選択機能（トリアージ）の評価 

⑤全診療科の医師が日・当直体制をとっていることの評価 

⑥地方の診療所や中小病院へ医師を派遣することに対する評価 

⑦在宅医療への評価 

⑧新規がん登録患者数による評価 

⑨高齢患者数の割合による看護ケアの評価 

⑩第三者による外部評価を受けていることに関する評価 

 



１ ＤＰＣ対象病院は「急性期入院医療」を担う医療機関である。
新たな「機能評価係数」を検討する際には、「急性期」を反映
する係数を前提とするべきではないか。

２ ＤＰＣ導入により医療の透明化・効率化・標準化・質の向上
等、患者の利点（医療全体の質の向上）が期待できる係数
を検討するべきではないか。

３ ＤＰＣ対象病院として社会的に求められている機能・役割を
重視するべきではないか。

４ 地域医療への貢献という視点も検討する必要性があるので
はないか。

新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方

以下の事項を基本的考え方として、新たな「機能評
価係数」について議論してはどうか。

平成20年12月17日中医協・基本問題小委員会にて了承
（別紙）



５ ＤＰＣデータを用いて係数という連続性のある数値を用いる
ことができるという特徴を生かして、例えば一定の基準によ
り段階的な評価を行うばかりではなく、連続的な評価の導入
についても検討してはどうか。
その場合、診療内容に過度の変容を来たさぬ様、係数には
上限値を設けるなど考慮が必要ではないか。

６ DPC対象病院であれば、すでに急性期としてふさわしい一
定の基準を満たしていることから、プラスの係数を原則とし
てはどうか。

７ その他の機能評価係数として評価することが妥当なものが
あれば検討してはどうか。



１．ＤＰＣデータを用いて分析が可能であるもの
項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他

① DPC病院として正確なデータを提出していること
の評価
　　（正確なデータ提出のためのコスト、部位不
明・　詳細不明コードの発生頻度、様式１の非必
須項目の入力割合 等）

○正確なデータ提出のためにかなりのコストがかかっているので評価するべき。

○調査データのうち、非必須項目への入力や情報公開を行っていること等を評価するべき。

○医療機関に対するヒアリングの中で、データが不適切であった事例が見られている。しかし、
そのような特殊な事例をもってルールを作成した場合に、適切に実施している医療機関へ弊
害が生じ得ることも考慮する必要がある。

○医療の透明化をポジティブに評価する項目があるべき。

○ＤＰＣ準備病院もデータ提出を行っているが、ＤＰＣ対象病院のみを評価することになる。

○データ提出にかかる費用を診療報酬で評価することになる。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

② 効率化に対する評価
（効率性指数、アウトカム評価と合わせた評価
等）

○病院の効率性を評価できる。

○患者が早期転院又は退院した場合には、効率性が高まるが、患者のアウトカム評価と併せ
て検証が必要である。

○平均在院日数が一定日数以下で、 併せて再入院率および再転棟率が一定割合以下であ
ることを評価することで、治療効果を担保しながら効率化を評価できる。

○平均在院日数は、地域性による疾病構造の違いや後方医療施設の有無等の影響を受ける
ことから、評価は慎重にするべき。

○地方では交通機関の悪さや後方病院が無いなど、都会の視点だけで評価するべきではな
い。

○在院日数は既に大幅に短縮しており、さらに短縮することを評価すれば、医療の質が低下
することが懸念される。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

具体的な項目の提案等について

中 医 協　診－１－２
 ２ １ ．３ ．２ ５
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項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
③ 手術症例割合に応じた評価 ○手術によって医療の質を評価することについては、エビデンスが乏しく慎重に評価するべ

き。

○手術症例数による評価よりも手術症例割合の方がより適切な評価が可能ではないか。

○標準的・効率的な医療を評価できる。

○症例数が少なくても標準的・効率的な医療を提供している場合の評価についてはどのように
考えるのか不明である。

○症例数とアウトカムの関係についての検証が必要である。

○評価することにより、不必要な医療(手術)を助長する恐れがある。

○手術症例数の割合で評価する場合、医療の質が高まるというエビデンスがあるものだけを
評価するべき。

○疾患によって内科的治療と外科的治療のどちらが有効かという評価が定まっていない場合
もあり、手術で評価した場合に、医療内容に過度の変容を来す恐れがある。

○症例数で評価すると、症例数が少ない地域では評価されにくい。

○医療の質の観点からは、病院全体の手術症例数ではなく、医師が経験した症例数の方が
重要である。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

一部の手術について
は、施設基準として一
定数以上の症例数が
算定条件となってお
り、出来高で評価され
ている。

病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。

④ 複雑性指数による評価 ○病院の総合的な能力を評価できる。

○この指数は平均在院日数が相対的に長いことに影響されるため、点数の高い診断群分類
を多く算定していることを評価する方が直接的に高度な医療を評価できる。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

⑤ 診断群分類のカバー率による評価 ○診断群分類のカバー率によって、病院機能を評価できるか検証が必要である。

○専門病院は評価されにくいが、他の評価項目で、専門病院の機能が評価されればよいので
はないか。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

⑥ 高度医療指数（診断群分類点数が一定程度高
いものの算定割合）

○高度な医療を提供している医療機関を評価できる。

○診断群分類点数が高い割合をもって、高度な医療の評価となるのか。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

2 / 11 ページ



項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
⑦ 救急・小児救急医療の実施状況及び救急にお

ける精神科医療への対応状況による評価
○重症度、受入率（受入要請数に対する受入数）、診療科に応じた評価も検討する必要があ
る。

○救急車による搬入数や救急入院患者数（即日入院患者数含）により評価するべき。

○軽症から重症患者まで、全ての患者を受け入れる体制（空床確保、手術室確保）を評価す
るべき。

○単に受け入れた救急患者に対して評価することとは異なり、常に受入要請に対応できる病
院機能（救急応需機能）を評価することができる。

○同一疾患でも、救急入院では、予定入院（検査は外来で実施可能）と異なり、確定診断等を
目的として入院初期に検査等を多く必要とし、DPCでは不採算となりやすいことも考慮すべき。

○ＤＰＣ対象病院以外の病院と公平性を図る必要がある。

○他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性も指摘されているが、症例数や
重症度等による詳細な評価は行われておらず、これらによる評価は、二重評価には当たらな
い。

○地域の実情により２次・３次救急や高度な専門医療に特化することが難しい場合もあり、1次
から３次まですべての救急医療に対応していることを評価するべき。

○救急は確定診断が付くまでの間、最初の２日間等は出来高扱いするなど検討が必要であ
る。

○他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。

地域医療への貢献の評
価

救急車による搬送の有
無、予定・緊急入院区
分、手術等の時間外加算
等の状況のデータはあ
る。

A３００救命救急入院
料、A２０５　救急医療
管理加算・乳幼児救
急医療管理加算で評
価されている。

救急医療対策事業に
より評価されている。

○精神科診療の対応を評価することができる。

○精神疾患を合併し、急性期医療を必要とする患者は増加傾向にあり、その様な医療に対応
することは社会的に必要である。

○ＤＰＣ病院の精神病棟については、ＤＰＣの対象とすることについて検討するべき。

○精神科による診療は、例えば精神疾患と身体疾患の治療計画について既に出来高（例：
A230-2精神科身体合併症管理加算）で評価されており、二重評価となる可能性がある。

その他 A230-3精神科身体合併
症管理加算等の算定状
況のデータはある。

A230-3精神科身体合
併症管理加算で評価
されている。

病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。

⑧ 患者の年齢構成による評価 ○単に年齢による評価ではなく、例えばせん妄の有無やＡＤＬの程度に応じて評価するべき。

○都会に比べて、地方では高齢者が多く、コストが掛かる医療が行われている。また、データ
には現れないが、看護必要度が高齢者で高くなることから、年齢に応じて評価すべき。

○高齢者をどのように定義するべきか、単純に年齢だけで評価してよいのか議論が必要であ
る。

○バーセルインデックスや要介護度を用いた評価を今後検討するべき。

地域医療への貢献の評
価

せん妄の有無は、入院時
併存・入院後発症傷病名
に記載があれば把握可
能

ADLに係るデータはな
い。
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２．ＤＰＣデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少なく速やかにデータを把握することが可能なもの
項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他

① 診療ガイドラインを考慮した診療体制確保の評
価

○診療ガイドラインに沿った診療の実施割合で評価することは適切ではないが、院内で診療
内容を評価する体制確保を評価するのであれば検討は可能ではないか。

○診療ガイドラインと異なる診療であっても、一概に不適切であるとは言えないが、少なくとも
診療ガイドラインを利用できる環境にあることなど何らかの評価があっても良い。

○治療効果等の裏付けのある標準的治療の促進が期待される。

○評価の対象とすべき質が担保された診療ガイドラインを特定することが困難である。また、
診療ガイドラインでも患者の病態に応じた治療を行うことが前提であることから、単に診療ガイ
ドラインの適用割合で評価することは、必ずしも質の高い医療を反映しない。

○診療ガイドラインに当てはまらない高度な医療を実施した場合に、評価されない恐れがあ
る。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

② 術後合併症の発生頻度による評価 ○高度な医療を実施した場合には、合併症が増える確率が高い。評価を導入することにより、
合併症を避けるためにあえて積極的な治療を実施しないことになりかねない。

○併存症を有する患者を多く受け入れれば、術後合併症の発生率も高くなるため、術後合併
症が少ない病院を評価すれば逆のインセンティブとなる。

○合併症が多いほど病院の負担が大きく、逆に評価しなければならないことも検討する必要
がある。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

入院後発症傷病名は最
大４つまでしか記載でき
ず、傷病名の発症日は入
力されていない。

③ 医療計画で定める事業について、地域での実
施状況による評価

○地域医療への貢献度を評価することができる。

○医療計画に定める事業のうち、どの分野をどの様な指標で評価できるのか検討が必要であ
る。

○医療圏におけるシェアで評価する場合、医療圏やシェアの定義をどのようにすべきか検討が
必要である。また、医療圏によっては症例数が少なくとも高い評価を得ることとなることについ
て、検討が必要である。

○医療機能は、一つの医療機関だけで完結するものではないため、医療機関間及び病診の
連携状況についても勘案すべき。

○地域の実情に応じた評価を希望する医療機関は多く、そういった評価もあり得る。

○地域での役割を評価するためには、症例数だけではなく、地域内のシェア等を総合的に評
価することも考えるべき。

○地域単位での貢献度は、その地域内で判断すべき事項であり、全国一律の診療報酬体系
で評価することは困難である。

○医療計画で位置付けられている事業の中でも、どこに重点を置いて評価するのか検討すべ
き。

地域医療への貢献の評
価

・症例数：評価可能
・シェア：DPC対象病院の
データに限って評価する
のであれば可能
・医療計画での位置づ
け：不可
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項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
④ 産科医療の実施状況の評価 ○産科医療の不足が社会問題となっており、産科医療を積極的に提供している病院を評価す

るべき。

○ＤＰＣ対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき事項ではないか。

地域医療への貢献の評
価について

保険診療の対象に限られ
る。

病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。

⑤ 医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医
療）による評価

○単に病院に配置しているだけではなく、病棟に配置されていることを評価するべき。

○手厚い人員配置を行うことで、短い入院期間で提供される密度の高い医療を評価すること
ができる。

○コメディカルを評価することでチーム医療の評価につながる。

○麻酔科、放射線科、病理の医師は、医療の質を上げるために必要である。

○医師や看護師以外のコメディカル及び事務職員の配置を評価するべき。

○病床規模に比した一定数以上のコメディカル スタッフ(薬剤師 リハビリ 栄養士 MSW)の配置
を評価することで、効率化や医療密度の充足、直接看護時間の増加等の医療の質の向上が
期待できる。

○ＮＳＴ（栄養サポートチーム）は合併症を予防し、労働生産性を向上することから、ＮＳＴを構
成するコメディカルの病棟配属や介入患者数、コメディカルが作成する紹介状を評価するべ
き。

○転院や退院後支援のためMSW（医療ソーシャルワーカー）の役割は重要である。

○人員配置ではなく、服薬指導や栄養指導等の行為毎に出来高で評価するべき。

○薬剤部における薬剤師の役割を評価するべき。

○急性期病院の多くはチーム医療を実施しているので、ここから更に何を評価するのか検討
が必要である。

○既に出来高で評価されている項目と、二重評価となる可能性がある。

○ＤＰＣ対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき事項ではないか。

○現行のＤＰＣデータの調査に項目がないため、評価が困難である。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

その他

医師、看護師、薬剤師、
理学療法士、栄養士等
は、病院報告の項目であ
り、各病院では把握して
いるが追加調査が必要

入院基本料におい
て、看護配置に応じて
評価されている。

A２３３栄養管理実施
加算、B００８薬剤管
理指導料等で評価さ
れている。

5 / 11 ページ



３．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの
（１）既に機能評価係数として評価されているもの

項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
① 特定機能病院または大学病院の評価 ○特定機能病院は医療法で定める承認条件を満たしており、地域の最終的な病院として機能

していることから、特定機能病院を一律に評価するべき。

○医師や看護師の卒後教育を充実することで質の高い医療を提供することは、患者の恩恵に
もなり、評価するべき。

○特定機能病院の中でも調整係数に差があり、医療内容や地域での役割も多様であると考え
られるため、一律に評価すべきではない。

○研究や教育に係る財源は、保険財源ではなく別途の財源で対応するべき。

○小児入院医療管理料や医師事務作業補助体制加算等の算定が認められておらず、特定機
能病院入院基本料で、特定機能病院が高く評価しているとは言えず、二重評価には当たらな
いのではないか。

○民間医療機関が特定機能病院と同等或いはそれ以上の機能を有している場合には、同等
に評価するべき。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

特定機能病院入院基
本料で、機能評価係
数として評価されてい
る。

② 地域医療支援病院の評価 ○地域医療支援病院について、紹介率、逆紹介率を用いて、よりきめ細かく評価するべき。

○すでに、機能評価係数で評価されている。

○他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。

地域医療への貢献の評
価

A204地域医療支援病院
入院診療加算の算定状
況のデータはある。

A204地域医療支援病
院入院診療加算で、
既に機能評価係数と
して評価されている。

共同利用施設整備事
業により評価されてい
る。

③ 臨床研修に対する評価 ○研修医数や研修プログラムの完成度等に応じて評価するべき。

○研修にかかる費用を、診療報酬で評価することになる。

○他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。

その他 A204-2臨床研修病院
入院診療加算で、既
に機能評価係数とし
て評価されている。

医師臨床研修費補助
事業で評価されてい
る。

④ 医療安全の評価 ○医療の安全に対する取組みが進み、医療の質の向上が図られる。

○既に診療報酬の中で評価している加算との整合性が問題となる。

○ＤＰＣ対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき。

○現行の医療安全対策加算では評価が低いので、二重になっても評価するべき。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

A234医療安全対策加算
の算定状況のデータはあ
る。

入院基本料の施設基
準では、医療安全管
理体制の整備を要件
としている。

A234医療安全対策加
算で,既に機能評価係
数として評価されてい
る。
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（２）既に診断群分類の分岐として評価されているもの

項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
① 標準レジメンによるがん化学療法の割合による

評価
○治療効果等のエビデンスのある標準的治療の促進が期待される。

○標準化を進めるという点では大変重要であるが、既に一定の標準化が進んでいる医療機関
において、まだ標準レジメンとはなっていない高度な医療を実施した場合に評価されない。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

平成２０年度改定より
レジメン別分岐の評
価を導入。

病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。

② 副傷病による評価 ○重症の患者を多く受け入れている医療機関をより評価できる。

○診断群分類の分岐を行うことにより、既に副傷病に応じて評価している。

○副傷病に応じた重症度の重み付けをどのように行うのか、評価が複雑になる恐れがある。

○副傷病に応じた重症度の重み付けの方法論については、諸外国での事例を参考に今後の
検討が必要である。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

現行の診断群分類で
副傷病による分岐とし
て評価されている。

術後合併症等も含
まれることについ
て、どう考えるか。

③ 希少性指数による評価（難病や特殊な疾患等
への対応状況の評価）

○難病や特殊な疾患等に対応できる専門的医療が行われていることを評価できる。

○いわゆる専門病院が評価されにくい。

○難病や特殊な疾患が必ずしも高度な医療を必要とするものではない。

○既に診断群分類の中で評価されおり、改めて評価の必要はない。

○神経難病等に対応するにはスタッフの確保や医療施設の整備が必要であり、診療にコスト
がかかることから、希少性に着目するには意味がある。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

現行の診断群分類で
傷病名による分岐とし
て評価されている。

病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。
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（３）出来高制度で評価されているもの

項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
① 退院支援の評価 ○在宅復帰率等を指標とすることで、質の高い医療を評価できる。

○既に診療報酬の中で評価している項目との整合性の問題や及び二重評価の可能性があ
る。

○ＤＰＣ対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき事項ではないか。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

地域医療への貢献の評
価

A241後期高齢者退院
調整加算で評価して
いる。

② 地域連携（支援）に対する評価 ○地域連携は複雑・多様化しており、現行の紹介率だけではなく、よりきめ細やかな評価を行
うべき。

○地域連携における小児・周産期医療について評価するべき。

○地域連携における在宅医療、家庭医療を評価するべき。

○登録医による検査・治療件数や在宅復帰率を用いることで、地域医療連携を評価するべき

○電子カルテによる専用回線を用いた情報提供や情報共有、電子地域連携パスの利用等を
行い、ＩＴを活用して地域医療連携を行うことについて評価するべき。

○MSWについて、在宅復帰率等の指標で質を担保しながら、評価するべき。

○在宅医療については、当該医療機関の入院医療と直接は関係がない。

○地域連携の状況などは、現行のＤＰＣデータの調査に項目がないため、評価が困しい場合
もある。

地域医療への貢献の評
価

B005-2　地域医療連携
計画管理料の算定状況
のデータはある。

B005-2　地域医療連
携計画管理料で評価
されている。

③ 望ましい５基準に係る評価
　　特定集中治療室管理料を算定していること
　　救命救急入院料を算定していること
　　病理診断料を算定していること
　　麻酔管理料を算定していること
　　画像診断管理加算を算定していること
ア．ICU入院患者の重症度による評価
イ．全身麻酔を実施した患者の割合による評価
ウ．病理医の数による評価
エ．術中迅速病理組織標本作製の算定割合に
よる評価

オ．病理解剖数又は病理解剖割合による評価

病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。

出来高で評価され
ている項目であり、
重複評価につい
て、どう考えるか。

○連続的評価が可能か検討が必要である。

○既に出来高で評価されている項目であることから、二重評価とならないように留意すべき。

○全身麻酔の割合により評価するべきとの意見もある一方、医療内容の変容につながる可能
性もあるとの意見もあった。

○病理解剖、剖検は、医師の教育上も重要であり、医療の質の向上にも資するものなので評
価するべき。

○病理解剖、剖検は、疾病の治療とは直接は関係しないことを診療報酬で評価することにな
る。

○CPC（Clinicopathological Conference：臨床病理検討会）は医療の質の向上に資すると考え
られるので評価するべき。

その他 各診療報酬の算定状況
のデータはある。

全身麻酔の割合等の
データはある。

A３０１特定集中治療
室管理料、L００９麻酔
管理料等で評価され
ている。

臨床研修病院は、
「CPCを適切に開催す
ること」が指定基準と
なっている。
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項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
④ 高度な設備による評価 ○高度な設備を有し、高度な医療を提供している病院を評価できる。

○病院が過剰な設備投資を行うインセンティブとなる可能性がある。

○高度な機器の有無のみで評価するべきではない。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

マルチスライスCTや高磁
場MRIの有無等は、医療
施設調査の項目にあり、
各病院では把握している
が、追加調査が必要

E２０２磁気共鳴コン
ピューター断層撮影
（MRI撮影）　１、１．５
テスラ以上の機器に
よる場合で評価され
ている。

⑤ がん診療連携拠点病院の評価 ○がん患者であっても、がん診療連携拠点病院加算の対象とならない患者が多く、がん患者
全体について評価するべき。

○他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

地域医療への貢献の評
価

がん対策推進基本計画
等により、各病院が指定
を受けており、病院名の
確認は可能

A232がん診療連携拠
点病院加算で評価さ
れている。

がん対策推進基本計
画等で評価されてい
る。
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（４）その他

項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他
① 後発医薬品の使用状況による評価 ○特定機能病院等で後発医薬品の使用が普及していないことを考えると、ＤＰＣで評価するべ

き。

○ＤＰＣでは薬剤費は包括されるので、制度の趣旨からすると後発医薬品の使用が促進され
るはずであり、これを評価すれば二重評価となる。

○後発医薬品の使用が進めば、さらに医療費削減が可能で、医療資源の有効活用という観点
からも、評価するべき。

○後発医薬品が普及するまでの経過措置として評価するべき。

○後発医薬品の使用状況等のデータを公開することを評価するべき。

○後発医薬品の使用状況を公開することによって患者の受診行動に影響を及ぼす可能性が
ある。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

ＤＰＣ制度では後発医
薬品の使用が促進さ
れる。

後発医薬品の使用
状況を評価すれ
ば、患者の負担が
増えることになり、
「患者の利点」とい
う観点からどのよう
に考えるか。

② 治験、災害等の拠点病院の評価 ○治験を実施していることについて評価するべき。

○他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。

社会的に求められてい
る機能・役割の評価

臨床研究基盤整備推
進研究事業、「災害発
生時における初期救
急医療体制の充実強
化について」等で評価
されている。

10 / 11 ページ



４．医療機関の負担が大きく速やかにデータを把握することが困難であるもの、又はＤＰＣ（急性期入院医療）としての評価が困難であるもの
項目 委員からの意見等 基本的考え方との合致 DPCデータ等の活用 重複評価等の可能性 その他

① 重症度・看護必要度による改善率 ○効果的な治療・ケアの評価が可能である。

○看護必要度を用いて１入院単位で評価する方法について検討する必要がある。

○看護必要度は毎日測定するものであり、１入院単位での評価方法が確立していない。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

７対１入院基本料を算定
する病棟では、重症度・
看護必要度に係る評価
表が作成されており、各
病院では把握している
が、１０対１入院基本料を
算定する病棟等では作成
されていない。

７対１入院基本料の
施設基準では、一定
割合の重症患者数を
要件としている。

② 合併症予防の評価 ○合併症の予防が進み、医療の質の向上が図られる。

○ＤＰＣ対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき。

医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

合併症予防の状況の
データはない。

③ 再入院の予防の評価 ○再入院の予防について評価するべき。 医療の透明化・効率化・
標準化・質の向上等の
評価

退院先や、再入院率の
データはあるが、再入院
予防の取り組みについて
のデータはない。

④ 救急医療における患者の選択機能（トリアージ）
の評価

○トリアージ体制等を評価することで、患者に適切な医療を提供されることを評価できる。

○現行のＤＰＣデータの調査に項目がないため、評価が困難である。

○ＤＰＣ対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき事項ではないか。

地域医療への貢献の評
価について

⑤ 全診療科の医師が日・当直体制をとっているこ
との評価

○患者の有無に関わらず、常に受け入れ体制を整備していることを評価するべき。 地域医療への貢献の評
価

⑥ 地方の診療所や中小病院へ医師を派遣するこ
とに対する評価

○地域医療を守るために、近隣医療機関へ医師を派遣していることを評価すべき。

○当該医療機関の入院医療と直接は関係がない。

○現行のＤＰＣデータの調査に項目がないため、評価が困難である。

地域医療への貢献の評
価

当該病院で提供さ
れる入院医療と
は、直接関係は無
い機能で評価する
ことについて、どう
考えるか。

⑦ 在宅医療への評価 ○地方では必要にせまられて病院で在宅医療を担う必要があり、在宅医療への取組みを更に
評価すべき。

○当該医療機関の入院医療と直接は関係がない。

○現行のＤＰＣデータの調査に項目がないため、評価が困難である。

地域医療への貢献の評
価

当該病院で提供さ
れる入院医療と
は、直接関係は無
い機能で評価する
ことについて、どう
考えるか。

⑧ 新規がん登録患者数による評価 ○院内がん登録体制を整備していることを評価すべき

○新規がん患者の診療に応じた評価ができる。

○現行のＤＰＣデータの調査に項目がないため、評価が困難である。

その他 病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。

⑨ 高齢患者数の割合による看護ケアの評価 ○高齢患者に対するケアを評価することができる。

○要介護度により評価することを検討するべき。

○現行のＤＰＣデータの調査に項目がないため、評価が困難である。

その他 病院全体の機能と
して評価することに
ついて、どう考える
か。

⑩ 第三者による外部評価を受けていることに関す
る評価

○第三者による外部評価を受けていることの評価を検討すべき

○第三者による外部評価で指摘された事項等を公開していることの評価を検討すべき

その他
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ＤＰＣにおける今後の課題（案） 
 

Ⅰ．ＤＰＣ対象病院への参加及び退出について 

 １．背景 

   ＤＰＣの対象拡大においては、中医協基本問題小委員会で平成 21 度ＤＰＣ対

象病院の基準等について取りまとめたところ。 

一方、ＤＰＣ 対象病院が拡大されてきた中で、「ＤＰＣ準備病院、ＤＰＣ対

象病院ともに、個々の医療機関が、一定のルールの下に、自主的にＤＰＣを辞

退する」ことについて論点の提案があった。 

 

 ２．現状 

（１）ＤＰＣ対象病院への参加のルール 

    ＤＰＣ対象病院の基準※を満たした病院で、ＤＰＣに参加の意思があるこ

と。 

 ※ 平成 20 年度ＤＰＣ対象病院の基準（別紙１） 

 

（２）ＤＰＣ対象病院からの退出のルール 

平成 20 年度以降に入院基本料の基準を満たせなくなった病院については、

再び要件を満たすことができるか判断するため、３か月間の猶予期間を設け、

３か月を超えても要件を満たせない場合はＤＰＣ対象病院から除外する。 

 

（３）その他 

   ア．現在の診断群分類点数及び調整係数については、ＤＰＣ対象病院から提

出される２年間（10 ヶ月分）のデータ（以下、「ＤＰＣデータ」）を用いて

計算している。 

   イ．ＤＰＣ対象病院については、厚生労働大臣告示において、病院名及び調

整係数を示している。 

 

３．論点 

（１）ＤＰＣ対象病院の条件を満たせなくなった場合の取り扱いについてどの     

ように考えるべきか。 

 

（２）「一定のルールの下に、自主的に」ＤＰＣ対象病院から出来高病院へ退出す

ることについてどのように考えるべきか。 

 

 （３）「一定のルールの下に、自主的に」退出を可能とした場合 

   ア．退出に際して、どのようなルールが適切か。 

イ．一度退出した病院が、ＤＰＣへ再参加することについてどのように考え

るべきか。 

ウ．その他 

中医協 診－１－３
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Ⅱ．その他 

 
（１）平成 21 年度ＤＰＣ準備病院の募集について 

   平成 21 年度にＤＰＣ準備病院を募集すべきかどうか検討が必要ではないか。 

  ※ ＤＰＣ対象病院数等については別紙２参照 

 

（２）調整係数廃止後の包括評価点数の在り方について 

   診断群分類毎に平均在院期間及び平均点数を用いて、入院初期に手厚くなる

ように包括評価しているものの、救急疾患等においては入院初期の医療資源投

入量が包括評価点数を上回ってしまう状況等も指摘されている。 

   調整係数によって病院毎の医療資源投入量に応じた調整を行っているが、調

整係数廃止後の包括評価点数の在り方について検討が必要ではないか。 

  ※ 現行の包括評価点数の設定方法については別紙３参照 

 

（３）経過措置について 

   調整係数の廃止に際しては、新たな「機能評価係数」の検討結果を踏まえて、

激変緩和を目的とした段階的廃止の有無やその方法についてどのように考える

のか。 

  

（４）その他 
 

 



 
ＤＰＣ対象病院の基準について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１ 対象病院及び対象患者 

 １ 対象病院 

 （１）（略） 

 （２）対象病院は、以下の基準を満たす病院とする。 

  ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限

る）、専門病院入院基本料について、７対１入院基本料又は１０対

１入院基本料に係る届出を行っていること。 

    ただし、平成２０年４月１日以降に新たに当該入院基本料の基準

を満たさなくなった病院については、再び要件を満たすことができ

るかどうかについて判断するため、３か月間の猶予期間を設け、３

か月を超えてもなお、要件を満たせない場合には、ＤＰＣ対象病院

から除外する。 

② 診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体

制を有すること。 

③ 標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め

「７月から１２月まで の退院患者に係る調査」に適切に参加でき

ること。 

④ 上記③の調査において、適切なデータを提出し、かつ、２年間（１

０ヶ月）の調査期間の（データ／病床）比が８．７５以上であるこ

と。 

    ただし、平成２０年３月３１日時点において、既に対象病院とな

っている病院については、当分の間、なお従前の例による。 

第２～第３（略） 

第４ その他 

 １～２（略） 

 ３ 適切なコーディングに関する委員会の設置 

   対象病院においては、院内で標準的な診断及び治療方法の周知を徹

底し、適切なコーディング（適切な診断を含めた診断群分類の決定

をいう。）を行う体制を確保するため、責任者を定めるとともに、

診療部門、薬剤部門、診療録情報を管理する部門、診療報酬の請求

事務を統括する部門等に所属する医師、薬剤師及び診療記録管理者

等から構成される委員会を設置し、少なくとも年に２回は当該委員

会を開催すること。 
 
出典：「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の施

行に伴う実施上の留意事項について」（平成２０年３月１９日保医発第 0319002 号） 

別紙１ 



ＤＰＣ病院数（準備病院を含む）

病院類型 100床未満
100床以上
200床未満

200床以上
300床未満

300床以上
400床未満

400床以上
500床未満

500床以上 計

平成15年度DPC対象病院 0 0 0 0 0 82 82

平成16年度DPC対象病院 2 12 10 17 7 14 62

平成18年度DPC対象病院 4 18 34 57 36 67 216

平成20年度DPC対象病院 35 77 80 65 42 59 358

DPC対象病院小計 41 107 124 139 85 222 718

平成19年度準備病院 145 207 140 106 56 56 710 ＊

準備病院小計 145 207 140 106 56 56 710

計 186 314 264 245 141 278 1,428

（参考）全病院数
（平成18年医療施設調査）

3,482 2,709 1,153 758 362 479 8,943

病院類型 100床未満
100床以上
200床未満

200床以上
300床未満

300床以上
400床未満

400床以上
500床未満

500床以上 計

平成15年度DPC対象病院 0 0 0 0 0 66,910 66,910

平成16年度DPC対象病院 160 1,906 2,478 5,519 2,994 10,109 23,166

平成18年度DPC対象病院 252 2,822 8,536 19,646 15,965 39,809 87,030

平成20年度DPC対象病院 2,566 11,795 19,507 22,317 18,496 36,823 111,504

DPC対象病院小計 2,978 16,523 30,521 47,482 37,455 153,651 288,610

平成19年度準備病院 9,027 30,122 34,488 36,094 24,627 34,333 168,691

準備病院小計 9,027 30,122 34,488 36,094 24,627 34,333 168,691

計 12,005 46,645 65,009 83,576 62,082 187,984 457,301

（参考）全一般病床数
（平成18年医療施設調査）

121,445 185,292 116,010 143,577 98,465 246,225 911,014

※DPC病院数の病床数区分は、ＤＰＣ算定病床数による。
※全病院数の病床数区分は、総病床数による。
※DPC算定病床数（準備病院含む）は平成１９年１２月分ＤＰＣ調査データより集計
＊  平成１９年度準備病院には、平成２０年度対象病院に参加しなかった平成１８年度準備病院１３病院を含む。

DPC算定病床数（準備病院を含む）

医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム（平成19年5月）

策定趣旨・目標期間

政策手段主な目標・指標

○　ＤＰＣ（急性期入院医療の診断群分類
に基づく１日当たりの包括評価制度）制度
の精緻化や対象病院の着実な拡大
○　診療報酬の包括化対象の拡大

平成２４年度までに、病院の機能分化
を推進する中で、ＤＰＣ支払い対象病院
数360（平成18年度）を当面1000（現状
から３倍増）に

 　必要なサービスの確保と質の維持向上を図りつつ、効率化等により供給
コストを低減させていくための総合的な取組を、計画的に推進するため、可
能な限り定量的な指標を盛り込んだプログラムを策定。目標期間は、基本
的に平成２０年度から平成２４年度までの５年間

 診療報酬の包括支払の推進

別紙２

ＤＰＣ対象病院・準備病院における病床規模



 

包括評価点数の設定方法について 

 

 

（１）通常の設定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）悪性腫瘍の化学療法の短期入院などに係る設定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

出
来
高 

15％ 

入院期間Ⅱ日 特定入院期間 

Ａ＝Ｂ 

入院期間Ⅰ日 

Ａ

Ｂ

診断群分類ごとの 

１日当たり平均点数 

出
来
高 

15％ 

15％ 

入院期間Ⅰ日 入院期間Ⅱ日 特定入院期間 

Ａ＝Ｂ 

Ａ 

診断群分類ごとの 

１日当たり平均点数 

※ 手術料等は出来高評価 

※ 手術料等は出来高評価 

別紙３ 
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入院医療に係る関係審議会等における主な指摘について

○ 安 心と希望の医療確保 ビジョン (平成 20年 6月 )

○ 救 急医療の今後のあり方に関する検討会 中 間取りまとめ (平成 20年 7月 )

O r安 心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会 中 間取 りまとめ (平成 20年 9月 )

0 社 会保障国民会議 最 終報告 (平成 20年 11月 )

○ 今 後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 中 間まとめ (平成 20年 11月)

○ 安 心と希望の介護 ビジョン (平成 20年 11月)

○ 周 産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報 告書 (平成 21年 3月 )
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|.は じめに

医療を取り巻く暉境が、少子高齢化の進展や医療技術の高度1じ春

により大きく変化している中で、医療サービスの資を向上させると

ともに、その■も増やしてほしいという国民の声も強く、また医療

従F者 の側からも、厳しい勤務環境に関し改善を求めるFは 高いも

のがある。国民の医療に対する安心を確保似 将来にわたり贅の高

い医療サービスが受けられるよう、医療従●者を言めた国民の声に

きちんと耳を傾け、多様な意見を集約して政策に反映させていくと

いう現場重視の姿勢を貫きながら、次の原則に沿つて、これからも

引きつづき医療制度の改革を行つていく。

O 改 耐 ・厚生労働省の権限を拡大せす、現場 。地域のイニ

シアチプを第一とする。

医療現場の医師・●饉師薔の医療従事者から、自すから上

がってきた多様な意見を集約して政策とするという、現場重

視の方針を貫く。

O 改 革努力を慮らない。

ビジョンを示した後も、無駄を省く努力を急らない。例え

ば、規制撤廃により医療費を削減できる場合は、安全性を確

保しつつ、積極的に規制撤廃を推進する。

一方、一定の医療資源の中で■の高い医療サービスを今後とも実

現していくためには、国民も、地域医療を自ら支え ・守るものであ

ると意識を改革し 医療従事者と運据 協働することが重要となつて

いる。

とりわけ医師数については、現状では総数が不足しているという

認臓の下で対策を行う必要があるが、単に医師数を増やすのみで課

題が解決するものではなく、医療従事者のみならず、患者 ・家族等

国民がみんなで医療を支えていく姿勢が求められる。

また基本的な制度設81を担う口と、現路に直接向き合う地方自治

体が、各々その責任を的確に果にすという観点が日要である。

医療制度の改革を進める上では、将来をしつかりと見据えた長期

的なビジヨンを持ち、現場の声を聞きながら政策の立栞や推進を行

うことが必要であり、「安心と畢目の医療確保ビジヨン」を示し改革

を進めていく。

医療は、生命の尊重と個人の尊饉の保持を旨とし 医療の担い手

と医療を受ける者との48頼関mに 基づき行われるものであり、治療

(「治す」)の みならず、疾病の予防のための措置やリハビリテー

ションもきめ、人々の生活を 「支える」かけがえのない営みである

が、ビジョンを示すことで、患者や家族等、あるいは医師をはじめ

とした医療従事者、また医療従事者になることを志す人々を含めた

国民各位が、将来にわたり医療に38する安心と希目を抱くことを期

待する。

なお、医療制度と介麟制度の役割分担など、必ずしも十分な■薔

を目くすことができなかつたテーマもあることを付“することもに、

このビジヨンで示した施策を実現するため、今後の具体的な取laの

中で、無駄を省くための改革努力を31き続き行いながら、必要な財

源の確保を図つていくことが必要である。
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1い 医 師数の増10

フ 医 師景威独の1曽』0

「医師の需綸に関する検討会報告●」(平成 18年 7月 )で は、

2004年 の医師数について、医師の勤務時間の現状とあるべき姿

とのギヤップを 「不足医師■」とすると、2004年 においては9

000人 が不足し、将来的には2022年 に需給が均衝するとされ

ている。
一方、医師の需給については、様尺な要因が関係しており、医師

不足問題に対し主に医学部の定員■で対応した■合、効果が現れる

までに長期間かかるため、同時に短JE的な施策の検討もlLt要である。

現状において、医師の勤務状況は過菫となつており、遍正な勤務状

況における必要な医療提供体制を確保するため、総体として医師数

を増やす方向とし、同時に医師螢成環境の菫備を行う。

医学部の定員については、平成9年 6月 3日 の間議決定 「財政

椰造改革の推進について」における、「医療提供体制について、大

学医学部の目理 ・合理化も視野に入れつつ、引き続き、医学部定員

の削減に取り組む。」とされていたが、既に、「新医師確保総合対策」

(平成18年 )と 「緊急医師確保対策」(平成19年 )に よつて医

師置成の前倒しという方針の下で国大 395名 の増員が可能となつ

ている。さらに、今回、現下の医師不足の状況にかんがみ、従来の

関饉決定に代えて、医師景成数を増力0させる。

r コ ′ティヵル雇円常綸1曽加

の課題である。特に産科、小児科といつた医師不足問題が強 く意臓

されている診療科の若手医師には女性が多く、こうした女性医師の

離鵬防止、出産 。青児書と勤務との両立を安心 して行うことができ

る環境の理備は喫緊の課題である。このため、女性医師の就業率を

冒::「奮″::酬 ri13i321埋:署月導
に配日したED務環魔の導入 ・普及や、キヤリア形成における出産

青児への配慮、院内保青所の整備や充実、復疇研修の充実などを進

める。

ィ 医 師●rJ多様な■lJ揚形態

医師のワーク ・ライフ ・パランス等に配慮し、特定の医師に過剰

瑾曇:「嵩貫8三慮督:譲』:[喜3≧黒晟騒モ翁喜'3想2罪露
動医師の活用により地域医療を支える多様な勤務形態の導入、コメ

ディカルの活用も含めたチーム医療の徹層、交目勤務制の導入促進

などを図る。

また、産科医療補償制度の早期実現や、医療事故における死亡の

履軍鶏腺畠冨馨鰹歯言塁E[慢ちF讐護雰象寵糧二亀漢暑理裏こ露
する国民の18頼の回復につなけるとともに、医師薔が要縮すること

なく医療が行える環境の整備を進めることが■要である。

i31 診 庫料のパランスの改善尋

医師数の診療科間の遁正なパランスを確保するためには、医師総

数の増30を前提とする124要がある。その上で、過働な勤務環境や訴

湾恩桑こ票8詈日[璧畠E::|瑾`黒fI舅署下露量ミ〒保忍辱置
ついて、現場 地域の意見を重視し、増員のための方策を自治体とと

囁 塁署こ税 、キlょ 隠 ぃ 備 躙 掟 め阿 してい孤

患者 ・家族にとつて最適の医療を効率的に提供する観点から、今

後、I●程間の役割分担と協働に基づくチーム医療を推進 していくこ

とが求められるが、その際には、個々の現場でそうした役割分担を

進めるための十分な人員を確保できるよう、薔護師をは じめとした

コメデイカルの雇用数を増力Dさせる。

ゥ.総 合的な診療籠力を持つ医師の育成

医師の専門分1じが進む中、内科、小児科、救急から末期がん、認

知症、薔取りまで患者の全身の状麟を踏まえた診療 を行う観点から、

櫛合的に患者を診る能力を有する医師の育成を支援する。

工.臨 床研修制度の見巨 し

平成 16年 に必修1じされた現在の臨床研修制度については、 これ

までの実施状況を踏まえ、医師不足問題がより深刻な診療科や地域

医療への貢献を行う臨床研修病院等を積極的に押価するとともに卒

帥教育や喜P3医制度との連携を深める。また、囲床研修病院害にお

ける研修の見IEしなどを行いつつ、研修医の受入れ数の適正{しを図

る。

オ 由 潤瞑師の賃成

歯科医師については、適正な需綸につしヽて検討 し、文部科学省 と

の連携の下に必要な対策を鵬 じる。併せて、将来の歯科医師の活用

策について検討する。

:2, 医 師の輸務鷹蠅ダ,口蓄

P 女 性医師の離臓防lL ぼ 臓支iH_

医師国憲試験合格者における女性の増加に伴い、女性医師の割合

が上昇 している中、女性医師対策は、医師不足対策において最重要

専門医制度の整口状況を踏まえ、規制緩和を行う。

また目長の病院において実態に見合 つた適正な医師数を確保す

るよう、必要医師数の算定方式の見直 しを含め、医療法標準を見直

す。

141 職 種間の協働 ・チーム医療の充実

願租間での協働とチーム医療の充実を進める際に当た つては、それ

ぞれの熙種が、互いに専Pヨ性を導三 しつつ、情報の共有を効率的に行

うことにより緊密な連携を充実させ協働関係を築くことで、病院動嚇

医の過菫労働の解消を回りながら、全体として患者 ・家族、医療従事

者もともに安全と安心 納得を生み出すという視点DtE要 である。

フ.医 師こ薔額職このi3働 の充実

「医師及び医療関係臓 と事務職員等との間等での役割分担の推進

について」(平成 19年 12月 28日 医政局長通知。以下 「役割分担

雰雫t銀 魂 顔 よξ営 島 認 駈 爵緯 1:錦 電 震

腱師の取待を促進する施策を30じ、その普及 ・拡大に努める。さら

に、医師 ・●瞑師がそれぞれの専門性を情報共有や会饉等を通 して

去畠展言1:晟島羞墨5ヒF電器慧F警1憲誉53甚晶[::こ爵
や他のコメディカル、他の職員等や患者 ・家族とのコミュニケーシ

ョンを円滑にする役割等が求められるほか、在宅や医療機関におけ

るチーム医療の申で、自ら適切に判断することのできる薔田8Tの量

成が必要であることなどから、薔籠基礎教育の内容及び就労後の研

賃最蓼]冨思言慮ユ事し贅夏::覆:霧:L響憲星暴昌悪濃将蒼塁
める.

また助産師については、医師との連携の下で正常産を自ら扱うよ

う、院内助産所 ・助産師外来の普及等を図るとともに、専P9性の発

揮と効率的な医療の提供の観点から、チーム医療による協働を進め



る。またその際、助産師業務に従事する助産師の数を増やすととも

に、資贅向上策の充実も図る。

イ 医 :Fと由科医師 果 剤師等とa)協卸の元賞

摂食 ・廉下機能響人なの生活の基本を支える歯科医療においても、

チーム医療の下で、歯科医師や歯科衝生士等歯科医療関係職種と、

医師や■臓師等この連携を進める。

医療機関に勁務する栗剤師がチーム医療の担い手として活動する

ために、病棟等での案剤管理や、医師 ・薔饉師と思者 ・象族の間に

立ち服薬指導を行うなどの業務の薔及に努める。また、医薬品の安

全性確保や資の高い案物療法への'回 を通 じ医師書の負担軽減に員

献する観点から、テーム医療における協働を進めるとともに、資質

向上策の充実も図る。

ヮ 医 BTと コメテ ィカルとの鵬働のヽ実

囲床検査技師や田床工学技士の積極09な活用 を図ることともに、

医師と作業原法士、理学療法士等のコメデ ィカルとの協働を進める

など、多贈IE連携によるチーム医療の普及に努める。

ェ 医 師 重 謹颯と墨護補助昔 メ ティカ′t,フラーク寺とC[R饉 の司冥

患者 ・家族に最通なサービスを提供する観点から、役割分担通知

で示 したよ うな物品補充、悪者の移動などの■顧laと彗IE補助者の

役割分担を進める。また、チームケアに関する■腰職や介ll職への

教育、研修等も言め、看EIIと 介饉日との協働 を進める。

メディカルクラーク (医師=務 作業補助者、医療秘●など)に つ

いては、書類記載、オーダリングシステムヘの入力などの役割分担

を推進するとともに、資百向上の方策について検討する。

また、医師等と患者側のコミュニケーションの仲立ちをし、十分

な話 し3い の機会を確保するといつた業務を担 う人材の育成が必要

である。

を脱 した患者を受け入れる洒床を確保するほか、夜間 ・休日等にお

ける診療所医師の外来診療の推進など、診療所医師の救簿医療への

鬱□を進め、救急医療機関と地域の他の医療機関との間で、地域全

体の6医 療機関の専門性や、効率的な患者の振 り分け方策について

情報共有 し その情報を住民に対 して関示する。

医療機関と消防機関との連携を強化する観点から、救急医療情報

システムにおける情報更新の随時化、救急思者受入コーデイネータ

ーの配日、現場の医療従亭者と消防機関とで開催するメデイカルコ

ン トロール協饉会における救急搬送害に係る地域の現状把握 ・協臓

の充実と住民への開示を推進する。

ィ 夜 間 救 患利用の■正化

また、限 りある地域の医療資源を有効に活用するとともに、医師

をは じめとする医療従=者 の過度の負担を軽減する観点から、不

要 ・不急時の救急医療の利用を最小限のものとするため、軽症患者

による夜間の救急外来利用の適正1しや、救急車の適切な利用に関す

る普及薔発に努める。併せて、独居高齢者等の地域における見守り

や、妊婦の健康管理の重要性時についての普及、小児科における小

児救急電話相談夢業 (#8000)を 高齢者を8B成 人へ広げるな

ど、救急電活相談事業の拡充の検討や、家庭への緊急時のマニュア

ル等の普及を図る。

i2) r!じ江完F●型医療」のだIE

救急医療に限らず、地域の限られた医療資源を有効に活用するた

めには、個別医療機関がそれぞれで全ての医療ニーズに対謳する「医

療機関完結型医療」ではなく、医療機関がそれぞれの得意分野を活

かし、地i工全体で完結する 「地域完結型医療」が求められる。その

隠には、医療計画等に基づき自らの地t工における役割を検討し、地

1或連携クリテイカルバス害を利用した情報の共有化や円滑なネット

ワークの情簗に努める。また居住系施設や介讀施設においても医療

機関との連携に努める。

や役割等について以下に甍理する。

11, "急 医療の改饉素の推進

ア 救 急E環 の元案

う
暮た救急医療機関での受入れを確実なものとするために、急性期

営1竃 ヒⅧ 謹 窟 筑 認 厭 督涯:謡 就 協 星

―ズに応 した役割を果たすことができるよう、医療機関に対する情

報提供を行う。十分な情報開示を行うことによつて、地域住民がネ

ットヮークを踏まえて行動するよう普及薔発を進める。あわせて、

そうした 「地域完撼型医療」の普及に向け、モデルとなる成功例を

示す。また診療所については、地域のニーズを把握 した上で、例え

[::[illillttilili[][曽言:L:I!嘗[[|
診晨所についても十分な情報の関示を進める。

住民のニーズを把燿

した上で、医療サービスと介ロサービスの連携、ポランテイア等の

める.

稟局については、夜間 ・休日の対応、患者宅への医薬品 ・衝生村

料等の供給、級和ケアヘの対応等を確実に実施するため、地域にお

思者 ・家族の生活の資を確保する観点から、医療の提供の場とし

て、医療機関だけではな<住 まいを急頭に日く発想,必 要であり、

退院前 ・退院後ケアカンフアレンス等を通した切れ自のない医療連



ける医薬品等の供給体制や、医薬品の安全かつ確実な使用を確保す

るための適切な服薬支援を行う体制の確保 ・充実に取り錮む。

さらに、悪者 ・家族に対する在宅医療や介田に関する情報の積極

的な提供に努めるとともに、地域におけるボランテイアや民生委員

等を通して患者 ・家族への箱神09日面も含めた支援を行うような活

動等の推遣や、それらと医療従亭者との連携を日る。

歯科医療においては、高齢者の健康増進や誤畷性肺当予防の観点

から口控機能の向上や維持管理が重要であり、任宅医饉と連携した、

在宅歯科診療を推進していくための人材青成や体制■備を進める。

i41 池 麟医療の充実 ・運隔医療のに'E

へき地の医療体制の充実に際しても、地理 ・気候 ・人口薔の条件

や医療資源・連携等に関する情報を収集し、現状把握に努めた上で、

必要な医療体制を構築する。その隠に、必要な医療資源を確保する

ため、医師等が地域医療に自ら進んで従事するための方策の検討を

進めるとともに、へき地医療機関への支援等を一日充実する。

あわせて、還隔医療についても、必要な医療資源を確保する観点

から、医療の地域格差を是正し、医療の質及び患者の利便性を向上

させるため、情報通IE機器の整備管により今後―層の推進を図る。

う複雑で専P5的な疾緒や治療に関しても丁寧な脱8j3を行い、その納

程「壇星実品具霧::g塁浄Z:ア裏准甚晨:出否台二薯守襲凛:
不安等を傾願 し、課題に導いていくような相談機能を有するように

する。一方で患者側には、リスクや不確実性が伴うといつた医療の

限界への理解、及び疾痛や治療について主体的な理解に努めつつ、

医療従事者と協口する姿勢が必要となり、そうした基盤の上でのコ

ミュニケーシヨンが医厳従3者 のモチベーシヨンを性持・向上させ、

提供される医療への思者 ・家族の洒足度を高めるという好薔暉を生

む。

121 EttrJ2公 共性に関する認糟

医療は、国民生活の基盤を支える公共性の高い営みであり、患音 ・

i言[:[言曇[骨[ii:[[
努

2魯 :患 者側には、自身の健康管理に努めるとともに、例えば安

易な時間外受診 (いわゆる 「コンピニ受診」。患者にとつて便利と思

えても、思者の抱えた疾病の克服のための必要性が少ない)に より

雪賓憲駅22:急爾蛍詈[ξ讐寒甚:詈:劣電機雰星晨雲雲思云具
のものであり、有限の資源であるということへの理解が必要である。

このため、地域の医療機関等の協力や種々の市民活動を通じて受診

「響言F:撃凛2甦翻器興異曇席 澁 葛懸重鬱FS
娩に伴うリスクに関する正しい閣議、国産期母子医療センターと緊

急時のアクセス75法警に関する普及を行う。

:31 書吾il暉族の医療I二関する理解の支,

患者や家族に対し療量生活上の心理的社会的問題の解決援助を行

7叩醤爾11磁療のこ聾空■9■奥量鳳轟轟

これまでの医療は、病気を治すことに主眼を置く 「治す医療」が中山

であったが、人類史上未曾有の高齢化tt会を迎える我が国においては、

予防を■視 し、日頃からの健康の維持 ・増進に努めるとともに、こうし

屡』皇理:翼配1鶴露翌潜議ZttFまξ奥憲
がよリー■求められる.

患者が住み慣れた地域でその人らし<生 活し、希塾する生き方を選択

し、希望すれば在宅での薔取りが選べることも必要であり、個人の尊厳

?[霧7妻翻             早落し支える医療」

ξ[31瞭亀皐晶塁た塁冤l:翼壕b霧篇縦雇F菖票E讐暑響臆甚
働
嵩毒E'黒ξりF'93悪彗133i生活者である国民の「治し支え

る医療」への鬱目を推進する。

このように、我が日の医療は、「治す医療」から 「治し支える医療J

に向かつていくものと考えられ、本ビジヨンの各施策はそれに資するも

のである。

|い  相 互理解の必要性

医療の高度イしなどにより、医療現18の業務密度が高まつている一

方で、このような状態においても我が国では世界的にも高水準の医

療ヘアクセスできることは、医療従事者の日長の努力によるもので

あ

塁た、存命率の上昇に伴い、懸者 ・象族薔国民の医療に対する期

待も上昇 している。これに応えるため、医療従夢者は思者や家族の

肉体的 ・精神的な苦痛や3藤 を理解 し、患者 ・家族が理解できるよ

うメデイカルソーシヤルワーカーや、医師等と患者目とのコミュニ

ケーションの伸立ちをするボランテイア等を活用することで、自ら

の療曇生活を自立的に構築していけるよう、そうした口種の普及を

進める。

あわせて、こうした医療の公共性や不確実性に08する口臓の普及、

景:[:[i:i[量童ilII量i[l::「i言:[i:[:
民活動害への積極的な支援と市民への情報提供書を行う。 '

さらに医療は人尺の生命や生活を支える基盤となる営みであるこ

とに饉み、学校教育においても医療に関する教育を行い、幼少期か

らの、その年齢に応した医療に関する理解を普及する。
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第 1  は じめに

我が口のよtE薇 体“の本401つ菫“は 昭 和 39年 ■の技t● 院 菫 t診 療所の告示制

屁の創口に始まる.昭 和 52年 度からは、初期、二次、二次の歌tE療 機関の饉層的整●

を|1始するとともに、併せて象■颯環惰ロセンターの望■を'占め さ らに 平 成 3年度に

は撻 漱命士日度を34段するなど、牧0医 療の“系nbな菫“を違めてきた。

さらに平成 9年 12月 には、性が日におけら良質かつ効率的な状I●E療 ド"の あり方に

ついて は 隼医療体制=ホ 周題検樹会la告書J力=取りまとめられ、ll域性に配慮しながら

贅急医療l●"の 綸保を選めてきた.

し/J・しながFD、昨今においても、薇t搬 送0者 の受入れに"間 を要した0案 の報道がIB

次ぎ、社会的な問題となるなど 我 が日の藪急医環体制にはいまだ多くの“題が残されて

いるこ_●もまた事実である。

人口の少子高"`ヒ、怪我から■気という疾冑“造の壼{ヒ ロ 民のニーズの多様|ヒやE壼

に求める水“の上昇など ,が 日の技t医 療を取 りを く凛環は大きく変化している.こ の

ような中で、歓t搬 送件量のIB大に代表さオLる獣急医療需姜そのものが大輌にIH加してい

る状況にあり こ れらに対応する紋t医 療提供体劇の確保 (ま急E薇 に関わるE師 の■的

及び質的な薇保、EttII●l嗣度における牧tE僚 の位置付けとそILに■づくE療 機|1間の

連携の“集専)力:嗅緊の課題として求められている.

このため 厚 生労働省では、は 急医療の今後のあり方に関する慣お会」(以下 rホ検討

会,と いう,)を 平成 19年 12月 に艘置し 上 記の猥題年に31+ろ歓針を行 うこととし

本検討会では、当初 40に ■ニユ教急医療機関 (教命績急センター)の 整倍のあり方に

ついて■点を当て検討を行 うこととした。

この背景としては,以 下の各点がある.

こ1■まで饉J‐ 00万 人に一か所を目凛に整備を迪めてきたまJI菫tセ ンターが 当 初

の目採を大きく超えてもなお都市椰を中心にその整●が追むなど 量 的,大 が続いたこ

と

各施設の質的状況を諄価するために、平成 11年 度より施餃の売冥度絆償を行つてきた

が 評 価尺度のこ■についての`施 設の対応が進み す べての蔵讚が最面段饉の評価を

得る1た況が続いていること

・二11まで、数命贅息センターの中でも、特に指lt切断 急 性中■ ■ 症Pl倍等の特殊瞑

_●を受け入れる施■として高度教0牧 ●センターの整“がなさ11てきたが 近 年は通常

の救命牧ホtン クーにおいても口●よの,割 を果たす鮨設もあり 高 度敏命状●センタ

ーの位置付けが暖味であるとの指摘":あつたこと

し力.しながら、怯命積●センターのあり方について焼綸を■めていく過日において 承

命贅急センターが十分な役14を果たすには第二次牧tE"は 関のえ案が力 j・せないとtrJ=

3 受 入先 となる救急医療機関

ま急饉薇機関においては、崚●Fl用の増加 多 饉`ヒ年に対応 した体日の充実が十分にロ

ら1■ておらず、蚊t医 療を担 う■院働訪E年 の過齢な動務編境、働務状況に兄合つた報目

となつていないこと^の 不油 泥 ●者や栞物依存忠雷等との トラブルといつた問題 も筆げ

4 救 急医療を担う医師を取り巻く環境

E療 ■の“在や、■院"整 医の離腋年に伴 う医師儡在 不 足の凛"化 もあり 地 域によ

っては歓こ医晨鮨日の"彙 に支障が生している.ま た ま tE薇 へのニーズが増大する中

で、情にま急医凛を■う"廃 勁務IEのa贅 は著しく、これらのE師 のE欲 の低下が指●さ

れている。さらには 健 来は非専門家による応●_0な 炒凛が容“された収t医療に対し、

国民が 時 と埒所によらず高度な呼Pllう医猥を"待 するようになつたことで 餃 急E'を

担う医師が、秒薇内容が専P'|ラ水“に=ら ない場合の"摯 リスク●をt4念するようになり、

これが E師 の'飲の低下の一国にも/.・つているとの指綺がある.

また ^き 地年においては 一 人のE鰤 71椒急E家 も含めた:1凛を10当している場合も

多く、そうした医師の彙中も同棧に鰈_●さオ■る.

こうした状況を嗜=え ると、散t【 籠を文える[師 の■成七菫要と考えら1■ 例 えば

卒前 卒 崚軟■を通しての歓t晨 療 のヽ配慮 も必要と考えられる.

5 毅 急医療に係 る/AN的財政支援

初期績t医 療や第二次漱eE僚 の体制整幅に要する1オ凛については 平 成 16年 度から

11誓::二塁二[贅IIi:i号:輩itit'I::霞とこ11こ1111岳[じII
の程度はjl●によつて■なるものと考えられる.

最隼医療は、様鼻性にかかわらず提供されることが最も求められる医療分野であり 老

贅に`きした公的財″支撮が洒切に行われることが 艘 tEα の筆持には不可欠である,

Ij上のような漱況によリ ロ 々の彙●E環 憬間における"力 だけでは、地域において'

定nうに状急E・7を 提供し擁けることが壺 しくな りつつ“り 調 密的な支撥の売案が特に強

く求めらilるようになっている.

見が多く出されたこと、牧急燎選護者の牧急医療機関への円千な受入れには績綸収急セン

ターの充実のみでは対応が困難であるとυ郷 に=つ たこと'に より ま 命歓急センター

"に  第 二次核3医 薇機関のあり方 敏 急搬送された患者が,スれ に菫らない理由●に

ついて燿綸を行つた.

また、本中間取りまとめに当たつて1ま、平成 20年 6月 に 国 民の医療に'す る姜●を

餞保し 41来 にわたり質のあいこ猥サービスが受けられるよう、医療従事者を含めた国民

の声にきちんと=を 瞑け 多 はな意見を集詢して崚策に反映していくという'■ ■視の方

針に=づ いて、厚生労働大臣の下に取りまとめられた '安心と希望のE瞑腱屎trジョン,

や、同年7月 29日 に 'が 日の社会儡陣の現よに対して国民が抱く不安や不薔に崚み

早急に着手十ぺき f安心]に つながる国民の目線に立ったきめ知かな方籠として、欧「全

体で取りまとめた I社会保障の機籠強化のための緊急対策-5つ の安心プラン～Jの 内容

との整合性も日つた.

第 2 敦 急医療の現状及び課題

1 救 急利用の増加 ・多様化等の敦急医僚に関するニーズの増大

高“化の迫晨 住 民の意臓の変化●の社会1■"の 変{ヒにより、牧急利用が増加 ・多織化

している.牧 な搬送人員を例にとると、この 10年 間で50%以 上l●加してt3り、41に、

高齢者を中心とした軽圧 中■症息者の増加メ著しい。また、績急車や技急E僚餞開の下

■・不急のfII月により 真 に緊急性のある傷■者への対`に 支"が 生しているとの指摘も

ある.ま た E僚 を受ける"の  救 急区僚へのiO大とも言える要求が増大しているとの指

摘もある。

2 救 急搬送の動向

総務省消防庁のロエによると、燎急燎送において、受入先医療機関の決定までに●lraを

■十る事業の発生が槽υtいている。こうした傾向は、特に大都市部において強い (*).

第3 検 討事項

1 救 命教急センターに対する新しい評価について

(1)こ れまでの評価について

ま命嵌■センターの充実度評価については、平成 11年 度以降、それぞれの施餃のレベ

ルアップを目的に'年晨実施してきた.諄 価方法は、各自欧から報告される前年の一年間

の実顔を点歓化し 先 案底鳳隋A B Cと して0段鷹に区分十るものであり、"価 項目

は 亀 設の数●専用t饉 の有無、空床の確保俄、静薇データの彙FIの■無、専任医師数と

いった亀餃の“僚体日が中心で',る.

この"輌 結果は公簑されるとともに、■置に対する還奮賢il助全や"広 報日の珈"に 反

映されるため 商 r“ を得ようとする籠段のn組 が促進されるtLEみになつている.

その結果、“衝開始当初は評価の低い=段 もあつたものの、平成18年 度及び19年 夏

においては す べての施燎が最高廠嗜の17●を41るに=リ  ー 層の質の向上を回るために

は力案底lF価の方法を所たなものに崚IT十る必要があるとの指摘があり こ のこ、新しい

売案度解●について腱胎を行う=とにした。

(2)新 しい評価の基本的な考え方について

新たに売案贅「輌のF● 項目年をためるに当たつては、以下の工本的な考え方に“/pく

ヽきであるとした.

0求 めら1 るヽ機性の場劇 ヒ

薇命数年センターに求められる機ILを明“にする。具体的には 紋 命菫こセンターに求

められる機籠として、下記の各点を4本 桂とすることが洒切であぅ。

菫症 ・■鷹0者 に係6診 燎機能

地嬌の敷t榮 き 敏 ■医療体制への文捜機能

■急E療 に||する摯育"佗

災雷艦薇への対応像籠

2)●=■の■点 桂証が可能な「●

これまでの充実度平“においては■艦と『“した屏価がなされている施秘 :あるとの指

慣がある。このことから そllぞれの雄設からのIL告にLづく‖“を工本とするが おニ

=の■点によう■6項目も加える.また IB書}旬密についての構肛が■■な項目を取り入

0地栞特性の勘実

諄価項目によつては、地誠tr所在地の状況や周辺人口等の状況に応じて、求ノ,られる水



“を■整する。口'2人口が少ない地域であつても、'キ リのま命漱tセ ンター^の 段選に

■,間 を晏する地城 (地理的●●地域)で あるために設置きl■た敦命薇●ヤンターについ

ては 3を 彙入軟やE師 数年のr● 中 で求めら'■ろ水“を一段低く設定する.

また、上記に加えて、11今の牧■医療を担 う層院勤務Eの 過蔭な動務状況の改薔を促す

項目も加える,

これらの17価結果については 今 後、できる限り鮮輌な愕IRを公晏していくことが 舷

命贅tセ ンターの機能 質 の向上のための取鋼●について口民の理解を深めるたりに■■

(4)今 後の課題について

こ4 三ヽでの充実底1子●においては実lttと乖離した17●がなされている施設があるとの■

脩があつたことは'に 述べたが、充実度F価 の評価自体の費の確保のためにも、熙価が実

態と,FEしていないか、都道府県●が中心となって0証するド制を襦侵する必要/J・ある.

また 充 案山 l●を実施する目的は、口々の撃命枝急センターの機能の強イし、質の向上

を促し も つて全国の秋急医療体制の強化を図ることである.売 実度lT5は軟命牧患セン

ターに,I十る補助H度 とも連動しているが 例 えば、解価上m電 が指摘き1■た腋命牧忠セ

ンターについてし通切に運営改薔が図られるよう配慮十べきである,

今回、新たな充実蔵「“への変更により そ の対応のために口 の々施設において一定の

ilaが生じることし想だされることから、饉論の過`に おいては、評価方傍の変更によつ

て、■場で動務十ろ医師に更なる■担をかける結果1=なることを磐'す る'え があつた,

今回の変更は日常の■務に追われている技命渋●センターの動務医口人に■なる■●を

力■ナう二と/J・目||でllなく、ま命牧tセ ンターが設置されている痛院 あ るいは地"に 対

してよ昴歓急センターのけ能の強`ヒ 質 の向上‐ヽの一層のn組 を促十ためのものであると

いうことを 病 院 地 方自治体及び口は+分 に認員して そ 1■ぞ|■の責任を果たす必要が

かかつている可EI■がある.

地城に複数の状命救tセ ンターが整備されていても、それらの機能が,以 しており、C

″費燎が薄く広く配置されている状況である。 このた0 ■ 症外傷や発症直性の急性"

環器疾患のように 来 院IE霰より適切な対応が求められる疾患に対して 十 分な鰺環“

漱患饉療を担う病院動格区に過度の負担がかかつており こ のことを一国として牧●匡

瘍に携わる医師の|1保が日離な状況にある,

台JIEの ある西齢のさ者の●l合が増え 治 療期rllが■"iヒしている.

急性蒻を東り超えたものの い わゆる植物状態等の菫度な後迪症年によリロー匡僚檬開

内の一般摘椋ヽのに床やlC院ヽの■掟、自宅へのう邑陸が円滑に遺まないなど、いわゆる

収命敏急センターの 「出口の問題J力`ある.

(7)既 に一定の整備がなされている地域

0新 たに救命救急センターを位置付ける場合の考え方

数命歓tセ ンターの菫衡がある程度進んでいる地域において、新●_に致命収急センター

を整"す ることは 同一地域に複菫の執命贅tセ ンターが分収 して整●されることになり

結驀 うに、貴菫な医療資源が分散 し澪く腱置されらおそ1■があう。

二のため 歓 ●E環 に携わる医師の不足、医師の遇菫な労働案修の改薔が強く求められ

ている昨 , 饉 師の効●的な配口という観点/・・らみると ― 地域に多数の故命漱tセ ンタ

ーが存在することは必ずしも薔切とは言えず、新たに執命歓etン ターを増やすより、ま

すは既存の教命敦急センターに医師■を集詢化する0の 対らを十 く́さとの指摘があつた。

しかし、施餃の設置主体が自治体やE療 法人年と■なる中で、既存の鮨ヨに医師年のE

療贅諷を短"同 に集約することは'実 的には困軽な状況もある.

一方で、お療興散において環存の教輛敦tセ ンターに匹敵するようなOJを 果たしてい

るE薇 機00について 曖 に当腋地域に獣命技●センターが■●されていることを■■に、

新たな敏命収tセ ンターとして擦めないということも必ずしも遇りではなく、近日に●●

数全センターメ設置されているか否力ヽ こかかわらず 一 定の外形的な摯輛的 人 的=`"を

■たしたII“を確Rし  同 時に実綱 も伴つている[aは  新 たに敏4■ ttン ターとして

位置付けるべきという指摘があつた。

以上を躇まえると 当 面は 実 鰭とし'既存の薇昴贅色セルターと同等い役割を熙たし

ており 地 域におい●`螢 性が認められている籠讚については 薇 4崚 ttレ ターとして

ltEltけていくことが適当ではないかと考えられら そ υ)!1台、前述した'し い克案度Ir

価年を用いて た設ごとに体鋼や采讚をさ年|うに好価することが重要である.

0同 一医療国に複数の救命款急センターが壼備されている場合の役割分担

また、F●10●観性を高めるために ■症度を"味 した生存早年を'口 指憚に雲り'卜む

ことが■■であるとのなえがあうた・

2 教 命救●_セ ンターの整備のあり方について

(1)こ れまでの整備の流れと量的状況

撃命僚tセ ンターは当初 織 わ100万 人に1か所を目輛に整●がなさ1してきたところ

で,,う。平成 19年 度において も新たに 8施 設 の菫●77・な され 現 在 全 口 に 200カ 新

を超えるなど、■的には“実にI●加 しており 人 口当たりの'と しては当初の目饉を大き

く上回るに至つている.特 に近年は、大都市の一部において 膚 接 して複夕の歓命牧急セ

ンターが贅●さ4tている状況である.

その一方で、地理的空自地ltも多歌残されているため =れ らの地理的空自地城を■め

ることを念頭に、平成 16年 度から規模の小さい (20床 未■)歓 0ま 急センターについ

て新型牧命敬3セ ンターとして整口を開始 し、一定の成果を上げているが,債 然として地

理的笙自地域l,多軟攻されているよ況にある.

(2)質 的な状況について

口々のま命歓'セ ンターの質的な面をみると 前 述の数●歌●センターの充実度『価の

IHで逃ぺたように、口々のま|1牧4_センターの質it雄実に向上してきたところであるが

次の点が指摘されている.

牧命救金センターが医療を行 う際には 小 児料、精tl料、饉形外科りの様々な0燎 ■の

開わりが重要であることについて、ま合散急センターを設置する医療機IInの理解が十分

精神科数ι 小 児数■、日産期■の専門分IF別に菫偏き1■つつある歓t口 療体‖との理

携力=不+分 である.

■症外"治 療においては、防ぎ得た死が発生しているにか 牧 命後の国臓の選動機能等

の、機鮨テ後の改曽´ヽの0工 が下十分である。                .

出率中や心筋檀饉など、急性循療器疾■年にお1ナう治凛や リハビリテーシヨンの体Pllが

十分でない,

(3)教 命救急センター を取 り巻 く状況について

tt命収ttレ アーを取りをく状況としては、次の点/j・指嬌さl■ている.

収t燎 送患■欧のll大を中心とするよ急医療に関十うニーズ増大に比して、地球の第二

次故●E僚 崚98の受人体制の充実が追いつ力・f 本 来は■二次収●E瞭 褪開で対応可籠

な=者 がよ命狡'セ ンターに臓選 さItることにより ま 命'0ヤ ンターに遇度の彙担が

ロー医療日に槙散の教命教急センターが整■されている地域においては そ 1■ヤ1■の“

設″菫症菫畑な患者を疾市の種薇によらず24時 間 365口 受け入れ 邁 切な腋環をtrう

といった収命まなセンター としての281を 前■とした上で、例えば薔暉彗疾患、外修、小

児捩Sと いうま思ごとに大まかな0劉 分担を決め対応十ることも考えられる.

(イ)最 寄 りの救命救急セ ンター までに長時間の搬送 を要す るjO域 (地理的空

自地域 )に おける救命救急センターの整備についての考え方

数急医家、特に、急性循環器疾患、■症外傷年においては、アクセス時間 (発鷹からE

療機関で0療 を■けるまでの時間)の 長短が 忠 者のテ後を左右する菫口な国子υ)一つで

従つて、故命救急センターの整侑に当たつては、どこで3者 が発生したとしても一定の

時間内に洒切なE疲 棟間に到着し、燿切″診広を受けることができる体制を“保する必要

がある.

なお、アタセス"間 は、単にE″ 機関までの腋選時間ではなく、■症から適りなE薇 級

Rnで邁切な治療が日||さオLろまでのII岡として促える き`である.

このため 弓1き織き、地理|1空自地域への数命軟急センターの餞口は必要と考えら1■る

が そ の際 CiS(地 理情lnシステム)年 の結果を,=に  数 ●軟tセ ンターカ:菫●され

た■合に一定の時間以内にヨ着てきるス数のll加が飛 ら見込まItろ建崚を優先十る■とが

口まれる.

地方、現在においてもなお地理的空白地な として残つている地域は 周 辺人口や■症=

者の■生欧からすると 新 たに教昴贅急センターを豊籠することが国IEである地崚が多い

ことから む しろ ドクターヘ リコプターや消防防■・ヽ リコフター■による数急薇選‐ T

の活用によつて 一 定の時間内に適切なE● 腱"に 舅著し 層 りな静薇を受けることがで

きる“"を ■●することも考えるべきである.

3 第 二次敦急医療機関の状況及び今後の整備について

(1)こ れまでの整備の流れ

嘱二次薇=匡 薇は間とは ス餞 を要する故3E燎 を担 うE療 機口であつて、椰二次薇4_

[環 "FJO以外υヽものであり 都 道府県が作成するE僚 :I面に番づき整綺を迪めるもυ,■オ′

ら,厚 生労働省においては 昭 和52年 度以辛 初 期 二 茨 三 よといつた時目的敦tE

尿停嗣の■備を進めるとともに 纂 ニユ漱■医療憬||の菫個の一日として ■ 院“薔="

病院や■同利用聖“rt(*)ヽ の前助を行つ `きた.

(3)新 しい充実度群鰤案 について

上にの■本|うな,え 方に=づ き、別本費料のとおり 新 たな充実質F● 案を作成した。

所たな項目として、E薇 従事者の労働環境改善に係る項目については r区 “事務ll彙

補助子の有無j r●院 ● 棟の口整員の己置」、rE師のユ担軽減の体“J、「休日及びan

励務の薔正化Jを 加えることとし、この中で文代勃務劇についてより■点的に“価するこ

地城メデイカルコントロール“iL会^の rla与、枚●●者,入 コーデイネーターヘの0■ J

〔よ急医療情IQシステムヘの関与」 (都道府県による肝5, fク ツタイン株式口壺への協

力状滉J(消 防自四によう解●)を 加えた。



そのための予算については日と,■ 府県が●助を行つてきたが、例えば、■陳"“ 番"

■■,準 については、平成17年 度に一般財諷化される0、 その多くは地方自治体の餞量

による●童の奥菫が可能になっている.

厚生労働●が●道府県を通して実菫している 子贅SE薇 対,事 自の'滉口Jに 喜づき、

■●対彙となつていたE彙 籠口を中心に■二次歓tr● 尋||の状況を分析すると

,二次菫●口瑕は間の体“や活動のよ滉は、“道府県ごとに饉々である.

oロー●■府■内においても 状 況は様々であり、年間菫千台の教●●Iを受け入れる亀餞

|・ら:■とんど受け入1 てヽいない菫腱まである。

・修"ゃ 活動が乏しい第二次獣=Ettn目 が比較的多くを占め、例えば、π同 体 目にお

ぃてはE師 が1名～2名体■であるEan● が7Jを 占める,

・受け入1ヽヽ いる3を については、「二次収●E薇 田 |であつても そ の多くが入院を必

要としない外来"療 のみのこ者である。

という状掟であつた,

■って、年二次獣急E■ にロセー"の 病院に掲点化することも牧急E懺 体‖を■保する

一つの方兼ではあるが、地方自治体において様々な“3工 夫やle崚の実1'に応した取■に

よって、円滑に事業が実菫されている場合においてlt 館 二次敏tE艘 機関の“点化を含

め 全 ロー鷹的な体口を求めるべきではなく、●しろ口は、そうした地嫁の■情に応した

n● を支撮すべきである.

今“は、j●崚の夏状を的■にIEE十 るため、補助の対象かどうかを目1,ず、椰遣府県の

Ettll●において第二次軟彙E療 機“と位置付けられたすべての巨燎機口を対まとして.

菫急患者の受入れ漱況や医師の場務体●■も含めた静凛体“や活動実績に||する“=を 実

施する̀ 口 がある.

(2)今 後の整備について

椰二次収急E凛 薇関の今篠の菫備について1ま、f初期設急匡療機関と"二 次敲急E燎扱

目を―rFとして壼偶十べきである,、r広い分IFに対応できる第二次薇念E環 機rleの整口が

必要である,、r ttIE体“ではなく交代助務Hが 可能な環見を整備十ぺきである, r―定の

静組みを油たした活動実績のある鳥院を支機十パきであるJ亭 の指●がIDつた,

また、■二次救OE環 機日からヒ7リ ングを行つた腑に:ま fE環 饉事者のFa保が国腱

である」、F地方自お体からの補助金が輌J滅されるlllきがあるj rホ収をの■にが大きい,.

:E●"“ リスタ/jlle大しているJ■ の発=が あつた.

こ11らそ饉=え ると、引き露き、tlCにおける収急曖薇ロロの凛■を檜理しつつ、第二

次崚急匡燎腱目の■籠の充実を回るべきであると'え られる.加 えて、一定のヽ■鮨"や

活●■級のある第二次救3E“ 機関については、その"■ に応じた'操 を情"十 べさであ

また、今後は、■状に応 して適切なE攘 を撮供できる彙入先E鰊 凛H・ じ■■に3■ を

臓り分ける0の 口菫 (■"略 機能)を 行 うシステムを菫“するとともに、地域の■情にfl

通した螢●E尋 を積t3者 受入ヨーデイネーターとして配●することを推進すべ=で あ

り、絆せて、こういつた●●Iを担う執l●匡年の■成を回っていく必晏がある.加 えて、Jヽ

兄撃急亀“"餃 事■ (■8000,に ついて、全国の部道府県が彙向で申,用で|る“点作

りやあ"■ を古む蔵人へ対彙を広げるなど、関係省庁が連携しつつ、口0■拡充を綸"十

ることも必要である.

(2)「出口の問題Jに ついて

かわてから、数急医療機口に搬送された患者が、急佳翻を乗り越えた■も、核ta療 用

の■床からの転床 に 諫が好I●し、結果的に検急医療用の■床を■日間儘用することによ

って、救急騒組 国が新たな彙急3者 を受け入れることが日燿になるという い わゆる事

餌 環HIIの f出口の同口J Oi泄綺されてきた。

綸0● 消防庁は、医凛腱“の■入颯会口薇が多歓に及ぶ事案に関し、平成 19年 二に数

●燎遺における「燎餞口の受入状況●実“口■をf7つた。

これにようと,薇 亀凛送において受入れに=ら なかつた●●として、rttEロ ロ1、'ベ

クド清床J、子手術中 ・e者 対応中J、「専日外,、rE“ 不在J● が摯げられた 特に、敏命

菫急セ ンター● (+,に おいては、子ベッド演床Jが ■ 1の 理由として摯げられている.

収念饉●●●での晏入れを菫実なものとするため、急性期を■ した●●を受け入れる鋼

床を■保する観点かrD.入院 していう0者 の過臓.ロ ー●●●m内 での●床、●の■臓●

^の 口院の健邊/rど、ま●Em● ●の r出口Jを 諄保することが必■である.

本簾"合 において、政こ饉屁機口と、転院を受け入れる■院の双方からヒアリングを行

った朦には、3L妍 を乗り鶴えたものの数急E■ 月の用床から移動できない具体的な偶と

して、いわゆる●●状態■の■凛の重康障害がある息者や、合併十●精神疾■によつて一

曖"燎 では,理 が目曖である3者 、さらには人工呼扱雪理が必要である̀ 奢 、院内餞員の

■日となOin●の屎薔者与が,げ られた。

■た、身書りがないユ者や色居の■舌、宗収金の発生の可籠性がある患者年については、

幅床・に院が日壁であるとの指綺があつた。さらに、製春と家族の求める饉"ホ 0と ●床

転籠先の状況との乖障や 転 床 転 院 してもま饒の爆済的■担が軽離 れないことも.

●焦 に 臓を妨げる大きな姜国になるとの構損があつた.一 方、鮨院えの医薇轟間におい

ても 績 ●匡療n円 からのに院を受け入れらIl■ない理由の多くは、当腋匡燎世剛も清床で

状tr燎 ほ円と日はの f出口の間距Jで あるとの指摘があつた。歓急巨燎曖間の F出口の

日題Jだ けでなく さ らに転障先の r出口の間腱Jと いつた五興者塑の同電もある二とか

ら、口曖 升 31システム全体の問目とも考えら1■る.

4 特 定の鰺薇領壌を専門とする饉饉機日の位置付けについて

本績"会 においては、当初、日卒●やt・B● ■などこ佳"n● 晨●、小児凛●●の●=

の●●惧崚を専門とする●al●口が歓主E■ に集たす役翻やそのな彙的な活用に■■な体

●■についても““を遣める予定としていた。しかしながら 績 鋼 ●●の受入彙E■

●口の遭定に時目を要した事"の ■道が相次ぎ、また譴務省消"庁 の日奎でも、■入先饉

燎糧目の■定が円滑に進んでいない状況鵬 rDかになつたため、特定の0■ 傾崚に■して

高い0燎 籠力を有するEO● 口:こ口する●綸よりも、幅広い傷■に対応できる受入先饉●

罐日の体目を璧●するという●Aか ら薔二次敏憲菫'は 日、常二次●●E晨 口層のあり方

についての機論を饉先することとなつた。今薇、改めて,定 のD■ 憫崚を■円とする匡饉

■日のあり方や、■定の口崚に3点 を当てた●●Fa体 “の菫●について、mmセ 遺める

必晏がある。

5 救 急■性 に おける諫饉 と円滑な受入れの推遣 について

(1)医 療機関と消防機関の連携

いうまでもなく、口療機目が漱●凛選■をを円l■に受け入れるためには、饉凛●口と捐

防機関との連携が欠かせない.二 次E凛田内の連携は、日常的に饉燎植“と捐訪ロロが情

口を,嶼 することにより得られるが、広燎IR送に田わら連携のためには●■層暉単位の薇

3E暉 情報システムの活用が必要となら。本構"会 においてし、口えlrf ttt饉晨口円の

勝療情報が的籠に‖防線||に伝わる“‖を構厳するための収急口療情ロシステムについ

て、E環薇関の鯵僚情■が遍りに■"されていない年の理由により、ιfし も有■に活用

さll■ていないとの情績があつた.これについては、前述の薇奇贅急センターの■しい諄饉

において.晴 ,Irp更所状況●を新たに項目として加える0の 対略や、崚tE燎 1口■システ

ムによう匡■は田の彗療情口を地崚の数■E底 ■00同士でリアルタイムに共キできる体"

やIH防薇橋からも情ロスカできるF"に ついても考えるべ=で ある。

こ●1他にも、今後、第二よ菫色昼凛峰目も含め、数急口a情 颯システムヘの地域の依●

区●機||の入力状況年についてメデイカルコントロール協饉会●で積Lを ■める●“があ

り,こ の点については、本検"会 とnll"に お務・●‖妨庁において口僣された彙彙ネ薔宙

口化檜遺慎"会 においても指“きllたところである.

また 大 学■院等の日慶専円医療を担 うE薇 凛出については、各々の専円佳や"● ■閲

の連携の不えが院内鮨床を日興:こしている●国の一つではないかと考えられる。

3■ と家族の求めるE療 水準と●床 鮨 院先の状況との,“ については、状急饉薇用の

"床 からの転床 ・転院についての口民的理解を形成していくことが■員であり,社 会全体

で理解を探められるような取総を追めていく必■がある。さらに、円冷な●ネ・転院の促

遺ゃ、滝"内 、籠投岡の連携の構集を回るための専任オをE置 十●●の教急圧療●口自身

のn組 と、急佳"を 乗り越えた●●が円■に腋患E燎 用の■床から転床・転廃で●る地城

の体"の ■爆が必口不可欠であり、E療 界と協力しつつ.口 や椰道府■が'■ を行うこと

が■賽であると青えられる。

(3)円滑な受入れ推進に向けた対応

今性は、上述の対燎に加えて、次のような方賢を推■すること力:■■であると'え らJヽ

る.
・薇●E燿 饉口と地域の籠の■晨織田との間で、地城全体の各E瞑 崚日の尋日性や、"甲

的な息をのほり分け方策についてll颯を失市するための地城の摯●=支●する.

・栞院する0歓 の牧急3■ に対して、●彙わ ・効率的に暉菫を■供十るため、腱●でのト

ツアージ七壼切 に行い,う E凛 ― の青威 とそ=理 口 を措`十 ろ。

●同・休口年における●●所E“ の外来"薇 の■■など、“凛所E暉 の執●●■への,

日を■める。

地崚全体のE饉 崚00に口する●2E環 情報について.情 颯を一元化するとともに、市防
・

al●との共有を遣める.

●●●●機口の情報を佳Rに 対して日示し,atE燎 の体… ・●腱について口民

の理解を求める.

・軍嗜●での需摯"の 対応方法に口する書及啓発を口ろ.

(4)い わゆるER型 敦急匡薇機目の課題について

ま命教tセ ンターをRE十 ろ暉燎曖“年におい .ヽER● 象●E薇 ロロと魯き4tる菫餞

う:ある.そ の状況を贅嬌してみると,

・嘔症から■=まで、曖3.年饉、静選手段を目わず、歓急菫(ER,を■鰺+6+べ て

の歓t忠者を受け入llる.
・その薇t3=す ・くてにER里 敏SEと 呼ばれる[暉 が牧急初"じ 療を行い、入腱治晨や

手術が必要な3■ を母体輌院の諄当,=■ に振り分:サろ,

。そのE昴 は入院し'や 手lll●を行わないい刷を確保している.

というものであ/」が ER型 歓t匡 量餞口といつてもその実績は様々であり、十べての菫

Rが 上述の体“を確保しているわけではない,

また 0醸 療■の口師が当直にとし、労働を提IL十ることにより総'さ れてきた時間外

また ■二次績■E●崚"に対する支援に加え、地城において在m・体日のmE● セ

●うE“に対する財政的な女■についても検討すべきである。



外栞彙薔を、■時点でも不足しているER型 漱急口と呼:=れるC暉 のみに'わ ることlt不

可籠であり、“■に17えば■屁3者 の浩療を担 う菫輌の不足をlBくおそれがある.

置に、薇が日においてER型 薇急E凛 撻口を薔■させるとした0合 、地曖やE猥 繊関の

状況に応 して、●●獣色センターではないが活発に獣急E■ を担つている第二次螢●区捩

饉口や、ま命獣●センターを餞置するEAnmの うら、ER奎 菫tE燎 ●口に|1心をもつ

亀摯が、綸々にE Rttt3E● 4H‐ 移ヽ行することを彙すといつた対応が考えられるが

いず4■にしても、厚生労口省として、一部le城 (象tre■ 口)で の体行●集を実施する

■の前に,ま すは以下の点年について正鑢な霙B杷 籠を行う̀ ■ があり、その上で、その

必凛性●セ検"す る二|が書当である.

・ER■ 菫急Eと 呼ばれる医師の負担

歌急搬送■■の受入れ

“僚flち峙ロ

・●'1●は■との■轟

入院担当料とのユ携

「教急医療の今後のあり方に田する検‖会」

くメンパー>

石井 正 三  日 本医師会常任理事

泉  陽 子  茨 城県保健福祉部長♂■卜"

染谷  意   茨 城県保腱福祉部次長II●・`,日

坂本 哲 也  帝 東大学医学部救命状急センター教授

饉崎 英 夫  日 立保腱医療科学院長

島崎 修 次  0)日 本救急IE象財団理事長 / 杏 林大学技急医学教授

豊ロ ー 則  目 立循凛器病センター 内 科層血管部口 医 長

野々木 宏   日 立饉環器病センター 心 朦車書内科 部長

藤村 正 暫  大 阪府立母子保健総合医療センター 総 長

前川 pl志   山 口大学医学部長

松下  饉   帝 東大学医学部整形外科主任教授

山本 保 博  東 京菫潤鋼院長

くオブザーパー>

荒木 裕 人  腋 務省消防庁数急企日=・■1‐`日

溝口 違 弘  総 務省消防庁救急企画=H`｀ i“

第4 お わりに

な検討会において、政●菫●センターの新しいr● 力桂、歓命漱急センター●菫●のあ

り方については 一 応の■●を“えた.一 方、こR里数●E晨 腱口、第二次菫3日 凛●18

については離“を行つたが、力n性 を十分に示すところまでには奎らなかつた."た のじ

燎目摯を専門とするE薇 凛口やあα菫0最 急センターのあり方についても菫口なロロであ

り 引 き“き、饉ロセ行つていく必晏がある.ま た 平 成3年=に ■足した績●●●士“

曖についても、十でに20年 近くがこ0し "度 が定着してきたが、今後は、メディカルコ

ントロール●●会の位置付けや、薇急蠍0■ の一日の活用方法についてし敏"十 べきであ

この他にも,籠■としては取り上げなかつたものの、本構"会 の中で 慶 々、●奢・=

崚年地域住民とE啜 従●■の双方における rまIc匡環の公丼性に目する“口の`晏 性,に

ついて斃古があつた.

E薇 は口民生活の=■ を支える公表性の高い●■であり、こ■ ・蒙峡など、地●住民と

医療従事者の双力にそれを支たる努力が必要であること 4に 故急E燎 は薇られたE環 贅

凛を有効に活用する必蜃性が自いこと●を広く社会が“籠する必要がある。:安0と おロ

のE薇 籠保ビジヨン1に おいて選ぺられているとおり、軽`3■ による在日の― 彙和

用や、不■切な績急車の剰用により、救8E燎 ●口の■担を不必■に増"さ せ、真に`ロ

な場合に敏●E薇 を受けら1 なヽいことがないようにしなければならなι、 このため、地崚

の各医療●mの ほ饉や専n置 についてul●住民に適りに情報覺"を 行うとともに.■ 口な

,多 行動年についての口極的な詈■・啓発を行うことが彙めら1■る.また●■・軍燎●が.

特に議●匡薇にはリスタや不'■性が伴うことを認nし た上で、森■や治薇について主体

的な理解に"め つつ.E"従 事■と協働する姿勢が必要であり、そのための文慢が菫晏で

人口I「成の高“化 載tn選 島者のal●、口燎の費等に対する国民の■0の 目まりなど、

紋●口環を巡る鵬算は大きく壼化している.口 燎は、人々が地崚で安t・して生活していく

上で欠かすことができない、口民生活の=彙 を支える雷みであり、とりわけ菫急口凛は、

地雄のセーフテイーネットを“保するという観点からその根ホをな十ものである。ホ検討

会においては、ヨlき攪き、救tE燎 体目を取り巻く状況の変`ヒに対応した、あるべさ歓●

匡療体"の 情編に向けた織“をtrつていく必要がある.

これまでの検討の経“

(第1日のII■)

●口会の■■について

今後の数●傲tセ ンターの整日について

高度杖●政●センターのあリカについて

歌命教急センターの諄●のあり方について

(第2口OII題)

無命牧tセ ンターの充実魔評●の見直しについて

有賀夕考人からの観明

・嫁本姜員からの説明

今後の技●歌急センターの■●について

高度歌0崚急センターのあり方について

く菫 ●日の“■)

摯●量急センターの充実凛37●の■置しについて

今餞のま●漱tセ ンターの菫儡について

お“獣●執●センターのあり方について

(34回 の■■)

今傲の故命牧急センターのE● について

・漱忠饉療機関の出口の間口について

第二次'急 匡僚費“について

第二次救tE凛 機“の漱況について

ER型 獣●二環は口について

(36口 の日綸)

二れまでの結■について

歓■級選におい■受入11:こ至らなかつた理由について

第二軟薇t口 '颯 口のおリカについて

中間取りまとめの■'(■ )に ついて

(■6ロユび第フロのl●")

中綺取 りまとめ (■)に ついて

`出口の円口など)



「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会

中間とりまとめ

平成 20年 9月 22日

本検討会は、国民が地域で安心して医療を受けられるよう、医療を守り質を高めるため

に必要な具体的な方策について、国民 患者や現場の視点に立つて 7回 16時 間を超える

時間にわたり醸綸を重ねてきた。

厚生労働省においては、こうした議論を踏まえて、関係省庁とも協 力し、下記の事項及び

検討会で出された現場の知恵ともいうべき提案について積極的に取り組むことを要請する。

併せて、医療者、特に指導者たる病院長 ・医学部長年においては、真に国民の信頼を

得るため、徹底した情報開示を含めた自浄作用への取り組みが求められる。

更に、 医 療費の対 GDP比 が OECD30カ 国の中でも21位 と低い水準にあることを踏ま

え、より質の高い医療の実現とそれに必要な医療費のあり方について国民的な議論が行わ

れることを期待する。

1医 師養成数

産科や救急などの診療科では勤務医の不足から厳しい状況におかれ、また、地域によつ

てはその他の診療科も含め医師が不足する事態となつている。こうした勤務医等の待遇等

の状況を改善するとともに、さらに医療の質を高めるため、医師養成数については増加させ

るべきである。

○来年度においては、医学部教育 地域医療に支障を来さないよう配慮しつつ、少なくとも

過去最大の医学部定員(3.360人 )を上回る程度を目指すべきである。

O我 が国の人口10万対の医師数はOECD30カ国中26位と低いこと、OECDの平均医師

数が我が国のそれの約 1.Q倍 であることも考慮し、医学部教育・地域医療に支障を来さ

ないよう配慮しつつ、将来的には 50%程 度医師養成数を増加させることを目指すべきで

ある。その後医師需要をみながら適切に養成数を調整するわ要がある。こうした医師需要

○より質の高い医師を効果的に養成する観点から、医師の卒前 卒後教育の連携をはじめ

とした臨床研修制度のあり方について、文部科学省と厚生労働省との合同の検討会を早

急に立ち上げ、対策の具体イヒを図るべきである。

3コ メディカル等の専門性の発揮とチーム医療

よりよい医療を実現するためには、治療にあたるチームを構成する医師のみならず各コメ

ディカルが専門性を発揮していくことが重要である。

○コメディカルが専門性を持ち、キヤリアアップできる仕組みが必要であり、そうしたことへの

インセンテイプの付与や支援が必要である。同時に、コメディカルの数を増加させることに

ついて具体的な検討が必要である。

○チーム医療を実践することや各職種が専門性を発揮し、患者のためのよりよい医療が行

われる体制がとられることを前提に、その職租でなくても行いうる業務を他の職種に担わ

せるスキルミックスを進めるべきである。

○患者の安全性向上のため、4年 制大学への移行も視野に、看饉師基礎教育の充実を図

るべきである。

O医 療者と患者間の真の協働関係を樹立するためには、医療従事者が全体として、患者

の立場を十分に配慮するという施設の「文化Jを醸成する必要がある。そのためには管理

者の姿勢が重要である。諸外国の例を参考にしながら、医療における院内メディエーター

の活用も今後の検討課題とすべきである。

4地 域医療 ・救急医療体制支援

O地 域医療の担い手の一つとして、専門医としての総合医 家庭医のあり方等について検

討を進めるべきである。

Oが んなどの在宅医療や看取りまで行う在宅医療・在宅医の専門性を評価すべきである。

訪問看渡について、医師の標準的指示書や個男1的約束指示の下で看濃師の裁量性を

認めることや、訪岡看31のあり方を検討すべきである。

を検証する観点から厚生労働省において必要な医師数について推計し直すべきである。

その際、少子高齢化の進展や国民の医療に対するニーズや意識が変化していることを踏

まえ、あるべき医療の姿もイメージしつつ、高齢化の状況、患者の診療動向、女性医師の

増加や働き方に関する意臓の変化、医師の動務実態、世代別お状況、医療提供体制の

あり方など様 な々′うメータをせ るロナ考慮した専門的な推計を行うべきである。

2医 師の偏在と教育

現下の医師不足問題は、診療科の偏在と地域の口在という「2つの偏在」によつて深刻さ

を増している。国民が地域において確実に必要な医療が受けられるようにするためには、医

師の数を増やすだけでなく、こうした偏在の問題に的確に取り組む必要がある。

てヽは、特に病院に勤務する医師が減少傾向にある診療科や

救急医療においては、時間内でも時間外でも厳しい勤務を求められることが多いことを踏

まえて、その働きを評価し、医師が魅 力あると思うようなインセンテイプを付与することが

重要である。外科系の診燎科をはじめ医師の技術を適切に評価するため、ドクターフイー

についても検討する必要がある。

0地 域の偏在の問題については、入善地などで働く医師へのインセンテイプの付与、へき地

などへ派遣された医師を様々な面でサポートする体制の整備、医学部?定 員を増やす

場合に地方出身者が地元の医学部に入学しやすくする方策が必要である。また、専門

医としての総合医・家庭医の養成とともに、他の専門医力1総合医・家庭医となつて地域医

療を担うようなキャリアパス、再教育のプログラムが必要である。

○当面、上記のインセンティプの一つとし、、産科、救急、へき地などで勤務する医師等に

対して手当を支給し、その働きを評価すべきである。また、通常の動務に加え、当直やオ

ンコール対応など厳しい状況に置かれた勤務医の動務条件を短時間正規雇用などによ

り改善を図るべきである。

Oま た、2つの偏在の問題に対応し、また、医療の質を高めていくため、現場の意見を十分

聴取・検EIし、国民・社会特に患者の声を聞きながら、諸外国の例を参考にしつつ、初期

臨床研修制度や専門医トレーニング(後期研修制度)のあり方を見直すべきである。

~5医
療と消防の連携を円滑化し、消防防災ヘリコプターの救急搬送における活用を推遺

するべきである。

5患 者・住民の多画

〇地域の限られた医療資源を活用し、必要な人が必要な医療を受けられるようにするた

め、かかりつけ医を持つことを呼びかける、病院受診前に自分の状態をチェックするため

のフローチヤートを作成・配布する、医療に関する住民主催の勉強を開催する、とt つ`た

地域住民による主体的な取り組みが行われている。各地のこうした取り組みを支援L

住民とともに地域医療を守ることが重要である。

O患 者 住民に関わることを決める場合には、患者 住民とともに議論し、考えるという観点

が重要である。

○地域全体の病院医師や診療所医師の連携を円滑に進め、診療所医師が病院での勝

療に携わることを進めるためには、病院における医療に対する診療報団を.ホスピタルフ

ィーとドクターフィーに区別することを検討する必要がある。また、地域全体の病院医師

や診療所医師の連携を円滑に進め、患者の入退院 ・転院を円滑に進めるためには、地

域の医療機関における電子カルテの情報共有が必要である。また、医療の透明化を図

るため患者が無料で明細書 (診療内容がわかる領収書)を受け取ることができるように

する必要がある。

○ 救急医療において、患者が適切な医療を受けられるようにするためには、最も菫症の者

を受け入れる第二次教 急の体制を堅固なものとすると同時に、軽症者も含め多くを受け

入れている二次救急を支える体制を構築することが重要である。その際、地域医療を現

在保つているネッ陶 ―クを活用するよう、各地域の実情を十分把握する必要がある。

Oこ のため、数多く救急患者を受け入れた医療機関 ・医師を評価すること、地域によつて

は二次救急が福祉的なニーズを持つた患者を相当数受け入れているケースがあること

から福祉関係の行政機関をはじめ関係機関が協力して受け止められる体
■

を構築する

こと、医師以外にも適切なトリアージがせ る看饉師を養成すること、が必要である。
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1 - 岬 ナ

社会保口国民劇目ま、社会保障のあるべき晏と財議潤田に含む今後の改軍の方nに つい

て、口民目■に■口する1821Lて、内目豊理大臣の下にホ年1月に餞 れた。

以来 今日択 約10ケ月、会躙の■=置かれた3つの確 勧 .合計で31回 載

る会劇陸齢 、日 綺 … こつし・― lヨ・腱を有うてきた。

この間、5月には州勝年金の財政方由こ目するシヨ レーカ ンを公曇し、6月には中岨

告をとりまとめたところである.

中間■日=おいては、今後の… べ=― してヽ r鋼農の特練可舶 ととも

にr社会保口の-4LJに 向けての改剰珈 りHG・べきユ を開目した

本量艤報割よ、中雌 及び… こおいて積躊易した猥鵬産中心に中雌 に行

った鵬田薩含め、これまで嶼 略 ける全体の― とりまとめたものである.

2 4 か ●― m ～ 棚 邸 討 鶴 ～

1 社 … … 鰭論の雌

(1)日 駒 安全と安馘邸し“組全保障

社会保障制度は、私たちの暮らしを支える遍もヨ螂 会轟 国民の出脚 =応えられ

… … ることは、日頭のこ本舶慮貴鮨のひとつであ在

(2)― IBH・御 責̀ Llコ応え…

社会塚御颯口盛、綺報可脇 のとしつつ、経誘社会の様 な々童`Ll=みわせて、そ鑢

能を強し ていかなければな朔 ヽ

(3)全 ての日民が,加し支える、国民のlE霜=足る社会保障

社帥 相こ帥 仕組である社会劇瑯脚=は全ての自日ことつて… わ 。綸肘の裏

側には必ず負担がある。日日=はサービスを利用する相利と同時に‖度を支える責任があ



る.

(41口 と地方が枷田にて支える社会保障

社会保障制度の構筆と現場での運用の両面において、日と地方公共団体がそれぞれの責

健 勁 =しながら対等の立場動 し合制剛襲HК こあ ■Eで 機

2 社 剣 題 噛 斡 …

"∞ 年以降の医療。年金・介口などに目する一違の「社会― lにより、社会悧暉

‖鳳 燿男脚睦 の整日L自 膿つ… 3離 つた

しかい てら、今日… は、少引 ヒ対策への取組の運れ、高Hヒ の一日の進餞

鎌 介眠サービス提供体制の劣化、セ街 ィネッ離 能の低下、制度へのIEmO低 下等の

様々魂 題"二emし ている.

r"度 の特犠可曲 を薔帽していこ とは=檜績を… あるが、日剛 =、今後は、

徹ヨ劇臓輌遺の謝 u=対 応し、「必凛なサービスを保日し、日民の安ゆど安全を確保するため

のr-8E4LJ」 に… t改 革を遣め`く ことが必要である。

(1)社 会保障の離 鵬贈‖栞 ての二本的は■え方

0自 立場に生・社会的公正の実震

私たちの社会は、個人の自助・自■を纂 、一人一人の安全と●●は、相互の出十

合い。連帯 =よつて支えられている。社会的な連帯・鋼チ合いの仕組である社会保膊制度

は、「所得再分配の枷 を遍して、給付の平等・負担の公平というr社会的公正Jを実現す

“ のである。

② 持崚可能性の確屎・国民の一 方の尊重

団壇世代が“溜こなる20%年 雌 肌 長期にわたつ嘲 議可麟耐度哺

を追求する必要がある。同嘲こ、社会保膊割康は、人 の々暮らしや価値目の■化に机

た制度であるべきであり、個人の職螂囲R就 労影趙や性磨方のJ脚 導 つr●rの 運

用、絶付や負日=¨ 生眺 ように 部 あつてはなられ ヽ

0 郷 稚 。選駈

― は効率的で、簡素動 ■lJやすじ馬の■♭6ユ ″W颯睫ある。

④ 公動の印 稔担・-0僣 働

公的な支えである社会保障制度とともに、一人一人が地燿繊会の一員&て 様 な々地域

社会の支え合い・珈サよ のヽ脚 =ウタし、剣こ支え合つていく認 力唖 である。
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褐紐サービスの改軍

① 田康・介測こかかる需要の増大

75'以 上高齢者の増大■巌,屁力の低下・地燎のサポ‐ 力の低下等 に々より日饉・

… ス濶 測寝社警田こ瞑 る"ス 確保のための将来の― りきな

日L箋 そこどま不可L

② 不十分・力助澤なサービス提供体鋼

我カロの病崩よ、メ釣 ・― 10不 足、非効率が指摘される一方で、…

地域医療の困窮、産科小児科Eの 不足など様々な課題に直面している。珈 らの課□ =

… できる緊急の対策を工 ていくことが必要たが、同時に襦随日鷹の解決^の

取組が不可欠である。

Oサ ギ ス則躙朝の構館暉と紺領顔・物職薇の師腑u饉

「遍釈と集中」の考え方に基づいて、病床桂能の効串 ヒ・高度化、tl■lこおける―

能のネットワーク化、医療・介目を通じだ期間臓種間のenL`口 分担の見戯 EEM

の織 螂 の‖口的賽成・薔愕など、効岸化すべきものは8tt切いて効澤空ん、他

G社 剣鵬漁笏出レ枝獅覇"明 UD□ い の振

… 成果がサービスの効暉化や■の向」郡 … が必要である。

01飾 た地 の翻 晩掘距た鋼自締 る信頼、口RO留 レ鶴調の形成

ラク ステージの各段露で、自分の人生般針… か`に密接に日わりあつて

いるかを分かりやすく明康されこ とは、社会劇ロニ対する― 課め、FEへ の信頼

や諄 旬の樹臓 必要倒置レψ珀鷹陸彩輌してしくビ0鵬‖帽… ある。

② 彗暉■a‐ fヒ轟謝む剣円睦 奴 社 い'熙 ゆ 颯

卸 瑯 いては …ヽ ―螂 ・負口の目面に… ― あ

り、社会― 綸討を受けサービスを利用する槽剰がある韻 硼■対ヨ闘■口謄支え

ていく責任を●●ている。日 年●枷庁社 ¨ 権利であり賣Eでもあり、その

実現カロられるよう政廂ま常に最大霞の努力をすべきである。

(2)― 凱 ¨ 接

o ― 確保

社会圏‖劇目… 資 乱 て瞬 妖 鋼ヽ謝まおピH闘暉を曳え‐ る`。安定

的経済威劇=書与することま、鋼 ― ― E自分の議 螂 こ出=つながる。

② 規役世代の活力の維持・強化

社会保"の 支え手である現役世代の活力を碑 リー 強化してしくことが不可た

若者・女性・高齢者など、働く意思のある人はLtFtの 能力を伸|まし、社会で発11睫嗜る

ようにしていくこと、阻 権 わ ― Lrmlするよう、E― 、勒 鋼 螂

大することが■要である。さらに自動努力を促遣する観ほから現役時代の金■顔農電串庭

促進するための綱願鷺読t目るべきである。

Oエ コ■サ属出め ま観

年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、散力出 のあるだれもが、その持てる

力れ て社会の担い手、支え手として社法活珈=3恒じ活目にきるコ ■■"■Lく

望まれる。

(3)高 |IBの所得保障

高齢期の所得圏軍ま、自らの動産新掃・財崖所得・年金所得の鋤 組み合わせが基

利翡 が、現期こは公的年働■日開凛DttH即 “甦睦なつている。改めて言うまでも

なく、公的年金鋼農の長期的な安定・輸は水旱の■日ま菫要樹蹂■である。

① 公的キ金(3置摯ωの財政方式

基礎年金制度の財政方却=ついては、平成21年度からの基理年金日暉負担い ル●ヘ

の引き上げ実施を前搬二、基礎年奎鶴由の肺改な劇こついて、現行社会保険方式、at7
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あるべせサービスの姿はどのようなものなのか、そのことを明らかにしつつ、それを実

現し、離 てしくためにはどれだけの費用(フロー・スト″)が必晨なのかを推計する試
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方で資源を集中投入すべきものには思い切つた投スを行うことが必要であり、そのた倒F



点から、Cm― 制度の改善側淵暉胴鳳力ど)、CHg漸間嗜弱隣の見自瞑制度横断

的な改革)を有うべき。ITの活用や¨ 1“u蝕 ― =推進すべきであ

る。

(フ)劇 □=対する信頭の回復・国民日倒=立っ― 難

① 公的年金鶴度への信颯回復

現行“自=対す輛 は、日度それ自体の間置と うヽより1ま劇産籠■に閥わる日に対

する信頼の低下に起目ける面が想 ヽ公的年金留度の― 回復させ、本来の増彙を

十自こ発欄はせるためにも、日ま、“ の側 の回復のために総力をあげて努力すべ

きである.

② 適用面での改善

― l・l乳 ては 建ヽ な颯魔改革ロ ニが、地方分綸のユ劇二お 、現行覇

度の口用を改善すこ と嗜鶴燎■る蹂田L鎮 ヽ運用改善で対腱 る事卿こついては、

本中間組告での艦 ― て、ECHこおいて981=矧 摯すべきである(この点はr3中

間口諧議の間 から生まれた出印こついても同縛である。).

0 中 ¨ 鵬

中間朝日 =おいては、セイカ睛ネッ帥 強化の=暉 としてのE― m現 役世代

の活力の縫持・強lraた めの能力開発政策、医療・介護のあるべき整 奥口 て́いく観点から

の医療・介震費用のシミュレーカ ンの実施、噺しい次世代育成支】システムのあり方といつ

たL点 が、なお=贈嘲自… κぺき漁 点れ て残された。

中間■告眠 これらの綸点について各分科会において― t47bれ 、現行制度の問題

点¨ ための具体則こついて、次のとおり意見をまめ た。

(1){…

低所得者への就労支援を"上 で、日本経済の成長、枷こ中J企業での職労機会の拡

大がEI。 また.地域ごとに■用事… ことに応じr‐tめ細かな就労支脚 実

が 必要である。

申 吼 ては、過去への反省も十分に踏まえ、施臓効漂を客粗畑こlat施 策の

改薔に■昴=5調駐せ引彫υ露雌 制自動 込むべきで稲 .

著年■など現役世代が生活保艇を■ナぎるを得ないときに、そこから掘ナ出す力をつけ

るためのrばゎ掏 のような岬 必真.自立支援に向けたハローワーク、自治体の取岨強

低所翻こ椰らないようにするためにも菫要である。そして、このことは雇用¨ 支

え手の鵬 ・擦 tt●ながる。締 力開発爛 二よつて、雇用保険HEの 安定的な

運営害確保するとatl=.IIn・― mぃ ては識が― 引ヒを図

るぺきである。

今回の医燎・介醸費用のシヨ レーシヨンは、現状の医療 介額サービス撻供体制の問題

点に関する中間報告での権 踏まえ、医感・介恨サービスのあるべを晏を― るれ｀

強 から、サービス捜供体劇について一定の群 … とを翻日=推針(シヨ レーシヨ

ン資fわ たものであり、「医療・介震サービスのあるべき姿Jを員伸覇二祀 てい た機計と

いうな味で、これまJこ なかつた稽Jと 言える。

シヨ レーシン を実施するに当たつてのポイントは、以下のとおりである。

・麟鶏題饉・創 け ‐ゼ ス罰 鰤ける鰤 も、劇 箋 瀬 軽 ■ ■ 量 劇趾 した

・改革シflJオにおいては、サイ スの卸 睦 劇躊靴芝同時1_― ることとし、

… 製 f‐― ン "'た ― 色

・経済劇L― .効鋼 ヒヨ 籠ま 睡僚贅の伸びに影涸を与える要目を自口こ

atJ脇 た

。取 5年 での改革列 オ違威を前日 こ、コ四 年時点での推11鶴課を示し、併せて、

瑯 Ю … 鮎 卜 襲ヽ 鋼 =お嗜認 田 駆 め 露鶏 国 几 r_

シヨレーカ ンの結果については、以下のとおりである(劇直:― ・-1ヽ 日2シ

づけ′～ く― tO)。

医療・̀HE割 財N日 ■ついて、

:急性期目薇の輝 化 効暉化m医 薇の"員 銀   (■この一般病床全体

の平均に比ぺ倍増の水軍 こ=lき上げ)、平均庄院日数の短縮(コ鵬“0→ “口未全体

の平期二比べ半減(現状 9113日から10曰へ)))

: 病院病床の卿 ヒ( 現眠慢壼シナリオで一般務床 1 3 3 万製堕ると る、急性崩・

摯望Ψ ピ」望里翌官【雪翌 質望FF“
万床、

|
€ibrt(t$tL<HiaEaJ#6ff6u015F€€ffilE$*{i:*16} I
:a+E'|.a€tlEofi,*(!filtslF E4)t*. EE4+-ts'^oi*fl:j6E i

化などに加え、戯労インセンテイブ:ユ た碑 鮨ヽ力脇 睛 で自…

著者について、書 鵬 ない ′Ю gt4ゃ、ヵ プ・力… の日‖ 鳴 5-3m

の祖会の― ・

さらに、改正最低資金法の趣旨l_t●て最低置金を引き上げ、労働■の生層議下■えし

てぃくことも■要である。

低所得者劇嘴止して各社会偶田嘲腋rJ■ 開 X"田 躙 勒 輩 昴 ● 嗜メ、

制度ごとの体系が′う′うであり、捜難である.HROuAbら みて、分かりやすく■日し

やすしものとするようヨ度を鳳 、各制度の一 ヨ腕顔陀ともに、饉

― Aに 立って.ワンスレ プサ~ビスなど― の融 や負担の鞣 …

の効率化のための一 ・力」ドαttVりを■めるべきである。

(2)縫力麟

① 瑠 財 ¨

喘聞副Jとめl_2れ … 具体的目智‖村寵綱■し、工櫂表れ て、早急

lヨ出す～ であ .

… =鵬しては 過ヽ去への¨ こ譴まえ ―ヽ ― …

04● IゴR昴無 せる恒列的日出階ロロヨ卸 むべ倉畷 。

② 骸 鯖 開 陣 Ю 凱

― ‖線校事のIl ス・カリキュラムを■置などの今後=■ 成長が見込康れる分

野のウェ花 議 よう腐 囲 こヽその― ― 郵 動 … の

開日=つながるものとするなど、就労二τズに卿した能力脚 期 コうけ.D・ ●

繕期的 こ取り組むべきである.

動 開剣閣組より輌 …ヽ た・彙鵬口ま1カより、一 の轟

鶴庵さらに強化する必要が大きい。また、地域錮こ晨なる慶彙・HmO翻 」剛_さ ら

に樹慶対象を明溜 ヒしてきめ組かに対応する必項もある。したがつて、い 全口榊

点から弓唐続き責任を果たすことは社 より、地方への十分な財源の■課や.DEt

含め、地方がより主体性を持ち、日・自治体・教宙界・屁彙界が一体構 つて各分野の施

策を総合的・榊 慟 させかつきめ細かに― mできる離 ― べ會であ

る。

0用J餞鯉側脚uこ対国した能力開発

高齢化が一層遭晨する我が日こおし`て、長期化する「人
一人の■粛生目を持籠可籠

… てしくための日謀虐力開発への― に■めるべ■である。

0都 勧 岬 =… ― lL

若年時の籠力開朧の売劇 ま、生ヨあ たる安贅した■用の― ― であり。

壻紡の引 u_」lる鮨 強鰯【確 脅的認 万ガ日つ

:暉 ・中 媚 mplL(椰 レ ゆ 騎   ・

を見藁

・29_5鋼 ■ E薇 ・介田質用は現状の 41兆 円(対GDP比 79)が 、秘状燿膨シナリ

オで 35兆 円種度(108-1“ “程度)、改革シナリオ(Bl～ B3)で 91● 4兆 円積度

(116-2“ ヨロ 。

・追加耐 こあ曇性なる中 こついては ―ヽ リオで対GDP比 +14°4粧 、

諄 シナリオ(Bl～ ●3XttL'2"君 膿Lこ れを消… 見ると.…

ナリオで雌 、改革シナリオ(Bl～ B3)で ●`1=L

・なお、途中年次("15鋤 喘 で見れば、追加的に晨 なる公質財轟は:改澤シナ

リオ(Bl― B3)で 対はP比 “ OЮ′%程 度、消置税澤誤鼻でま1-

(4)少弓Чヒ劇旧鷺Dl口EとJ田日

州 硼 ま、綱瞬9り衡ドロに■螢謝腱麟 、1■ME出 めと樹 目 障 卸 補

可能いい倒廂こ力“tる とう点て、量E先 で製り組む～ r… JomF3・ ・

椰 月の中間とりまとめては、― Eは 脚ヽ 畔 冑威するr― の投

饉 て位置付け、■労― ・出産・珈   『=… 硼 雌 た.TH―

の哺自舜 目指LOtL― … … n― m… 率

のn● ■して取明日際コがnLrし も

あわせて、豪が日の出 策目係支出が薔外日に比べて卵翻"tと から、r目が

I ‐ t ●て日■り斃■に劇財濁の幌露を齢 f ■で、大E か… ｀ヽ

サービスの■・■0-た めの晰にな劇膿嚇藤を輌目す=…

欠Jとされてしも。

(5)脚 細舶誦綱剰二剛れ 彗“切餞

中間とりまとめて朧 た「nf_な鋼度体系の相瞬しに乱 て.保青サービスのあり方や

口児休業‖度の見ELlこついては、すでに専「1の著覇自 =おいて、年剰=向けて躍腱が

始まつているところであるが、今犠の議脚二反映させていくため、以下のようi=「It嵐 目

した。

0仕 事と子冑てのpl‐4嫁 るサービスの質と日の―

新たな制度体系情鋼こ踪しては、膚在的な保冑サービス■の需口=対し、遠や力Ч=サ

ービス祖りはれるシステムとすること力蝶 。

劇虐方の多様化、7-E~― ズの劇 ヒ・封‖しを麟まえ、提供■観麻ではなく、子

どもや観の観点l‐●た仕組とすること力̀聾 であり、良質な9-trス をきちんとポ る

住系 在宅介肛利用者の■0躙 嚇 ら`約43万 ″日のり 等)

:マンパワーの櫛 保(全体で現状の 17-lS悧 式 加)

を前盪 するほか、

・轍 全伸 =ついて

:経済成長や技術遣狙こ配 た伸びととtl=、



耀 する必要がある。また、■児保騎などの多者なニーズヘの対応熱

サービス量の抜本的強充のためにも、

_― ズの多様化に対応した保書の¨ ‖画の仕組(「保青に欠けるJという要件

の"

サービスが必要な人が安嘔して利暉に富るような国障のblL(相 剰性の明日 し)を目り、

保青脇躊嘱猪が自酎単瑯 ら、飲 動 ―ゼス提出雪う仕組

民間活雄 活用す薇 からの― ●EgL― A

一定の質が保たれるための公的責任のあり方

といつた■遭Lの観点を出まえつつ、尋HD審 壼剣二おいて― 認めていく必要があ

る。

― ・ついて 鰤ヽ ・輌 とt― 鋭 ・

身近な地畑=おけて識 鉗 方‐ に 鮒 闇 Ю 引邸 鳳

盲児休凛劇日こついては、短時中 ど輿脚‖腱 離 麟 ること力■要。

あわせて、男性(剣Dの 中 是正や育児体葉の取得促道などの■虐方の見直

しが必要.その隠、企業経営者のt3日 暉ととUこ、企集内保冑施設般日=対する支鵬

含め、企網こインセンテ″ を与えるような仕湘出■要。

劉 ― 讚し、サービスを― る銅 ヨドける柔軟な取湘睦可籠たすることが

1み]墓.

② すべてのま農の子吉て支援のあり方

新たな制度体系の構劇二当たつては、育児4‐を抱える者への対応など、すべての子

育て家庭に対する支援をより耐 ることが鳳

安れ て子どもを産むことがせ るための妊颯・出産期の支援の械読が源 。

母子家“への支援、社会鶴農認を必要ど る子どもや障害児など特男1な支腱 必要と

する子どu='け る… 。

地域住民、NPO、企業など、多槽な主体の参口・●●V球 り、地域の力を引き出すこと

が艦

③ 日民員日=ついての合意形成

少引し対策は社会保障制度全体の特親可能性の根椰こかかわる政策であり、その位

置付けを明日こした上で、効果釣な財源投入を"ユ が必要。

国民の希望する織 出産・子離 机 た場合の社鋤 ストの追加所要硼ま、昨

年末、r子ども雛 搬 する日刺 m― ― 却 て、■5兆 円～24兆 円と

樹 されてしるところ。

また、同試口こは含まれていないが、― やサービスの質の維持・向上のための

コスト、4■― V●ど特別な支援を必要とする子ども日=対するサービスの充関こ要す

また.もりり、このようなサービスの妻が実鶴磨れるためには、安定的慮脚 確保のみ

ならず、サービス供給体"の 計口的雌費やurIIHo役 悧分ロニ関する“度の■EL、

惨療輌野介震報■膵係の見適し、も , ワ`ーのEI― 成・確彙 サービス提供者間・多●

種間の連携・1けトワーク… 簗、月 スの■の“価など.鋼度躙を含めたサービス

提供体鶴改革のための相当大燿ぬも暉」嗅鋼されなけ細'ケ引ヽ .`

その■麻で、このよう編=革を実際に輌う0｀く1凛 ては、実調応れるサービスの姿を分

かりやすぐコロこれ 、国民的白電を得ながら具体的は改革の道筋0日翌Dを 明らかにし、一

つ一つ観 … てしくことが必要で確 とは言う打でu出 、。

さらに、これらに「子どもと家族を応援する日莉 ■点戦剛=おいて示された、州 闘 策の

授 齢 た場合の劉哺拭算を合わせれば、社会保障制度の最 占める年金、区饉・介鳳

少子化対策について、その― 充実強化していく「実現すべき。目指すべきサービスの授J

と てどのようなものがあり、それを実現していくために必要な将来の費用がどの程度のもの

であるのか、踊 明ら力■こなる。

コtlこ、基礎年全国障負担をお から″に引き上げるために必要な費前 れば、社会

保障の機能強化のために追加的 =必要な国 ¨ た曇 担は、その時点で…

るコスト、さらには児E手当をはじめとする子育てに日する経済的支援の売ヨん、緊急性

の高い保冑をはい とするサービスの充実ゆ優先の必劇臼こも議 つつ併せて検酎す

‐ .

悧 対割ま「未来への投如 として、日、地方公期日来 ― 、国民が、それぞれの

役日に応し、費用を負担していくよう、― 鶴婦軋

4 - u = 向 贅

鋼鳳 目晨・鋼 日鼎 こ関する試=(シ ヨ レ→たレ滝誦わた2で 、嘲出織日=おいて示

けョ田日釦♯ るシヨ レ→石ン、平成 19年 2月 !― ■■ て`とりま蹴 晴をも

と憲接を応援する日利 重点覇島絵協鷹膳とあわせて、社会保障の大赤を占める年金、医療・

介霞、州 日綱田Jれ て、それぞれの課題や改革の方向性、… される財瀾の規領

について、具体的慮姿ポ嘲らかになつた

基礎無 については、RI― 巡る脚 あることから、国民会性では、現行社会

保肢方式による場合と― こよる場合のそれぞれについて定量働シミュー ンを行つ

た。中間颯告でも述べたが、建殷的に制度改革腱置をわ ためには共通の上台となる客観

的・案皿的げ―夕に基づく聞 痢 欠であり、このシミユ′→“ン結果がそのような「共通

の土台とわ6コ 腱資料」として活用され、基薇鮮途の財政方菌 こ闘する日腱がさらに認まるこ

とを期待す視 のである。

平成16年の制度改革の効果により現行基礎年金制度の財劇 ま安贅しており、シヨ "

ヨン結果からは、免除者の増大や納付率低下がマクロの年金財劇=与える影響は艘定的にあ

ることが示された。いわゆる未納問題は現行制度最大の問題であるが、それはマクロの年金

財政の「8Eというよりは、未勲の増加(とそれによる無年金者 低摯螢讀の発働 が習年金制

度の騒 脅力t、将来の低年金者・無年金者の増対 =よつて国― の本来機能で

あるr全ての国民の老後の所得保陶 力く十」 =場■出なくな社 とがより大きな問題であり、そ

の観点から、非正規労働者への厚生年金適用拡大や¨ 活用などの未紬劇策

の引 ヒこ礎年金の最低保障機能の強lL●が状きは なる。

障樹 :輛翻 覆撒構 訓

割 _L● く消費 鯛雪=樹軋 て、纂 壼こついて観耐却眠腐旋略 耐 した欄 ヨま

"15鋼 =33～ 35罐 、"の 鋼 二69罐 魔 複茄 礎 直 た輸 =は"15鋼 _6～

1196程度、"%年 “ ～13%種 度のrr_な 財調嗜必要とする計算になる(経済前提ユー1

(医薇の伸び串ケー‐ 、医療・介護B2シ ナリオの船 .

社会保障を支える財源には、公費負担"‖ 製勲賠覇週勤ち る。年金保険紺 こついては、

平成 i6年改正により将来の保験料I」■LM疇 され、2017年度以降.厚生年金では18

0%喘 使折半)、国民年金では1“∞円 (平成16輌 に固定される (なお、基礎

年金について郷 を前提としf‐4合 には、企業や個人が負担しているこ曜年金相当分の

保餞料IElまなくなることになる。)。

饉康・側 勧 かヽる麟 負日こついては、今回のシミュレーシヨンによるサービスの充実

と薙 同嘲コ螂口するユ を前曲魔すれ ま、"25隼 段階で、現行と批瑯して対GDP比 で

+L5-17%稲 度となる。

また、‖度に基づ∝ 付・サービス以外二、日のみならず、地方自治体が構夕な影で掟償す

る社会保剛=関わる綸付・サービスがある。地方分籠員U嗜 住民のニーズを踏まえた¨

実態=BI「_たサービスのコ囃上しう観点力もは、このよフヨ劇田こかか劉財目の■瞬をどの

ように考えrtК力毛法きな雷ヨとなる。

言う●“箋К、私たちの社会爆口を守り、将来世円=負担を付けEにするL蜃 κ、値颯で

きる●膿たして次の世付こ弓lき継いていくためには、現在¨ =生きている我々目的

な、年腑こかかわら引L加 凛 た応分の負」=応じなければな強 い。

社会保●3膿を将来にわたつて持織可能なものとし、同時に必壊的瑚謗r)]Hヒを実圏して

いくために、今回のシヨ レーカ ンの対象でない口層嗜籠晟崎を含め、あるべき綸付・サー

ビスの晏を祀 、それを実団していくための改革の全体像を明らかにしながら、昴 財濠を

安定的=訊 ■ くための岬 ヨ庭謝=取りut・べき時期が'露している。

違や力ヽこ社剣郭申=対する国■り茫通した安定的財源確保のための改革の― 祀 、

国民の駐 得ながら具体的慮軍組に着手すべきである。

5お わりに ～ 日民会騒からのメオ ージ ～

いままで、社会保日 =震し、国民が制度の哲学や理念、具体的運用などについて卜■タル

て中間報告では、救急園療の問題、地燎医療の困窮、産科小児科医の不足などの「当面の

=ついて現段躇で出来るだけの対策を鷹 ていく必項性を指“Lつ つ、同剛 =、こ

・非効率な提供システムなど)について、サービスの充実

る改革を行い、r医療・介震サービスのあるべき晏Jを安撼した場合

今回のシミユ´→徊ンの背景にある哲判よ、医療のい しを進めるとともに

同嘲 こ在宅医療・在宅介盤を力剛こ充まさせ、地はでの包括釣慮ケアシステム

るこ日=より利用者・患者の QOL(L10Elの 向上を目指す、と う`ものである。

讐 れている選燎・介置の将来費用推針は、そのような前樹 こ立ち、一つ―つのサー

晏が実現され日ま、覇め 口蒙・'超と1綿関… Ю ユ サ`ービス鵬膵出こ8験で

ことになる.この点は、つ シヽ・い う・ンを理解する凛 J‖絆に菫口な点であり、で

a



に鑑綸する場面は、残念ながらはとんどなかつたと言えるであろう.

社会保障制度は非常に□ロニ身近なものであり、国民は日常生活の様 な々場面で社会保

障の給付を受け、サービスを■1用しているにもかかわらず、また、少なからぬ負担を税や保

険料の形で負担しているにもかかわらず、その全体像がどうなつていて、制度の商 錮降

人の生渕 こどのように― るのか、菫鶴寸負担両面での当事者れ てきちんと間礎 い て

IEn_● 加する場面は、なかなかなかつたのではないだろうか。

抑 鐵 帥 薔 や長r― ― 枷 ま、極めr― ことであり、日

(厚生努劇階)'ま自らへの国民の信頼回復のために織力をあげて努力すべきであることは

言を侯たないが、他方で、今回のことは、社会保障がい力Ч三日民の日常生用=E腱 な影

響を持つ重要な制度であるかを、政飴や行激当局、そして国民自卯=も、改め機 せるも

のであったと うヽことも言えるであろう。

今後、コ 高齢化が進み、負担の増加が避けられない0で、… 機睦 引しし、

同時に,淀 け できる割農にしていくためには、大胆ない であり、その

ような改革を実乱 ていくためには、サービスの利用者=受 益者であり、同申こ負担者で協

る国民が、文字どおり当韓 とし」日間こ積極的に参nOL、国民の日線で綺諭を進めていくこ

と力%須 である。

そのためにも、社会保障制度を、より分かりやすく、利用しやすいものにしていくとともに、

社会保口こ闘する脚 ・データの開示、国民「人一メ0レ ベルで… 給付と負担を分

かりやすく示すための社会保障番号Hの 一 国ヽ民の合意識 力ちは 進めて

しくことが必要である。

社会保障国民会議は、10ケ月にわたり、現場の声、地域の声をできるだけ取リスれて議論

してきた。現行の社会保障が抱える問題点を指請しつつ、社会保障の機能強イしのための今後

の制度改コこ向けた酪 の土台を示し、社会保障国民会騒は、この螂 告をもつてその役

割を終えることになる。

しかし、中 国民のかかわりに終わりはない。当事者である国民の声が広く取り入れ

られるかたちで、この社会― 民会議織割=盛り込まれた担利こついて、具懺 制度改

革の道筋を明らかにし、当軍者である国民が運用画での改善が行われているか、夕1度改正

への取組が進んでいるか、弓|き線を監札 、意見を述べていくことは、この国の社会腱 守

り、立て□_ていくために欠かせない。

社会保口ま国民自身のものである。国民各位に、自身の中 守るため、性会をとら

えて剛自こ参"していくことを層い、他方、行劇=は、目 ― 問わず、社会保障 =護 口民

の参加を可能をする場を謝ナていくことを凛 、朝告の結びれ たい。

電 潔 精 酬 鮮 躙 Wttll?駐 Rlrて

平 成 2 0年 1 1月 2 0日

今後の精神保健 医療福祉の

あ り方 等 に関 す る検 討 会

諄壁轟暮蒙喜握翼饉
[:[::[::::             ][[ii[::][:しての意見を以下のとおり取りまとめた。

基本的な考 え方

び電:互星青嚢漫忙3景曙と言垢轟患馨著'堪躍軍革3程量孝貢1『磯軍瑾

言[言i]i:言言'i:::誉稽了][″磐:きF亀黒ξ県皐象二1亀
者への支援についても推進すべきである。
①

:[[]]iil[i:ii:[[::[:::[]][:::::::
実強化を今後の施策の中核として位置付ける。

②
lillli][::::Z:i〔[菫菫[[:営I:][[][iti
進する。

た場盪鏃炒
保のために重点的な取組を行う。

■ 個 別に対応すべき事項

:i]:[[[:[:i[[[[:::[[:]i:[:[|[黒
[lil

l 相 談支l■について

(1)地 域生活の拡充のための相談支援について

(相談
響 :饒 署着:l言層を選諷ち謂 竜二縫冨奪

る総合的な相談支援体制を充実すべき。

°

:[l:                       i[[:、

充実を図るべき。



(gi:[:::             1』
:薔書:[::〔:曽

を含め、その対象者を拡大するなど、充実を回るべき。

°
::il[言[i::〔[:鵞I:ださ貸::ilil:LEIi3〕
を実施する仕組みとすべき。

℃
1lil      師 :奮翻 ぁ駆朧

:I:::醍:::[]::i:::言[1:[iili;[I量橘
( 8談

薫驚3異 8晃 典しを通 じて、相談支援専門員をはじめ相談支援を担 う

人材の養成とその資質の向上を図るべき。

o観
警禁警

害
t島重:摩菅β著爆雙賢ti装農萬重楊ヒケ季繁三千置ζR

て、その推進策を購ずるべき。

(2)相 談体制における行政機関の役割について

磯 重 i
その体制の具体化を図るべき。

(2)生 活支撮等障害福祉サービス等の充実について

電
I[:i:[Eili諾卜1鯛農襦裂猟謝磐≧

]亀引颯鋼 淵駄
]:言]

検討を進める。

(3ilil]:J[1:[営
脅::し曽菫十頂1今賢通路哭岳;暴「L裏

i:廿::[:肯:こiJ:':二il撃り壕暮蔵↑全栃轟鳥謝晃異管
図るべき。

熙鶴磁難濶 覇
｀

方について引き続き検討すべき。

°

i][:::[l::輻 i::[奎 :i:譴 ]:![

°
ュ:::」ll尋:i量[:[liiittlili[[首貧[:讐鼻お
°
ぅ1lT暑11lF』l:II:3と言ピFllllll:yl::1」螂
充実について、引き続き検討すべき。

(3)精 神保健福祉士の養成のあり方等の見直しについて

°

lil
を
曇拒F姜澱肇翻 虚笙魔暴成のためのカリキユラムの見直し

について引き繊き検討すべき。

2 地 域生活を支える福祉サービス等の充実について

(1)住 まいの培の確保について

(gル
ファ査ラ棄117寧要棄21層ξまモ:こing謝豊鳳きな公営住宅

:[]:Fを呑13[瀞榎[ξ:鷹塁1習電事壇島[
整備を促進す

1墓 L.安 心を確保するための必要な人員体制の確保、支

援内容の向上等、質の面でも充実を図るべき。

(3:lil[:][[[[二
:曼:電量li:1:::貫8導圭ど垣it

(3i[:[                         li

活用 を更に促進すべ き。

電
ンli[饉:「[I主賀窪電気額l翌 1群笑]ツ

度の拡

4 -

(3[i[i::[`誓
糠翼事管1191季:薫ζ島焦tふ塁党↑全島覇徳

策を進めるなど、効果的な家族支援を一層推進すべき。

3 精 神科救急医療の充実 ・精神保健指定医の確保について

1)精 神科救急医療の充実について

°
農[締

″層ど言ξ晟品黒£よ螂 裂]琶纂lttλl

%霜勝話鮮酬 聯 謀露覗11麗
の連携についても制度上位置付けるべき。

(2)精 神保健指定医の確保について

°
濯理tマ贅:悧阻撃T擢麗謝爾誕矧耐甜
輪番制等の体制整備に勢めるよう促すべき。

1ヽ性象観眠詰ユt搬冤翼濡鷺よEg芳『賞警翌
を法律上規定すべき。

°
護侵援霧F圭盟群驚鮮電営篤寵E亀:こ査:i軍
う、制度上対応すべき。

°
奮「11霜柵聾罰警罐厘還麓[i
することとする。



4 入 院中から退院までの支操等の充実について

○ 精 神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援等の施策の推進

[言iFlil[』:ililiiζ鼻言垢屋星喜ぁ墾層|:最す轟患翼
務を明確化すべき。

O 病 院等から地域生活への移行を目指す精神障害者に対する個別支援

a妻露誌傷臭二亀塁iこ星毒奄I]:‖:纏写:桂猶11重薯世iヨ墓:Li馬墨|:
を行う機能についても、引き続き充実を図るべき。

°
域量鯉氏ち与‖仝愛塁ξ讐「書韓驚層フ席Iじ黛二会撃電8重電お風攘
や通所系の福祉サー ビスの和!用ができる仕組みとすべき。

■ 今 後の検討に向けて

21::「[:甘i[ti[hilittli:i[暑[]i:言llii』
に基づき、集中的に検討を行い、今後の精神保健医療福祉施策の全体像の取

りまとめを目指す。

安心と希望の介護ビジヨン

平成 20年 :1月 20日

超高齢社会を迎え、我が国の将来への不安が広がつている。

今後 10年 以内に、いわゆる 「団塊の世代」である昭和20年 ftm半 生まれが 65

歳以上の高齢者になりきり、高齢識 が急増する。これによつて、介護 ・医療 ・年金

にかかる社会保障費力ヽ 曽大することへの不安。全人口が減少し、高齢者が人口の 4分

の 1を 占めることによる経済停滞への不安。人生 85年 時代に、老後の長い時間を幸

せに暮 らせるのだろうかという不安。高齢者を支える介護 ・医療を担う人材が十分に

確保できるのか、また、その仕事にやりがいを感 じて働ける人が増えるのかという不

安。

一方で、同時に、これまで豊かな超高齢社会に向けて実現してきたことも考えあわ

せる必要がある。介護保険が始まつて以来、「介西は家族がするもの」という考え方か

ら、「AIEを 社会として支える」基盤が作られ、措置 としての福祉から選択できる介慢

サー ビスヘと変イヒしてきてヽ`る。その中で、様々な担t呼 が介ヨ こ参画で建るように

なり、介霞職は職業として確立してきた。介護が必要な状態になつても、介置の現場

では尊厳をもつて自立した生活を送れるような取 り組みが始まつており、地域ではお

互いを支え合おうという地域活動も始まつている。

募る将来の不安を乗り越え、「安心」と 「希望」を抱いて生 活できる超高齢社会を築

いてい くためには、これまで築いてきた基盤 を充実させ、新しい選択肢を積み重ねて

い く必要がある。

私たちは、「安 卜」と 「希望」の実現に向け、3つ の実現すべきことをビシヨンとし

て掲げる。

まず、高齢者のIunを 、即ちマイナスと捉える基本的な発想を改める必要がある。

これまで高齢であること、要介護者であることは、社会的弱者であり、保護される

べき存在と考え られてきた。社会に価値を生み出す 「生産鮮齢人口」は :5～ 64歳

と定機され、 60代 、70代 は経済社会の負担と考える風潮があつた。 しか し、今日

では、 60代 か ら新 しt 仕ヽ事を始める人、 70代 でも地域活動などに動 しむ人、要介

護者になつても何か人の役に立ちたいと考える人たち力■ くさんいる。

私たちは、たとえ高齢、要介獲になっても、最期 まで生き方に選択肢を持ち、人と

のつながりを持つて生きてしヽ する社会を11らなければならない。住み慣れた地域の中

でどのように暮らし、生きていくか、まずは、私たち一人一人が考え、選択していく

必要がある。そ して、私たち一人ひとりが、人とのつながり
1持

つて生きてしヽ する社

会を倉]ることによつて、世代、心身の状態を超えて一人ひとりが必要とされ、生きが

いを持つて生きていくことができると共に、介傾が必要な高齢者やその家族が社会の

中で孤立することを防ぐことを目指さなけれ|」ならない。

ただ し、一人ひとりの多様な選択肢へのニーズに対 して、個々人の力 (自助)だ け

でも、全国―律の政府施策や介護保険だけでも十分に対応することはできない。地域

コミユニテイにおいて一人一人が支え合い、役割を持つて生きてい くための 「共助J

の仕組み を整備する必要がある。

そのために、各地域において、その地域の 「人財」と潜在的な意欲を発掘し、「でき

ること」と 「必要とされること」を結び付け、高齢者が主体的 ・積極的に活動するた

めの 「場」づくりの担し呼 役となりたいという意欲ある地域の高齢者や住民 (「コミrテ

ィ・■ク・}デ “→―(高齢者U崚 活動推進者)」(仮称)に 対して、先進的事例や様々な

ノウハウを修得できる機会を提供 (今後 10年間、年間まЮ人ずつ輩出)し、地域の創

意工夫を活かした 「場Jづ くりを応援していくo

要介護者の自宅での生活を支えるために、24時 間 ・365日 ●
~lbし

て在宅生活を

送れるような基盤整備を推進していかなければならなしヽ 併せて、要介預であつても

残存する自らの能力を大切にし、その維持 ・向上を図ることによつて、できるだけ自

立した生活を目指すために、リハビリテーシヨンを積極的に推進する必要がある。さ

らに、利用者が生活を支える介頂と医療の経ぎ目を感じることなく利用でき、医療と

写 2鍵 撲警二れ 、1羅 星∬ ま1縁 撻ふ塁 潔 塁昇ニユ属 編 F

慢性期医療ニーズの増加も意味しており、そのニーズに適切に対応できるような基盤

確保 ・ネッ トワーク整備を進めていく必要がある。

そのために、地域の特性、住民ニーズとサービス整備の状況に応して、

択肢を増やし、財政的にも合理性の高い24時 間 ・365日 のサービス提供拠点や安

心α皆となる施設の計画的 ・戦略的な整備や、要介順高齢者のニーズに対応した慢性

期医療基盤の確保、救息臨 に係るネットワークの整備を進める。同時に、自宅での

生 剖こ必要な心と身体の機能の回復、悪化の予防を目指す 「在宅生活支援 リハビリテ



―ション拠点の整備」、必要な知罐 ・技術に関する研修を受けた企距従事者が、

看護師との連携の下に、医療的なケアのニーズが高まつている施設において、

養や喀痰吸引を安全性が確保される範囲内で行うことができる仕組みの整備、地域包

括支援センターを舞台に介極従事者と医療従事者がチームとして要介薔者を支援する

ついては、介置と医療の連携を進め、認知症の進行と症獣、合併症に対する知

関係者、住民が幅広 く共有し、運携 して対応できる基盤を整備 していく。

また、これらのサービスの裏打ちとなる介E保 険のあり方につして 、医療保険との

介霞保僕は、高齢者が要介■状態になっても、尊厳を保持し、能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるようにするという、高齢者本人を支援するための制度で

ある力で、そのような高齢者を身近なところで支えている家族に対しても、日を向ける

必

I:1lL、 適切な休息 (レスパイ ト)や 、介碩サービスの充実などを通して、要

熊を獣留羽憚期冥]Tril簾

期の休暇制度を投けることを検討するなど、要介順高齢者の家族も支え、家族自身の

生活を大切にしていけるようにするための仕組みを整備していく。

二っ目に、介碩従事部 働きやすく、介護の仕事に請りとやりがいを持つて生き生

き
鍵:重i言【鵞二1ふ富耳こ1'鰐 ]翼:署1類鷲:L年鵬

::iぢi:塾i歴:婁:麗菫強撫鵞
7;甘夷ち'1手建ilil君:臭とよ二傘警慧111lE171理1し尋麗二17
ア
::::量[1[|界`息lj::塁慮‖百種]星[:1とぃぅ予測もある中、将来

「安心」と r希望」のある饉富齢社会を実現するために、

2025年 を見据えて取り組む施策

′・詰 θ多ノ蟄りと晰出雄 プ<助ロロ‖a姜調罰菫丞g/

(1)コ'"~テイ°ワーク・コーデイネータく傾購pOE山

彗鸞菫渤蒙憚聯
雲鴛雲凛‖:鼻[:L=t器鷲ilttltti

墓   L理事tFi鰍警
材の育成」などの環境整備に取り組んでい くo

駅ril:憂:聾揮藤響::藤選r彊

贄襲縣薩鷺]構響
国民が知恵と力を結集することが、今、求められている。

政府においては、本ビジヨンで示した施策を実現するために、llu的 に取り組んで

ぃくことを要請する。

′・蒻 l農 多嵐カカJ… び浩諭"`チる・″の'ご の書の力士

(1)在 宅生活を支櫻す… ビスの― ● 初 ¨ gFr― 」―

○地域の特性ヽ地域の介IE4者 数、拠点 ・施設の状況、自治体の緊急通報サービ

スなどの独自施策を考慮 した、在宅サービス拠点や安心の著と

的 ・効率的 ・戦略的整備

oな しみのある関係にある事業者か らのサービス提供等により、高齢者が住み慣れ

た地域で 24時 間 ・365日 安心 して生活できるよ う、訪問介護 ・訪問看目のネツ

トワーク整備に向けた事業者数の確保と、適切な遭営方法の整備

O要 介獲高齢者のニーズに対応 した慢任期医療基盤の確保、救急医療に係るネッ ト

ワークの整備

°
誕誦篤篇「脇ふ嚇算単彗11:L糊議「馬
のための短期の休曜制度の検討

( 2 ) FeEEfJ t \YU7-ra>orflb -848?a8tqPnf* dtftf-

〇訪F・5リハビリステーシヨンOt性

たリハビリテーシヨンの推進など、

と質の向上に向けた取組の推進

E#tEEr: sl, 6ae*."8u *t:tfi l:f t \

在宅生活支援リハビリテーシヨ

○ 「維持すれば十分Jな どといつた関係者の意躍改革を促すため、いわゆる 「鱗

期」リハビリテーシヨンの呼称の見直 し

(3)医 療と介目の連携強化 =圧 ■と力 膨"階 冒をJ″ `ご とク“ `メタ″～

○介護従事者が質の高 総ヽ 合的なケアを提供できるようにするため、将来的には、

医師や看護師との連携の下に、介饉の現培で必要な医療473を 行うことができる

ようにすることを含め、資格 ・研修のあり方の検討

〇当面、利用者の霞度化が進み、夜間も含めた医療的なケアのニーズが高まつてい

る施没において、必要なml● ・技術に関する研修を受けた介護従事者が、医師や

看護師との連携の下に、経管栄費や喀痰吸引を安全性が確保される範囲内で行う

l6La,o,'*zabf

6 ttt. #igre 6lt'tt{f a t:}). fiuotlt=&EoFeang (*ax

1葛=1謂 、華笙巽ず]=71lF:ス亀λttI亀
域の高齢者や住民 (「コミユニテイ・"ク・トテイ■■ (高齢者地域活動推進者)J(仮称))

を― らヽ募集する。

そして、地域独自の 「4」 づくりに積極的に取り組んでいる先進的事例や、こ

のような取組を成功に結びつけるための様々なノウハウ (暗黙知)を 「コミ■
‐
テイ・

ウ ・コデイネー舛」が修得できる機会を厚生労■大臣が提供する。

O「 コミユ寺4・アク・十デ`ネ→―」は、年間300人 (:0年欄階 3.000人)輩 出すること

とし、それぞれの地域において、地域の“意工夫を活か した 「4」 づ くりに籟極

的に取りl■t。

( 2 ) sEe€ffitt*ts>, -@alt=7<frEll*,olfilb

O地 域包括支援センターにおいて、高齢者の生活を総合的に支える中核的役
ッ

を
f

し、その機能強化を図る。

。獣 黒 二襲 識 想 鷺 碁λL宅 生活を支援すo「 地域の守立て側 として

選[菱i愛戴聯曇卜:贅選:i漱



ことができる仕組みの整備

○医療関係者と介II関係者が同じチームの一員として個々の高齢者に最適なケア

を提供するチーム・ケアの一層の推整k地 域における最適な医療 ・介傾の提供シ

ステムをlltす るため、関係機関や団体等が一堂に会した 「地域ケア推進会Ш

(仮称)の 立ち上げ

O安 心 ・尊餞のある最期を迎えることができるよう、関係職aF03の連携による緩和

ケアの積極的な推進

○医療関係者 ・介願関係者の養成課程等における介護 。医療職間の協働や連携を学

雷する実署の実施、ケアマネシヤT等 に対する医療研修の実施

O退 院後の在宅生 舌への移行に係る医療と介覆の連携を強化するための病院とケ

アマネシヤー ・地域包括支援センターとの間の引継ぎ連絡体制の確立

例)入 院中に胃燎が造設されたとしても、地壕包括支援センターの連絡調整の

下、医療関係者と介預関係者が十分な連携を図ることにより、経管栄姜を

行いつつ、経口栄姜への復帰を目指すケア

0医 療保険による診凛報酬とAIE保 険による介顕綸付の連動性 ・整合性の器 に向

けた取用の推進

体等との協力 ・連携の下で、その活用を一層促遺

、 (4)… の充実 引解躍認購唐a剛 資寝梶.」 は 力でι:イオ″

θ.― と,での安心と剰 能 震 ″

(1)各 事礫所における介領従事者の処遇に目する情報の公表

0介 獲従事者の処遇改善により、介腰従― 士気の向上、ひいては介讀の質の向

上を促すために、各事業所における介順従事者の労働条件や給与水準、教育m練

など、介霞従事者の処遇に関する情報の積極的な公表を推進 (基本的にすべての

事業者が公表することを目指す)

O, \ o -2 -, li.,slt6Ailltd)ilEdtX;EnolE E

(2)介 ■従事者が詩りとやりがいをもつて働くことができる環境の整備

0奨 学金制度の拡充など、社会福祉ム 介預福祉士などの専門職を育成する養成校

を志望する学生への支援

O10在 的介置福祉士等の掘り起こし、現場復帰に向けた再研修の実施

(5)地 域の特性に応した冨輸出-0整 ● ¨ 油働“躍"κ ″～

0地 域ことの高齢化の度合いや嘉憂L民 のニー
メなど、地域特側 こ応した高齢者の

住まいや終のすみかとしての施設の整備

※ 公的賃貸住宅のケア付き住宅イレ(生活蝋 サービスや介圧サービスの付し

た住宅)や 、既存住宅のパリアフリー化の推進、社会インフラの整儡、「早め

の住み替え」を促す高齢者住宅やケア付き住宅の整備などを― に応じ

て計画的に整備。その際、福祉政策と住宅政策との緊密な連携、ケアの質の

確保という観点が必要

※ さ らに、「既に高齢化がある程度進んでいる地方都」と 「

に進む●制 という視点だけではなく、都市部の中でも、「医療機関や商業

施設等の社会的インフラが充実している街中」、「社会的インフラがある程度

整っている大規模囲 、「街中から一歩離れた新興住宅衝」という視点を加

えることが必要

0高齢者のみの「集住」とならず、地域に常に開かれた場として、

を持つ小規模の住宅や施設の整備

O認 知症の自 ラと症状、合併症に対して、医療と介霞が連携 して対応できるように

するための地域のかかりつけ医、介覆従事者等に対する認知症研修の実施、地域

での総合的なケアの提供を進めるための地岐レベルでの検討会の設置、認知症医

療と介霞の構渡 し役としての地燎包括支援センタTの 機能強化

O田 知症高齢者の症状、本人の特性ヽ終末期などライフステージに対応した配知症

ケアの標準化、介護現場への普及に向けた取組の推進

0認 知症高齢者の持てるlL力を積極的に評価した、社会との機点づ くりの拡大

○認知症高齢者の実態把握、及びその案態把握の結果も踏まえた、小規模多機能型

居宅介菫など、認知症ケアに対応した介眼サービスの基盤整備

○認知症商齢者を地燎で支えていくため、住民による 「配知症サポーターJの 普及

O判 断能カカ̀低下した高齢者を虐待や消費者被害などから寺り、必要な支援を得る

こと力て きるようにする制度である成年後見制度について、弁EILや 司法書士、

社会福祉士などの専門職や、高齢者の権利擁菫のための相談支援を行つてヽ

現場復帰のための再研修の実施、訪門看霞ステーシヨ

)gtitfla€oftft
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○福祉人材ハローワーク (仮称)の 創設など、人材確保支援の強化

0介 護従事者の処遇改善に資するためulE報 酬の設定

O効 率的な事業経営を行うために参考となる経営モデルの作成 ・提示

○事業所における介置従事者のワーク・ライフ・バランスヘの配慮の促進

OttE従 事者の専Pl性向上などの経組教育の充実を目的とした、社会人大学 ・大学

院での学習機会の拡大、介順従事者の能力開発等を行う事業者への支援

○介順の質の評価、ひいては介題従事者の技能の評価に資するようなアウトカム指

標のあり方についての検討

○長期間勤務を推進するための、需 経験等に応したキヤリアアップの仕組みの

構桑、介霞従事者のキャリア・サポートの充実

○ 「介霞の日」や国民の積極的な介顧体験、介讀現場からの積極的な情報発信を通

した、介賑職の役割や魅力に対する国民の口臓 ・理解の深化、介護従事者が綺リ

とやりがいをもつて働けるような社会的意臓の醸成

OEPAに より入国した外国人介願従事者への通切な処遇

0介 順従事者の負担軽減や介置の質の向上に資するような介護ロボツトや福祉用具

等の研究B820推 進

(3)介 頑従事者の確保 ・育成 =晨 するスロH環 形に―ズ～″拗■
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平成 21年 3月 ■日

間産期医療と救急医療の確保と連携に関する盟談会 報 告書

～周産期敦'E療 における 「安●Jと '安全Jの 確保に向けて～

第 1 は じめに

数急区凛は直接り者の生死に関わるII療で、我が日のすべての地城において万全の経

供体“を贅える必要がある.し かし現状は、平成201「 10月 に東京市で越きた事例年

にもみら1■るように、解決すべき様々な同題を抱えており、口民が'に 安心できる敷急

E書 体網の機齢を行うことはまさに栞急の魯則と言える。

中でも、日産ln敷急籠晨は少子fヒ対策の■点からもその体綱髪儡が急がれており、ロ

民が安心して‖1こに自める区観薫境の実現に向〔十て効果rJな籠策の実行が求められて

いる。日琥"ほ 急匡線には母l●・睛児の教2に 織と薔Jり の教急瞑凛があり、それぞ1■

の特徴を明確に認出しつつ体制贅Bの 検11を行うことが必要である.

日本の新生児死亡率はすでに 1980年 代から口凛的に最もす ぐ11た成績に■迪し

ている (T人 口働“練計J厚 生労働省).」 の成果は長年に二る地城における斬生児業

中治燦管理=(以 下、 INI CUJと いう.'の '日 と、母体燎送 ・新生児像趾 いう

施設同迎焼層擦体制の普及によつて需られたものである。中でも、量出生体重児をはじ

めとするハイリスク新生児の出生数が色遠に増加 (10年 前の約 1 5倍 に10加 :'ヴ生

労働膚学研FLlしている近年の悪条件にも開わらず衝生児死亡事を低下させ縦けている

のは、報が日の新生児医僚の力によるものであると言える。しかしながら、同時に、こ

のハイリスク新J:児の増加によるOl生児区績苺9L体‖の不●も切らかとなつてきた。現

実に1年間に約 1万人の疾喘新生児 餞出生l●■児が薔生児集中治療を必要とする年の

う壺の増大に対するil軍が必要になつている,

―jJ tF庵●死亡率 lll:藤10'■ lt蒙 曖劇的に改壽した. 19531:に :61

7で あつたt′のが2007年 には3 1に まで任下し、日=は 現在mR・的にt,奸菫苺死

亡キの最も臓い日の一つに散えrDJιてぃる.特 に,嗜設分崚の普及や軸血f18の 整備及

びヽ産期El夕対策事業■推地等の成果として、燿常の藤科供■による(亡 は事しく誠少

している tF人 口動籠筑針J厚
・II労働省,,そ の結果、一ちで、元来頻度のにい脳血鷲

,恩 など、凛科だ:ナでは対応困難な同績鷹|コによう性r卜死亡が顆在fししてきており、/1

後、さらに好産“死亡率を改善するためには、早急に開連b薇 科 “ 静逢外‖、心鳳血

晉外科、― 、救色料等)と の連機など几体的な対"を 立てることが必要である.

日重"1救急広療体劇はこれまで医療機関相互の連携を中心に磁●されてきた。また

nllt急 疾患は母体と綸児 ・新生児の“僚を自時に行うという絆殊性があり、ハ藤厠E

療体"は 従まから一般の敏急鷹僚とは別に欄纂されてきた級緯がある。すなわら、平At

8年度から予算化された日庶翔E綴 対無事繁により、椰道府県が設置し現●口係者も参

加する周産期に輩脇議会で絶合的に針百され、鷹料と薔生児のほ象を中心とした掟合H

an母 子「練センター及び地域口百獅母子に縦センター (以下. r‖魔用母子にntン

ター,と いう。)崚 ●が各椰道府凩において進められてきた,そ れによつてお蟻き1■

てきた区凛体綱を出‖ ・彙晨させることは今後も鶴議 しなければならない。一方、日蘊

翔母子医擦センターの中には、―臓救急及び閥連砂縦科 `痛稲 外科、凛 れ俯外科

麻酔科等)力:併鍛されておらず、通常の薇科疾患の鬱繰はできても、合併籠を有する妊

嬌の敏急患■に対応できない籠鑽が存在する.ま た、議科教急お者の受け入れにはN:

Cuの 先案が必要であるが、近年、NICuの 不足と薔生児暉円目の不足、れ当スタッ

フの労働条件の懸化等により受入佳力のほ下が鑽■になつている。鮭場の数急場者搬送

fl鋼の改薔にあたつては、 これらの同■も略まえて検討する必要がある.

tJ餃 会では、前述した東京椰の事‖を協饉 し、hhlllき1 たヽ同国点を犠理 した上で、

今後の日本における日壼期匡薇と教急医僚の“屎と連携のあり方、及び凛■解決のため

に必要な対策について検討 した。日連領城の専円蒙と市民代表の書員が饉出を重ね、さ

らに参考人として有崚者を招調して広範な凛点からの意見を加え、今餃、以下の提Jを

取りまとめたのでここに報告する̀

第 2 現 状の間■点

1 日 産期執魚E● を担うスタツフの不足

(1)A科 医不rt

・k点部東詢:tr2事例で母体職 が理任した鷹‖の0と つとして、当初度人要‖のあつた

総合口磁倒母手瞑僚センクーの魔‖当直ll"が 完用していな力・つたことが摯:ヤらJ ■ヽ.

二の背lRに、薫媚人fIの医師散が全体 =し て減少している中で、勤務が特に過酷な童科



(周離ll匠蒙)に 従事せず171人科に専従する医師、あるいは|‖産や市児を機にはIt又は

休臓せぎるを件ない女性医師の割合が増えている実情がある`早急な/1策を1“じな:贅■

ば、4‐後、現場の鹿科医下足が■に悪化する可熊性/J・ある。

(2)新 生児医療担当に不足

新生児匡療は急速に発達してきたが、その医療を担当する医師は邊対的に不足し、そ

i■が最洒の周薦期医療14・制を構築するための障雌 なつている。NICUは 」:立して当

直体制または交代勤務卜・lllを護持する必要があるが、十分な人数の新生児F燎 担当医を

確保できていない籠設が少なからす存在する。また、新生児科は鷹抄料として認められ

ておらず、訴生児底療の呼円医羹成を行う構理を有する大学医学部も歓える`工どしかな

い,こ J まヽで新71児医療は小児料の一錮城として発展して=た が、高度医療である新生

児医療に対する需要が高まる中で、1‖η的に担当する医師を■成し、医療現14に供給す

る体制整輛が必要である.

(3)麻 酔科医不足

手術麻中における麻酔料にの重要度が●lまっているにもかかわらず、現在、麻酔科F

は絶対的に不足している,円 童川医療分野でも、耐 ‖区不足は漂幻で、帝=切 日llfの

藤mを 産科広が施行することも少なくない.特 に、予定手肝よりも'児 のリスクが高い

緊急帝王切llR肝が多く実施きJ■るla麗卿母キ医観センターにおいては、麻II・●医のFt保

が強く,kめら'■ているが、現状では十分に対応できていない。

(4)救 急医療を担うに師の不足

散急科'IPlには、二次救急医療比設であるlyK命救急センター ヒごく一部の二次敗急に

僚施設に働勝しているものの、その絶対数は少なく 全 国の■次救急区僚施設のにとん

どが専円Rを 確保できていなし、我が日の救急診rtrJ多くIt 急性心筋慣鱚 H血 せ暉

容及び外傷など急性傷捐の種穏に応じ、各診窮科医師が一般診僚との報筋によつて10わ

れているのが実態である.し かし、その各診僚科Fi師避:′過■労働 紋 急瞑僚の高度|ヒ

ぉよびに僚訴世に対するた‖つ.ら教急診農を敏i生する傾向にある.こ の結果、牧急区■

を1■うF●師力詭対数が不足している.

から、NICUか ら退賓できずに長期入院を組けている■寵児が存在する■となどもあ

る.

一方、医攪スタッフの不足は、必要な当直E師 敏の確保などを困難にし、当直にが一

人の僻者の勝療に当たつていれば 新たな取t輩 者が受け入れられない状況も生してい

る,

これらのことが重なつて、多くの地城で周蔵期母+F薇 センターがその機能を十分に

果たせない'情 がある。総合周魔翔母子区僚センターが一施設のみの地域においてl■、

当譲センターがかろうしてその様にを果たしている場合も多いが、総合“彦痢母子に環

センターが複数存在する大都rhでは、多数のじ者を複数の総合日産jll母子医″センター

で分抱して受け入1■る体制をとる必要があり、そのために諸果として搬送先の選定に時

間を要する事例が発生している。また、ベッド不■や人員不足には地球問格差が存在し

地域内での3者 受入桂力が不十分な地域では降接県の比設にl●存せざるを得ない状況

も存在する。特に、首棚田では県境をttえての搬送が常態fヒしており、より広域の連携

の必要性も生している。

3 周 産期救急医療と,般 救急医壼の連携の日題

14こ期区僚体制は一般魔科観 区″と鮨児・新生児散急医療の範囲では、ほiF自己先

結的に対心十ることが可能で、特に新生児に関するネットワークは比製的晰綱に運用さ

れてきた。一方、母:●教命収急においては、一最散急医療及びその関連診線分野とのILI

」Sが受入11前の確保のため極めて重要であるが、現状は十分な体tlllが■保さ1■ていると

はいえない.周薦州母子F療 センター年にけ体救命救急に対応可能な体制が併段されて

いる施設でも、建設内での通りな辿槻 ll・411が取られていない場合がある。また、同一施

設に一般産ll敷急と新生児救急のいずれかが存在せず、施設商迅携が必要なlL政におい

てし、その連携r卜制が十分整備さ1■ていないところが存在する,

日確期救急患者に適切に対応十るためには、初列 ■ υ:川産“l医療機開:二おいて “

,"置lalごとに、通 |・の日鷹期に"fFllに よつて対rtする7j・、El件散命11急症例として対

応するかを判lrfする必要があるが、その判断工準についてl也域の医濃殿間と消防機開と

の間でコンセンサスが形成さltていない,

(5)分 挽を取り扱う助菫'Fの不足

肥城においては 合併FEのないに慶蝸及び新71児のケアをInぅ助IPFが 不足している,

また、院内助産所 助巌師外来の普及やハイリスクlt娠 ヨ1童の増加とともに、助蔵

師の保掟指導辱への間与がこれまで以 Lに必要となつている。

(6)新 生児に療を担う看畿師の不足

斬生児医環現l■は・1時 3床 当たり1名 ので護師配置が求められるNICUと 、常時8

床当たり1名 の看政師配aが 求められるOCU(NlCuに 併観された回復州癬■)か

ら情成さ|■ている.新生児F療 ニーズにILしてNlCUの 絶対数が不足している地域で

は、NICUは 恒常的に満床の状態にあり NlCUへ の新規入院輩児が‖1ると,N:

CUで ■理している児をCCUに 移して''応している実情がある。このためCCUに お

いてもNICUと l・1等の高い看限レベルとな艘師配置が求められるが、それに対応でき

る希錮職員が不足している。一方で、NICUに 空床がある場合でも、看糧職員の配置

ができずに相小して選僣している施設も存在する。

2 周 慶期医療機関の口能と相互連携のLl題

周薩ll母子広観センターはハイリスク螂者を多く取り扱うぺく駐俯されてきたが 地

域のニーズ増大に対して、11産場救急席例及び低出生体■児、疾翡新生児の受入籠力が

不足している。この患者■入能力の不足は、医療スタッフの不足と受入●障 鶏床の不足

が主な原因である。41にNICUは に常的に消床かそれに近い状饉にあり、これが円“

Ill牧急患者の受け入れを困難にしている.

日魔獅母子区環センターにおける空末ll保の困難に拍車を力ヽ すている要因として、日

ま"1母子医療センター以外の施設でも力l応`rにな軽4F‐例が月凛期母子医療センクーに

,R送される讀ⅢIが強まつていることが■げられる,こ れには R師 不足りによリロ魔川

母子医畷センター以外の地域の中核病院の機能が低 Fしていろことにカロえて、区俯機関

が,k受診f/T婦などのに学的 社 会|'′ヽイリスタITいの受け7utを 膨略十ろ傾向や、沐果

責任を問わオtることへの不安Pxび患者の大‖院
・t Flが開与している.

きらに、分壇施設の急激な減少により、地域によつては‖直:口母子医療センウーに正

常分颯が集中し そ オヽがハイリスク喜普のための空床“岸を国嬌にしている。また、N

Icuが 消床となる理由には ほ |」生作重児の出生増加によつて、NiCU需 要が世大

していること、また、NlCU退 室後の■症児に対する女撥f卜:‖が十分でないことなど

4 情 報システムの問■

周度ll取色情報システムは、情報の■新を4医 療機関に依存しているため、■にリア

ルタイム情報が礎示されているとは曖らず、緊急時に必ずしも有用でない場合がある.

また 情11のセンター{ヒが遅れている地城や情報の迅速活用ができていない地域も存在

する.さ らに 情 報システムが都道府県ごとに'1側に運営されているため、F●覧できう

受人可能な区僚機関の1甘報が鳳内に限られてしまい、県内のF線 様開の受入能力が不足

している地域では IFr送先の選たに国肇を7Jlじる場合がある.

また、周薦翔医療体制構籠の経絆が瞬述の青衆を持つこと力'ら、半数以上の都道府県

で一般象急のための牧急優療情報システムと周産"1救急1#報システムがそ1 そヽれ独・4

して運nlさJしてぃる。そのような地蔵でit、母児両方に適切な饉僚を提供できる受人医

僚機関の選定を円滑に行え/rい■合がある.

5 妊 壼婦死亡の実態が不明

II蔵晰死亡は、死亡じ晰薔の記崚時に、死亡と妊娠/Jt関係づけられない場合には、縦

RI L把擁できない。同接死亡等の症例を含め1■l■、我が回の妊鷹綺死亡串は死亡勝断書

から推定される牧はよりも35%高 い世になることが指摘さ1■ている (1'生労働科学研

究).妊 魔晰死亡に関するデータを、ほ`1的診"の 設定、区僚fl制の改工及び棋需予防

に工しくフイー ドパツクできるように、死亡診断書の記腋内容のあり方を見直し、正雄

な41産■死亡の実態を把握する必要がある。

6 社 会的ハイリスク妊■の奥情が不明

好帳中に産科医療機関を■3"していない思者は、tl娠に開する基本1青報がない。妊婦

●L・診未受診の背Aに IL会的経済`'ハイリスク要闊が指摘されている7JK、合併1=を■十ろ

颯度が高く医学的にもハイリスクである.■のため 十 ■鰺に晰を含めた社会的ハイリ

スクメl局をりlら"“こし、 必要な対策を常する.L/要がある′

第 3 基 本的な方t4(検 討における大前提)

ユl■的 1́枚,Iを行うに陳し、請綸r7方nj性を集約fヒ十うため 以下のような方夕|を大

前提とした.



1 日 の責務

少子|ヒ社会にあつて IT凛● 鮨児 新 」:児をヽ象とする周滝翔医療が明日の日本社

会を精集する嘉盤であるという認凛のもと、政府として万全のrl鋼を整爺していくとい

う意思を表明し、この領城における医療の「安全」と子を鹿み育てることへの国民の r安

心,と '希望Jの 饉保を般優先することを国の昔務とする.

周麗翔医療は、被性なIE祟提供体鋼の中の一部であり、月“"l区"の みを視野に入れ

た全国両―的な対応では同国の解決が自難であることを山■し、臓焼 供体制全体を提

えた_Lで、机上の空“に16らず 現状を十分に路まえた角:決方法を模●しなければなら

ない.

羅環提供体11は 椰 道府県が責任を持つて構築すべきものであるが、日は日本全l卜を

見据えた方向性を示す贄務がある。

日は、厳しいlll政状況ではあるが、11源“保に努めつつ、医療現場に選度のAInかか

かることのないよう、必要な財政支りや診療報蘭上の措置等の対策を検討すべきである。

2 地 ●の役割

医療■供体1日li地域ごとにそれぞれ異なつた特性を●しており、口としての総括的な

対応に加え、それ劉 ■の地域においてその特性を路まえた効果的な対策を請しなければ

ならない.地 方●治`|やIL域のに僚コミュニティが動かなけ1■ば、m題 は鮮7kLしないこ

とを念頭に置くべきである。

特に地方自治体は周産期歓急経癬llfTlが抱えている同題を正しく認蔵 し、各種政策課

題の中でその問題解決の優先度を通りに決定する責任がある.

地方自冶f卜lt、地域におけるF環 コミュニティとの連携を密にし 上 記熙題に'lする

11策を検討する必要がある.そ の籠、H:会的ハイリスクtT晰のil策についてし0に て挨

|:する必要がある.

3 医 療現場の役14

区燎拇間の管理者は、日席"|にj7ヒ微急に織の請問題の■大きを認aし 、その月̀決に

向けて努力しなけ'■ばならない.

区絆機間においては、医療の高度イヒとり‖qlヒにより診僚料"l卜ろい:tH脚 |のIE療に

減れがちであるが、教急艦備では多くの形碑料の速概が ド可久である、これは周産"1薇

ついても、II逹的な協力fl・■lを確保する,ま た、都道府県も同餞に担当部門間の連携体

制の確保に'∫める、

F瞭 夕場においても、救想医療椰円と周産lll「環部Pl(任産婦贅急及び綸児 ・新生児

敷0及 びその関係“|■(「●神経外科、心臓血'外 料、麻酔科等)の 述慨を推進する。

なお、これについては、日本産科場人科学会 ・日本教急E学 会による r地城母f夕救命数

急lt制整備のための驀本的枠組の構機に開する撮言,(平 成 20年 H用 18日)を 参考

とする.ま た、都l■府県lt、上記理機を強fヒして地域の実1背にIIPした0`卜敏命救●L体制

を性喘するため、早急に検討の'■を設ける。

救色E"施 設と後方施設との連携を強1ヒする。これについては NiCUに 長"1入院

している児量への対応に関し 平 成 19年 12月 26日 に■月連名通"!{F政 発第

122m"6号  凧 児僣第 1226001, 社 級発第 1 226002 77pt、R,第 12260rl,)が 発l鴫

された ところであるが、その効果を検証するとともに、工なる有効な対策 を検rtす る.

以_しを達成するためには、行政錮議 や廣療機口における
“
経需 り

"を
解消する必要が

0 医 薇機関のあり方 と散●_患 者の搬送体制

o(1)医 療機関の機能のあ り方

留頷に曖述 したよ うに、産科領燎 以外の急性jVl嗅Cを 合併するll産燿の移療 とい う点

では、こ1■まで十分な体lH整備がな されて こなかつた ことから、今後は、現在の日市ll

区濃隧能を輌な うことなく lt科 領壕以外の急性詢1贅患を合併す 7●II産母に も最"の E

"が 提供で きるよう、同菫lul医療対策 事業の 見直 しを行 う,

また、以 ヒの内容を考慮 し、地域のニーズに40Nうよう幅を持たせつつ 中 長り"的 視 点

なお、各‖壼'明母子候彼tン タ

―は、■壮で11供可能な診l「機能をり]示し、お態に与した搬送先菫定の,き蓬化に役i7て

`周席渕母手R'セ ンターの分編例,

は今月輌11母子区繊tンター (母111 1台児 術:L児型'[卜lN型総合‖産llビン■

産fl ヽ IF I Cti 小 児rl(新 生児 , NiCu〔 小児II‖ ′'児 心h■4')

歓市純 セ ンター 喘 耐 1 脳 ‖'峯外 ll .こ骰 外 ll与

急医療においても同様であり区際機関の管理者は、菫母人料、小児科 (新生児)、hFI

科、救急医療に関■lするじ書rl及び敏■教急センター●が協働して形線できるrl場の構

婦に努める必要/J・ある。

一方、医療従事者は、医療に目わる様々な円日について自らもその原因をlh出すると

ともに、日及び地方自治l●に対して情報を,情 し解決を目指 した提書を行うべきである。

また、政急医療では各勝僚科に関わる医学的知識と0僚 行為が必要であり、月産期に■

じる●4Fl態についても、各診燎科が出力してデータを集溜、分析し、研究を進めてい

く必要がある`

4 目 民、地域住民の協力

より良い医療体制を保持するためには、lL域住民の理1手とl●力が不●r欠であり 患 者

Rか らの視点による日題点の指犠や要望の,信 を行うなど 周産翔医療、救急IE療の体

鋼向上 のヽ国民の積極的な開与が期待される.

第 4 周 崖期救急医療体制についての提言

上記前提を路まえつつ、日籠翔救急患者 tlI蔵州敏急及びL児 ・斬生児数急)の 受け

入れが迅速かつ円滑に行われる体制を構係し、それらの体制を国民に対して広くわかり

やすく提示し も つて国民の安心と安全を確保するため、本懇議会は国に対し以 ドの件

1日整儡の推出を提ヨする.

1 現 状の把捏及び情報公開

lL崚における燎選4F例等の分析を綿常に行い現状把握に努めろ。それらの‖悧躙 の

あり方等については、地方自治体及び機務省消防庁とも連」Cし、その詳細を早急 二検討

する.な お、現に口が保有する各種量計川査trjデータ等についても L4極的な活Hlのあ

り方を検討する。

2 日 係者間の連携

岬 省の救魚医ヨ鵬0当と‖圧鱚医盤Il当の迎1■のIな る強化(平虚21`■ 1■ 1

努める.併 せて 総 務右満訪庁との連焼に

機合口鹿劇母子に'セ ンター (鮨児 斬 生児型)[N型 祀合周産狐センター]

産科 MFiCu 小 児■ 1新生児) NICU(小 児外科 小児J‖外科) お

酔科

地域目座期Ol子底僚センター `母fl笙)[M型 地域月籠jllセンター]

産科 小 児科 (新生児) 贅 命歓急センター 麻 酔科 ・痛神経外科 心 餞/4科尋

・j也城新生児搬送センター [N型 腕 円蔵期センター]

小児科 `新生児)‐ 開迎鯵僚科 (地域における新生児撮送及びそのコントロール檬籠

を有する,

上配の襦想に沿つて体制些日の絆細を検ヨ:する。その障、贋存の周産期医療提供体u

に支障を来すことのないよう配慮 しつつ、地域のニーズや症倒数に見合つた嗜設の配武

を協lけ ら.

なお、特に需要の多い都市mIでは、蔵料、小児科 (新」:児)、 麻酔料、救急医療の関

連診僚H(脇 神経外科 籠 環謡内科、心日外科など)を 'し 敏 命牧急センターを件設

し、必要な設喘及び人員を相えた適工な規続のほ僚撻日の整備を造める。この鴫合.2

4時 間S者 を受け入れるil編のため空床“黒などが必要であるが、■院の理苦上は不罹

,と なることが予想される。それに対し、また、医療機閣が出樺的に贅急患者の受け入

れを行 うためにも、当族区僚担開に経済的彙担が掛からないような支援策を検討する。

また、都道府勇“=、日蔵ルl母子区捜センターの幣饉を泄める際、地理的不均"や 職佳的

10題が生じないよう適切に配置十ら,

(2)歓 急lr.癬・nh―,"医療に対する財政女扱とドクターフ ′―

■斎●172‖let的な受け入|■を推:出するため、日蔵測“千匡環センターに対して、L

産lul区癬に圏する診縦実紺を4●l的に書`す る仕組みの検討が必要である,

ほ師に対しては、轟‖餞 斬 生児区丼lll当にだ:ナでなく、麻椰科、政急“、屈神経

外ll 籠原諄内fキ年 関連秒募‖医師の周産lllほ1晨に関わる活動、救命散ttン ター

にお:ナろ医師の活動 また、llL医療懺出に出向いての応級諺'や 3Fi児の迎えIR送年



わる助蔵障、■幽AI年に対する遭正な罪“も検討する。

区費臓側に対しては、教命敏急センター

ける妊麗嬌受入を提遺するため、支樋燎を検討す る.ま た、減少が経 く初期

に対しドクターフイーのあり方を検討する.ま た、人員籠保が口燎な周席期艦療に

二茨産

置を行う.

上記の支援策については、静癬塊織等の客口的な繹“に喜づき諄 じられるべきであ

麟 実績の評価項目の例)

Ottllに ついて

・ ハ イリスタ妊薇 分 愧取扱微

母体搬送の受入奥毅

・ 母 lh救命敬急症例受入実績

0綸 児 ・斬但肥について (3f生児領壇)

・ 10oOg未 満児の取級歓

・ 1500g未 満児の取扱歓

母体搬送の受入案製

・ 新 生ltの受入霙議

・ 新 」:児議送 (迎え搬送、三角漁雌、戻り搬送※)の 実績

新4:児外科手鮨件欧

● 迎ぇm迪 |ュλE饉綺■OIE饉が■●“■■“輛工E崚‖口 1ヽ1告 舌生児=“Rして自らυ)E●Iに

H:誡 選十ろ二と

層り"魁 J^Eが 改薔した“嗜t スヽは■生児を■'、E曖綺円/2・らntttEttn腱 ■に誡選すること

なお、医師が必要に応して 複 数の医療機関でに療1テムを行う■とができ、かつ、そ

172活動が適切に評価される環境を整lllするた

期力|するととしに、その支援策を検討する.

(4)医 療機関等における リンースの維持 ・j●強

NICuの 確保

H産期El子医療センターにおける搬送●_I受入国曇の主Nが NICuの 満床にある

ことから、その解消を図ることが■要である。

饉Jl生ド重児の増加及び長期区僚を必要とする新生児の増加等によつて、近i「N:C

Uが著しく不足していることを認餞し、平成61F度の厚生科学研究において提示された

NICU必 要需床数、出生1万人対20床 を見直す必要がある。

都道府県は

したNICUの 豊枷を過める。N:CUの 規瓶についてlt、現状の人的資源、

鋤%者 の労働条件、藝子の利便性寄を考慮して最適化を目り、設置にあたつて

は日貫に分散させることは■ける。

・ 増 蛛したNICUの 遭正運用のため、新J:児饉療を担うに師及びな護師の確保

に努め、その対策として、例えば、新生児科の標榜や専円ほの広告を認めるこ

とや、キ円雪護師や認定看護師の腋得を推進する,

後方痢床掟先とNICUに 長lll人院しているユ症児に対する支援体制の充実

工度の呼吸障害得のため家口に戻れずNICUに 長llI入院 している笙症児に対し、―

人ひとりの児童にふさわしい療青・療■●■を摯Fす るため、地域の実情に応 じ、CC

U、工寵児に対応できる一般小児“床,■症心身障害児童織等の後方窮床を整備するニ

とが必要である。人員、設備ともに不十分な状況にある後方籠床を整備し、NICUに

利院している児置にとつてふさ1つしι靖 青 療■環境への移lTを促すことにより、N:

(3)地 域におけるネットワータ

周蔵獅牧急鷹僚の提供体網欄 のためには、地域に薇ぎしたネットワータを構豪する

ことが■要であり、この「2城ネットワークの協策には、“l■痢医療に目わるすべての区

癬機口及び医療従事者、保健福社庵設及び担当者、l●域の黒健医療行政の担当者及び地

域住民の協力が必要である。

① 初 用対応と初蠣敏急

・ 都 道府県及び市町411は、それぞれの地減において、鰺療所 助 麗所を含む初期 ・

二次の産燿人科E療 機関による蜂 患者trp初期対応と受入状滉を把握する。

・ 初 翔対応・受入能力の低下している地域においては、二次IE暉機関は初期医療lt

‖の協力を得て体日夜間の勝療体制を強化し、必要に応じて轍番日の■日尋を構鵬

する。この場合 産科初期数窓懇者の多くを占める任娠初期の員常は童科医篠と鳩

人科匠僚に区別することが国難であることから、任螢初期に症状を訴える患者に対

しては、その壼別にこだわらず、r4蔽jvI初期牧急として通切に対応する必要がある.

・ 初 用対応のための‖産翔層僚ネットワータについては、地域の需要や患者の利便

性も考慮した体‖を確保する。

 ヽ他 のし療分野の救急医療l卜制との連携を口り、薦科以外の合併“疾患等への対応

も円滑に行われる体制とする。

② 高 次医療機日の機能の強化と維持

椰道府県は、地城内のハイリスクIIE廉場の管理 ・鮨療が適切に行われるように、

間魔翔け子医療センターの人員及び設備の強fヒを回る。

椰道府県及び地域の医療関係者は、救急患者に出わる医椒情報システムを整儡し、

初jll・二次及び二次の議科医療機関の間で、各鷹線懺聞のひ擦機籠や受入状況等の

1青報の共有fヒを進めるととも:こ、その情Hlの有効活Rlを腱遺する。

初期・二Jtの鷹科医療機関は、軽jjL及び中等確の患者への救急対応にFjBする相応

の役割を分担し、総合周産り1母子医療センターの■症救急凛者の受入能力の確保に

脇力する.

. 絶 合周藤晰け子医療センターが受:サ入れたlr直婦及び新生児を、状態が改善した

時に拍洪元医″機疇客にぬ芸する体制 (撻り晩送)を 促進十る.

口及び都道府県は、上Faの体制整備に対して必要な支授策を検討する.

Cせ

:1111lFξ :』 了1.床 年への手厚いな襲腋員配置など対応能力の強化や地
|

域の実情に応して壺症心身障書児― の後方鋼床の豊自の支援を'■める必要がある.|

加えて 退 院した■“児が女心して在宅暇■で=る よう 地 域にお:する一時rtかリサ |

―ビス媛 典や訪日■議ステーシヨンの翻 剛 輌 ヽ その讐卜 崚 崚“性め4 1

JIせて、繁急フ、院に4応 できる■ポの“保やレスパイト'7の たど凛こ、例えば一般4児 |

ll病床の活用なども重要であり、独・7行政治た口′繊院飩情をitじめとして■回の施設 i

j t rb5f, i6,  i



助産F・Tの政保

診篠所4に 動務する助産師の“熙や地域で任童13の保畔 諄を行うい員年として

の助産師の確保が必要である。また、■棒においては助L~師による●は健康鰺査 t助

産師外来)や、チーム区僚としての院内助鷹所を推進する必要がある。このためには、

地域における助産師の■保や助17師の■成を推進するとともに、教育を光英させ助j7

簡の賛質の向上を図る必要がある.

約 2万 6千 人いる潜在助直IFの発mや ltL科に動務する助慶師を産科に呼び戻すこ

と、また、助麗師が光足している慶般から不足している礎設への出F・lを推進する体制

を構築することなどt確 保策の一つである。

看護師の確保

珂産颯区僚に慨わるな護師、特にNICUの 看地師の不足を組■lするため、看議師

が尊円性を高め安全に■:隻に当たるための研修 救盲の機会を確保することも■要で

ある.特にNICυ に関係する認定書:“師等の平円性の高い看護師の■成や訪同看撻

師の工症心身障害児写に対する看望研修の強fヒが必要である.

‐女性医師の勤務継擁文扱

燿繊防止及び凛休 ・古14・後の復嗅女級のため、院内保青所や病児 病後児保育の整

齢をlFt進するとともに、現作する租々の保育サービスの利JRを支援する必要がある。

また、短時間正規層用や交代働務mの 4人尋を,Lめ、女性医師が継繊して勤務できる

環境を整備する。

救急隊員のスキルア ップ

47T靡“ゃ新生児の搬送に関わる教思隊員のスキルア ンフのため、メディカルコント

ロールll・11の Fで、r/急隊員とR繊 開係者の連携を強fヒする,地域 メディカルコント

ロー′L“=制を,こじた改忠隊員の31練・核古に、ldこ期関係者が損lFl的に'加 すること

が求めら11る.

・医師事務作業補助者の配置

医師 助 産肝 な護師等が、それぞ1■の業務に諄念できるよう、F師 事務作業補助

1者

を凛 飲配 置 'る .                 1

力r応できるドクターカーを備え、併せて超忙手、搬送担当医師及び看製師をFt17・する。

その場合 ドクターカーの級置施設及び搬送の具体的な理jH等については都道府nの 周

産ll医療F7識会で検討する.

4 散 ユニ者搬送体制の整●

(1)rl体 搬送体制

母1ド婦送には、妊壼燿救色のための|1送と胎児及び“1生後の新生児の治長のための饂

送がある.特 に母体教命救急に対しては、■態に辱 した搬送体制の整備がながれ、以下

の対応が求められる。

専Pl家が医学的見地から十分に検11した上で、敏急虫者の病饉に応した雄送基

準を作成する`同 時に施設間転送と救急隊によう直犠億送それぞオ■についての

手順を定める.

‖産jlI母子医療センターは、上記の嘉1円にIHらして救峨 の翡態に応した■

△基墾生生成するとともに、対は f`能なri態を公表する。

日康"l母子医療センターは、自院の体制を路まえ、救急患者の受入れが円滞に

できるよう間巡診療科と綿薔に協饉し 連 携を回る。

・ M神 経外科等の関IIL移環科を有しない月籠j11母子隧療センターについては、近

隣の教命救急センター尋といつても■携できる14・制を整える。

都道府県は、月産"1医療脇ぬ会、牧急医療対策臨離会やメディカルコン トロー

ル協議会といつた医療関係者やlhttllH係者が集まる協議会書を活用し、日躍期

に開■Eする救急磐者の受入先の選定、調整及び情報提供のあり方書を検討する。

消防檬間のIFt送と病院前敷世の質Ftl上のためには、メデイカルコントロー′レl●

制の確保が重要であり、メディカルコン トロール脇議会に同壼翔医療関係者t

お,『するなど、メディカルコントロール協議会においては間産畑医療との連携

に十分配慮する.

・ 都 道府県は 教 急患者の障差及び受入薔`口の■用にあたり 必 要に応じて、重

症豊者に対応する医癬良日をためる鮮 地 墟の奥lllに応 した受人の迅速化、11

滑化の方策を検キ|し 実 施するとともに そ のためにL7要な区″機樹に対する

女援策を行う.

(2)新 `L児搬送体制

NICUの ない施設や自宅で出生に至つた低出`LIトエ児などを搬送する新生児J.t送

l■制についても整備を強fヒする。また、新生児の迎えta送、三角搬送、戻りm送 などを

Inうに師等の活動を通正に評口iする、都道府‖1が主体となつて新生児搬送や母f卜燎送に

また 助 産所7・|・らの緊急事案に/1応するために 助 産所も利用できるシステユヽ

が望ましい。

空床情報の人力や転院依籟などの略業務を担当するほ師事務作疑補助者の充実

を回る.ま た、戻りIItを 円滑に推進するためには、思者やま族に″̀ 得しても

らえる十分なインフォームド コ ンセントが必要で、それをlp当する■護襲員

等の配置が望まれる。

・ 地 崚によつては、県境を超えて■有できる1″報システムを整備する.

■認に対し、支援策を検討する.

(2)搬 送コーデイネーターの役需

搬送コーディネーターの地城の中II医療機関又は情lnセンター等への配置を促進 し、

そのための支援策を講する.搬送コーデイネーターの臓翻と勁務l■所は、地球の実情に

応じて決める。その際、要員の候補として、日鷹″1の実情に鮮しい助籠師年の活用を考

慮づ
~る

。

硫 着先na会 斡 旋

搬送コーデイネーター,t、21時間ll制で医療機関や消防からの依頼を受け、ま

た一般市民からの相談にも̀ じ つつ誡送先の照会幹旋を行う.

②情報収彙

IR送コーデイネーターが医療機関に働き力■ナ、各同薦畑母子医償センターのFr・

状況に関する情報を龍動的に収彙 更 新する。

第 5 地 域住民の理解と協力の確保

1 地 域住民への情報公田

教息区療は 地域のlE民と医療提供者脚とが共nnで薇保十ろ しのであり、よりltいイト

lllを保持するためには、1眠 の理1:と協力が不洒r久である.

日、lT道府県 医 療檬開は、|:民のためのIH談窓口などを設け、lAttlrJに情報tr.lモ供

と交卜を行う,日 えば、7タ セスが,場 でI17'いやすい慨1'サイ トキの十一タル+了 ト

を立ち上:ザ、情報センターtrJ活用、小児敦`・LrnffH腋事織 (■3000'な どを売'き

せて、贅息医療機関の情報等について jlLttl■民にIJI極的に公剛する.

(3)広 城搬送体網

地域の必要171に応 じて、

興 する,

関係する都道府凛及び‖層翻母子医療センター、口産期敦急情報システムの役割につい

て・t周産翔区僚対策事業の見直しの中で 明 値にする。

広域籠き:=際しては、救急医療用ヘ リコアターや消防防災ヘリコプター年を活Alした

搬送1●Illを検討する.■ に、11境を越えた搬送症lnlにおいては、蒙族の利便性の観点か

ら、また母親が児に接する機会を19加させる意nkでも戻り搬送の必要性は高く こ れに

対するll・綱峰喘を推進する.

(4)戻 りle送

総合周市1朝母子医療センターが受け入1■た妊産婦及び新7F児を、状態が改讐し燎造元

医療機|■での受入が可能に/●・つた時に、ぬ送元候療機闘等に腱送する体1」(戻り搬送)

を促進する. この1キ、寄院及び寡族の経済的費担をII減するための対策等も検討する.

5 救 急医劇 ■報システムの整備

(1)月 よ畑赦急情報システムの改良

■"五府県は、日童刑数急情報システムの運用改善及びその充実を|」るため、■

報センターを設置 (`要 に応 じて複餞県が共同で設置)す る.ま た 臓 送先選

定の迅速fヒ等のため洲髪を行う燎送コーデイネーターを21叶樹ll桐で配世し、

4・xttln送を円ilに'■めるために必要な体1胡燿嬌を行う

Fr臓 間t「j空床情11や診備体網に円する上離な情ヨ!が担■に伝達され、自動Hb

にアッフ
.デートされ さ らに地域の関係:卜機関において広く■,できるよう旦

H t t t V K鶴詢報 シ7・テムを改 Ftする.そ のたy,、17′ヨ!通l・り“7の活用を`「1する.

救急医療情鋼:システムと同歳ll厳魚情報システムの銃合または商者の迎慨 を推

■する.l■せて F師同tの情報変換ができる機能を付カロすることが望ましい,



なお、提供すべき情報としては、以 ドのようなものが考えられるが、諄卸については

今後検討を行う。

続 供項目の例)

(1'嬢 城の枚急医療体1円に開する■本情||

`2)夜 問休日の数急懲II受入体t4

(3)l■民が緊急時に層療機P4にアクセスする方法に関するスト細情報

(■,緊 急時における0者 や家族の対処方法に関する情報

(5〕 各jIL城の月産翔牧急OIttl●筋

`6)各 地厳の分挽政鍛壊段 ・峰婦腱"睫 設の情報

(7,妊 lt帥 ほ可能年静の女性が留意すべき情報

(8)新 生児 ・■児等の背児に出す01青報

2 地 域住民の啓見活■

地城のほ擦I●鵬等を通じて地域住民に対する教育と脩尊を光実させ、ハイリスタtt檬

の予防に努めるとともに l■民に妊りIE康診在の必要性について瑶熙を求め、未受静lT

椰の減少を国る.救 急車の適正利用、高次底燎槻目の役御、戻り燻送の必要性等ヽの略

■を健し、それらの活動への助直師や保腱nFの積極的お面を推進する。これには、静僚

所のほ師等も日力する。

緊急時の対処方法年について、地域が行うlt民への啓発活動を支援する。

日及び部道府県は、l■民主‖の勉強会のljHmなどjLE住 民による生体的な取り組みを

ニユ し、ll民とともに地域の問産lll医環を守っていくことが重要である.

第 6 対 策の効果の検証と改良サイクルの構築

椰遭府県は、メディカルコントロール脇i/4会や,HFJj様円等と協力して、m送 先決定ま

上記のデータに基づ=、 国及び都道府JAは、必要な対策を請じ、その効果を執たし、

検証結果に露づき更なる改良を加える。

周産綺籠僚を含む敏色底編mの 向上のためには、以上の取り組みを議捜し、改良サ

イクルを形成することが肝要である.

第 7 お わ りに

本懇議会は、事案の重要き及び凛急性に壼み、日民が安心して出産に菫める‖蔵調区

薇体制を整俯すべく短期間で本報告書を取りまとめた。厚生労働省においては、nl●■

慢ゃ鰺線報劇上の構置等を検討十ろなど遠勧 Jこ必要な対策を童すことを,‖ する.

幽置翔救急層繰体“の整"は 、基本的には椰道府県が地城の釧 1を踏まえて行うべ=

であるが、その基本方|:は目が策定しなければならない。本報告書に示した饉書は、繊

が回の口露lll紋急医療を向上させるためのグランドデザインである。今後、日は,Otや

か颯子 21に “ うE7屎 健政策としての周菫用に療資供停日の―層の強化に勢めると

ともに、

基本方針の改正を行い、中長期的視点から取り組むべき対策については、HH間 に逮成

できるものではないことから、これを実現するためのロー ドマップを作成 し椰道府県等

に明示することが望まれる.

する,

菫た、口lti●"i府班1とrr7カして、周籠■l区蒙のデータ (4菫昴死亡串、日魔llI死亡

車、折生児死亡軍、乳幼児死亡串、 L記 /t亡の各種疾■の内訳、死亡のIP/所、及びそ」■

らの理城別実績など,を 分rrし、定ル1的に公表する.

「周産期目瞭と救急E書 の確保と遭携に日する事蹟会J構 成員 r周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇餃会J検 討経韓

く委員>                                                   第 1回  平 成20年 11月 5H

pl真 東 手  「 知ろう:小児に療 守 ろう!子ども達1の 資 代 表                        0問 直lll区療と数急に療の現状と繰国について

有賀  徹   口 “和大学医学部教急F・学:‖鰈 主 任教授                             0意 見交換

池田 ヤ リ] 目 立"環 棚 センター日産期料 部 長              ―

澤野 l.t也  北 里大学医学部磁婦人科学 教 授                               第 2回  平 成 20`Fl l月 20日

大野 凛 正  大 野レディスクリニッタ 院 長                                  0地 域の事174年についてヒアリング

問丼  秦   12和 大学饉学部薦姉人科学敏ま 主 任教授 (◎)            .           (助 産師の取り祀み、広島県の取り認み、青森県の取り纏み)

喜山 孝 正  山 形大学医学部長 属 神経外科学教授 救 急部長                         0今 後の対策について譴腱

川上 二 人  青 ‖市'繰 合綱腱 餞 命故急センター長

水下 謗 之  lR天 童大学艦怖 ま母人科等樅  客 員教授                           帯 3 1nl 平成 20年 11■ 25日

杉本  書   大 腋大学ほ学蘭 医学 散 侵 (0,                              0蔵 科麻酔についてヒアリング

‖村 正 饉  埼 玉区科大学譴合医裁センター総合目産潮け子区疲センター長                   0今 後の対策について饉綸 (知渕的対黛について)

饉村 正 哲  大 阪府立燿子供腱総合区碑センクー 総 長

臓出出―朗  市 立鼎猜院 劇 院長                                       第 ■回 平 成 20年 12月 8日

Ont心 身障害児童設についてヒアリング

く参考人>                                                 o今 後の対策について饉綸 〔中長期的対策について,

有螂 上 高  東 jlt椰立東部癬育センター 院 長

日本書代子  (lt)日 本助産籠会 ● l会長                                  第 5回  lT・lt 2 0年12月 18日

追丼 正 深  広 島県腱籠補社局長                                      0報 告普 (案)に ついて

佐藤 方 11  ■ 4県 立中央■餞総合円薦卿母子医握センター貴

照リト 克71  “玉鷹fl大学総合医″センター 巌fl麻酔科診"科長                       第 6:口1 平成211:2月3日

0報 告薔 (案)に ついて

嗽申卜、 “「Fr14.0座長、●座長代Fll.,
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入院基本料

A100-般 病棟入院基本料
A101療 養病棟入院基本料
A102結 核病棟入院基本料
A103精 神病棟入院基本料
A104特 定機能病院入院基本料
A105専 門病院入院基本料
A106障 害者施設等入院基本料

剣::暑棗亥曇需套曇彙藻賛院基本料

一般病棟入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

14日

1,105点

30日

欧急患看、菫症患石尋、思圧期
の治療を必要とする患者

く半羽仕瞬目賦リ
フ対1 19日 以内
10対1 21日 以内
13対1 24日 以内
15対1 60日 以内

5,437

700.358

主な人員基準等 主な施設基準等

爪藪  石 E帥 エギ
7対1   1,555点     701
準7対 1  1,495点     70%
10'寸1     1,300Jヨ        70%
13'寸1     1,092J黒        701
15'寸1     9541ミ         401
15対1未満 575点

。7対1の医師要件:当該病裸の

入院患者数の10%以 上の常勤
医師
・準7対1は7対1の医師の要件を

満たさない場合に算定する

看翌躍 満たす患
者を1割以上入院させる病棟
である



療養病棟入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

・■として長期にわたり猥委の必

要な患者

な し

211.592

主な人員基準等 主な施設基準等

1 , 1 9 8点

(入院基本料Cの場合)※

検査、投薬、注射、処置等を包括

石証EIprEI等
旨護職員  25対 1   20%
旨護補助者 25対 1

・罰保早EC佃 酒り"=割 百
等について継続的に測定し、
備え付けていること

結核病棟入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

爾 核 の 悪 看 (平均在院日数)
7対1 25日 以内
10対1 25日 以内
13対1 な し
15対1 な し
18対1 なし
20対1 なし

225

8,177

主な人員配置等 主な施設基準等

点数  看 議B中比半
7'寸1    1,447メヨ         70%
準7対 11,387点      70%
10対1 1,192点      70%
13'寸1   949Jヨ           70%
15対1 886点       40%
18対1 757点       40%
20対1 713点       40%
・7対1の医師要件:当該病棟の

入院患者数の10%以 上の常勤
医師
・準7対1は7対1の医師の要件
を満たさない場合に算定する

・7対1入院基本料:

看護必要度の基準を満たす意
者を1割以上入院させる病棟で

あること1,192点
(10対1入院基本料の場合)

| |

14日   30日     90日



精神病棟入院基本料

入院期間に応じた評価 (イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

R神 疾 患薔 丁●石 十ヽ羽仕瞬 目銀リ
10対 1  25日 以メ

その他の区分 なし

11335

188.796

l 4E 3OE eoE 1S0E 1+

主な人員基準等 主な施設基準等

点弧  石 観帥比手
10対1 1,240点     70%
15'寸1  800メ黒           40%
18,寸1  712J黒           40%
20'寸1  658メ黒           40%
25対1 550点       40%

特定機能病院入院基本料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

1,300J黒
(一般病棟10対1入院基本料の場合)

(一般病標,

高度な医療を必要とする患者等

(結核病棟)

結核の患者

(精神病棟)
精神疾患を有する患者

t半羽仕瞬目賦′

(一般病棟)
7対1 23日 以内
10対128日 以内

(結核病棟)

7対1 28日 以内
10対128日 以内
13対136日 以内
15対1な し

(精神病棟)

7対1 28日 以内
10対128日 以内
1民樹1か l_

【―骰嗣礫'
.32

64.523

(結核病棟)

14

238

(精神病棟)

73

3.385

主な人員基準等 主な施設基準等

(一般病棟)点 数  看 護師比率

7対1    1,555点     7CH
10対1   1,300点     7∝

(結核病棟)
フ対1    1.447点     701
10対1   1,192点     70%
13'寸1      949J黒         70,
15対1   886点      70γ

(精神病棟)
7対1    1,311点     70馴
10対1   1,240点     7酬

15対1   339点      70引

・7対1入院基本料:

入院患者の看護必要度等につ
いて継続的に測定を行い、その

結果に基づき評価を行つている
こと

14日    30日                180日



専門病院入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
数
数

設
床

施
病

主として悪性腫瘍思者又は循
環器疾患患者を一般病棟の7

割以上入院させていること

平均在院日数)

対1 30日 以内
0対1 33日以内
3対1 36日以内

. 20

6.151

主な人員基準等 主な施設基準等

14日   30日

1=3oo点
(10対1入院基本料の場合)

1,105

慮叡  石 証Elpr6苧
7対1  1,555点     70%
準7対1 1,495点    70%
10対1  1,300点    70%
13'寸1   1,092月ヨ        70%

・7対1の医師要件:当該病棟
の入院患者数の10%以上の

常勤医師
・準7対1は7対1の医師の要件

を満たさない場合に算定する

・7対1入院基本料:
看護必要度の基準を満たす患

者を1割以上入院させる病棟で
ある

障害者施設等入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

・菫度の版体不目田児
・重症心身障害児
・脊髄損傷等の重度障害者
・重度の意識障害者
・筋ジストロフィー患者
・難病患者

な し 816

62,116

主な人員基準等 主な施設基準等

点数  看 護帥比挙

7対1 1,555点     70%
10対1 1.300点    70%
13対1 1,092点   70%
15'寸1  9541ヨ         4096

・看護職員+看 護補助者:

10対1

・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・国立高度専門医療センター等

あるいは
以下に該当する一般病棟
・重度の肢体不自由児(者)、脊髄

損傷等の重度障害者、重度の意

識障害者、筋ジストロフィー患者、

難病患者等を7割 以上入院させて

いる
・7対1を算定する場合には超重症

児(者)・準重症児(者)が合計3割

以上

1,300点
(10対1入院基本料の場合)

14日   30日



有床診療所入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院 日数要件
施設颯
病床数

8101660点
1 490点  1   450点

| (入 院基本料1の場合)

な し 8,OZZ

102.064

主な人員基準等 主な施設基準等

(有床診療所入瞬墓不科1)

看護職員5人以上巌

(有床診療所入院基本料2)

看護職員1人以上5人未満
豪

夜勤:看講要目1以上

※診療所に勤務しその業務に従■
する数

7日 14日 30日

有床診療所療養病棟入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設取
病床数

(入院基本料Cの場合)※

検査、投薬、注射、処置等を包括

・工として長期につたり環憂
の必要な患者

なし 1,Z41′

10.443

主な人員基準等 主な施設基準等

・看護職員  30対 1菫
・看護補助者 30対1豪

・夜勤:看講専口1以上

※有床診療所に雇用され、その

療養病床に勤務することとされ
ている数

・欄療の発生割合等について

饉統的に測定を行い、評価を
行つていること



特定入院料

A300  救 命救急入院料
A301  特 定集中治療室管理料
A301-2 ハ イケアユニット入院医療管理料
A301-3 脳 卒中ケアユニット入院医療管理料

会:::  繁
::1:量:iili::きi]i:il::::]:||1暑l:i:       弱

米斗)

A304  広 範囲熱傷特定集中治療室管理料

A305  -類 感染症患者入院医療管理料
A306  特 殊疾患入院医療管理料
A307  小 児入院医療管理料
A308  回 復期リハビリテーション病棟入院料
A308-2 亜 急性期入院医療管理料
A309  特 殊疾患病棟入院料
A310  緩 和ケア病棟入院料
A311  精 神科救急入院料
A311-2 精 神科急性期治療病棟入院料
A311-3 精 神科救急口合併症入院料
A312  精 神療養病棟入院料
A314  認 知症病棟入院料
A316  診 療所後期高齢者医療管理料

救命救急入院料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
数
数

設
床

施
病

11:200点

10,140点 |

命救急入院料2の場合)

・意識障害又は昏睦
・急性呼吸不全又は慢性呼吸不

全の急性増悪
・急性心不全(心筋梗塞を含む)
・急性薬物中毒
・ンヨツク
・重篤な代謝障害(肝不全、腎

不全、重症糖尿病等)
・広範囲熱傷
・大手術を必要とする状態
・救急蘇生後
・その他外傷、破傷風等で重篤

な状態

・14日を限度とし
て算定

主な人員基準等 主な施設基準等

礁 な救急患者に対する医療

を行うのに必要な専任の医師及

び看護師が常時配置されている
こと

(入院料2)
・看護師:2対1※
※常時配置

・都道府県が定める救急医療に

関する計画に基づいて運営され

る救命救急センターを有している

病院であること
・救急蘇生装置(気管内挿管セッ

ト、人工呼吸装置等)
・除細動器
・ペースメーカー

・心電計
・ポータブルエックス線撮影装置
・呼吸循環監視装置

を救命救急センター内に常時備

え付けていること

↑

―

日

一
・・・４

１

１

１

１

　
一一ロ

ロ 14

↑

―

日



特定集中治療室管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

14日

・意識障害又は昏睡
・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪
・急性心不全(心筋梗塞を含む。)
。急性薬物中毒
・ンヨツク
・重篤な代謝障害(肝不全、腎不
全、重症精尿病等)
・広範囲熱傷
・大手術後
・救急蘇生後
。その他外傷、破傷風等で重篤な

状態

・14日を限度とし
て算定

592

4,307

主な人員基準等 主な施設基準等

碑 任の医師が常時、特定集中
治療室内に勤務していること
・看護師:2対1※
※常時配置

・治療室面積:1床あたり15m`
・救急蘇生装置(気管内挿管
セット、人工呼吸装置等)
・除細動器
・ペースメーカー

・心電計
・ポータブルエックス線撮影装置
・呼吸循環監視装置

を特定集中治療室内に常時備

えていること

ハイケアユニツト入院医療管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

3,7001氣

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括

|
2 1日

壇租障夏柔基貫暦慢性呼吸不|
全の急性増悪
・急性心不全(心筋梗塞を含む。)
・急性薬物中毒
・ンヨツク
・重篤な代謝障害(肝不全、腎不

全、重症糖尿病等)
・広範囲熱傷
・大手術後
・救急蘇生後
・その他外傷、破傷風等で重篤な

状態
ir菫11る状能

・21日を限度とし
て算定

・一般病棟の平
均在院曰数:
17日以内

主な人員基準等 主な施設基準等
・専任の常動医師が常時、保阪

医療機関内に勤務していること
・看護師:4対1※

※常時配置

・ハイケアユニツト治療至の病

床数は30床以下であること
・救急蘇生装置(気管内挿管

セット、人工呼吸装置等)
・除細動器
・ペースメーカー
・心電計

えている

こと
・重症度の基準を満たす患者

を概ね8割 以上入院させる



脳卒中ケアユニット入院医療管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設弧
病床数

5 , 7 0 0月無

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括

|
1 4日

脳梗塞

脳出血
くも膜下出血

・14日を限度とし
て算定

主な人員基準等 主な施設基準等
・神経内科又は脳神経外科の経

験を5年以上有する専任の常勤

医師が常時、保険医療機関内

に勤務している
・看護師:3対1※
・常勤の理学療法士又は作業療

法士:当該治療室に1名以上

※常時配置

・治療室の病床数は30床以下
であること
・救急蘇生装置(気管内挿管
セット、人工呼吸装置等)
・除細動器
・心電計
・呼吸循環監視装置
を治療室内に常時備えている
こと
・1歯梗塞、R選出血及びくも膜下
出血の患者を概ね8割以上入

院させていること
・脳画像撮影及び診断が常時
可能であること
・脳血管疾患等リハビリテー

ション料(I)、(I)、又は(Ⅲ)
の届出を行つていること

新生児特定集中治療室管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

・高度の先天奇形
・低体温
・重症黄疸
・未熟児
・意識障害又は昏睡
・急性呼吸不全又は慢性呼吸不

全の急性増悪
・急性心不全(心筋梗塞を含む。)
・急性薬物中毒
・ンヨツク
・重篤な代謝障害(肝不全、腎不

全、重症糖尿病等)
・大手術後
・救急蘇生後
・その他外傷、破傷風等で重篤な

状態

・出生時体夏
1,500g以上は21
日を限度として算
定

・出生時体重
1,000g,1」ヒ1.500g

未満は60日を限
度として算定

・出生時体重
1,000g未満は90

日を限度として算
定

21日            60日       90日

主な人員基準等 主な施設基準等

・専任の医師が常時、新生児特
定集中治療室内に勤務している

。助産師又は看護師:3対1※

※常時配置

・治療室面積:1床あたり7mZ
・救急蘇生装置(気管内挿管
セット)
・新生児用呼吸循環監視装置
・新生児用人工換気装置
・微豊輸液装置
・経皮的酸素分圧監視装置又
は経皮的動脈血酸素飽和度測

定装置
・酸素濃度測定装置
・光線治療器
を新生児特定集中治療室内に
常時備えていること



総合周産期特定集中治療室管理料(1母 胎・胎児集中治療室管理料)

入院期FF3に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
数
数

設
床

施
病

7,0001コ

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括

|
2 1日

・合併症妊娠
・妊娠高血圧症候群
・多胎妊娠
・胎盤位置異常
・切迫流早産
・胎児発達遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの

・14日を限度とし
て算定

７５

００

主な人員基準等 主な施設基準等

・専任の医師が常時、母胎・胎児

集中治療室内に勤務している

・助産師又は看護師:3対1※
※常時配置

・治療室面積:1床あたり15m`
・帝王切開が必要な場合、30分

以内に児の娩出が可能となる

体制があること
・都道府県知事が、総合周産
期母子医療センターとして適当
であると認めた病院であること
・救急蘇生装置(気管内挿管
セット、人工呼吸装置等)
・心電計
・呼吸循環監視装置
・分娩監視装置
・超音波診断装置(カラードツプ

ラー法による血流測定が可能
なものに限る。)

を母胎・胎児集中治療室内に
常時備え付けていること
・3床以上であること

総合周産期特定集中治療室管理料(2新 生児集中治療室管理料)

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

・高度の先天奇形
・低体温
・重症責疸
・未熟児
・意識障害又は昏睡
・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪
・急性心不全(心筋梗塞を含む。
・急性薬物中毒
・ンヨツク
・重篤な代謝障害(肝不全、腎
不全、重症糖尿病等)

等

・出生時体三
1,500g以上は21
日を限度として算
定
・出生時体重
1,000gル共」Ll,500g
未満は60日を限
度として算定

・出生時体重
1,000g未満は90

日を限度として算
定

主な人員基準等 主な施設基準等
・専任の医師が常時、新生児集
中治療室内に勤務している
・助産師又は看護師:3対1※
※常時配置

・治療室面積:1床あたり7mZ
・都道府県知事が、総合周産
期母子医療センターとして適当
であると認めた病院であること
・救急蘇生装置(気管内挿管
セット)
・新生児用呼吸循環監視装置
。新生児用人工換気装置
・微量輸液装置
・経皮的酸素分圧監視装置又
は経皮的動脈血酸素飽和度測
定装置
・酸素濃度測定装置
・光線治療器
を新生児特定集中治療室内に
常時備えていること
・6庚以 卜であること



広範囲熱傷特定集中治療室管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

7,890点

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括

60

・第2度熱傷30%程 度以上の重症

広範囲熱傷患者で医師が広範囲
熱傷特定集中治療室管理が必要
であると認めた者
・熱傷には電撃傷、薬傷及び凍

傷が含まれる

・60日を鰤載菫とし

て算定

主な人員基準等 主な施設基準等
・専任の医師が常時、広範囲熟

傷特定集中治療室内に勤務して

いる
・看護師:2対1※

※常時配置

・治療室面積:1床あたり15m`
・熱傷用空気流動ベッド
・救急蘇生装置(気管内挿管
セット、人工呼吸装置等)
・除細動器
・ベースメーカー

・心電計
・心電図モニター装置

を特定集中治療室内に常時備
えていること

一類感染症患者入院医療管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設致
病床数

8,8901ミ

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括

・新感染症又は一類感梁症に罹

患している患者

者

。14日を限FRとし

て算定

主な人員基準等 主な施設基準等

・看護師:2対1※

※常時配置

・感染症法第6条第12項に規定

する特定感染症指定医療機関
又は同法第6条第13項に規定

する第一種感染症指定医療機

関であること



特殊疾患入院医療管理料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要綱
施設数
病床数

1,943月黒

診療に係る費用は包括
※

脊髄損傷等の重度障署看
重度の意識障害者
筋ジストロフィー患者
神経難病患者

主な人員基準等 主な施設基準等

看護職員+看 護補助者:10対1

看護職員比率:50%

看護師比率:20%

肩 至 床 口 碩 :

患者1人あたり64m2以上

とインターフエロン く

小児入院医療管理料

入院期間に応じた加算・減算 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

4:500J黒
(小児入院管理料1の場合)

診療に係る費用は包括
※1

。15歳未満の入院患者 (平均在院日数)

管ヽ理料1:
21日以内

・管理料2:

21日以内
・管理料3:

28日以内
※2

・管理料4:
なし

(※
2当

該病棟を
含めた一般病棟
の入院患者の平
歯存陣日枷ヽ

管理料1:

35
2,704

管理料2:

187

7,986

管理料3:

329

8,868

管理料4:

105

主な人員基準等 主な施設基準等
・病院内の小児科常勤医師

管理料1 20名

管理料2 5名

管理料3 3名

管理料4 1名

・看護配置    看 護師比率

管理料1 7対 1※
3    100馴

管理料2 7対 1     100%

管理料3 10対 1     709

管理料4 15対 1     409

(※
3夜

間も含め、常時9対1の看護
饂ハ押署ヽ

・小児医療を行うにつき十分な
体制が整備されていること

1



回復期リハビリテーション病棟入院基本料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設叡
病床数

・脳血管疾患又は大腿
骨頸部骨折等の回復期
リハビリテーシヨンの必
要性が高い患者を8割以
上入院させている

入院料1
1 9 5

5,047(一般)

6.555(療養)

入院料2
716

13,770(一般)

25,296(療養)

主な人員基準等 主な施設基準等

専任の医師:1名

専従の理学療法士:2名

専従の作業療法士:1名

看護職員:15対1

看護師比率40%

埴署房騎潟 鰹 鶴 所
・廊下の幅 1.8mが望ましい

(ただし両側に居室がある場合27m)

(入院料1)
・新規入院患者のうち1割5分以上が重
症 の患者であること
・在宅復帰率が6割以上であること

180日

４
１
１

※

※ リハビリテーションにかかる費
※ 高次脳機能障害を伴う重症脳血管障害等の場合

亜急性期病棟入院医療管理料

入院期間に応じた評価 (イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施 設 致

病床数

2,050J魚
(入院料1の場合)

診療に係る費用は包括
※'

t
908x2

(入院料1)
・急性期治療を経過した患
者又は在宅・介護施設等か
らの患者であつて症状の急
性増悪した患者等
(入院料2)
。急性期治療を経過した患
者

な し ・入院料1

1,017

11,951
・入院料2

45

900

主な人員基準等 主な施設基準等

看護職員  13対 1

看護師比率70%
在宅復帰支援担当者 1名

病室面積:患者1人あたり6 4mZ以上
診療録管理体制加算を算定していること
在宅等復帰率が6割以上であること

: リハビリテ‐―シヨン、1000

※2亜 急性期入院医療管理料2の場合は60日

24



特殊疾患病棟入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

青極頂働寺の亘反陣舌百
重度の意識障害者
筋ジストロフィー患者
神経難病患者

な し 入院 料 1

84

4,251
・入院 料2

109
7739

主な人員基準等 主な施設基準等
・病棟に専任の常勤医師の
配置
・看護職員+看 護補助者:

10対1
・看護職員比率:50%
・看護師比率:20%

※2

・病棟床面積:患者1人につき16mZ

(入院料1)
・一般病棟
・当該病棟の入院患者の概ね8割

以上が、脊髄損傷等の重度障害
者、重度の意識障害者、筋ジスト
ロフィー患者又は神経難病患者

(入院料2)
・一般病棟又は精神病棟
・肢体不自由児施設、重症心身障
害児施設、日立高度専門医療セ
ンター等
・当該病棟の入院患者の概ね8割

以上が、重度の肢体不自由児
(者)等の重度の障害者(入院料1
の対象者を除く)

フェロ ウィルス

※2入 院料2の肢体不自由児施設年については看醸配置の基準なし

緩和ケア病棟入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

3,780月黒

診療に係る費用は包括
※

・古踊り積利乞始女こ
する悪性腫瘍及び後
天性免疫不全症候群
の患者

な し lV.5

3,780

主な人員基準等 主な施設基準等
・常動の医師:1名
・看護師:7対1

・病棟床面積:患者1人あたり30m∠以上
・病室の床面:患者1人あたり3m2以上
・患者家族の控え室、患者専用の台
所、面談室、一定の広さを有する談話
室



精神科救急入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

新規患者
茶Zの

うち、

.露霧搾奮楊唇雇用による精神及
び行動の障害
・統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害
・気分障害
・神経症性障害、ストレス関連障害

及び身体表現性障害
Iλ障害

※4

・知的障害
X3

3月を限度として算定
42

2.615

主な施設基準等

・1看護単位あたりの病床数は60床以下
・当骸病棟の病床のうち個室が半数以上
・検査及びCT撮影の速やかな実施体制
・4割以上が新規患者
・精神科救急外来診療が常時可能

・時間外・休日・深夜における診療件数が年間

200件以上か地域人口X5対25件以上

・当該病棟の年間新規患者のうち6割以上が擢

置入院等
※・

・年間30件以上あるいは地域の1/4以上の措

置入院、緊急措置入院、応急入院の受け入れ

(入院料1)
・新規患者のうち6割以上が3ケ月以内に在宅
へ移行

峰 霧量磐のうち4割以上が3ケ月以内に在宅
へ 輩 各

主な人員基準等
・常動医師:16対1
・常勤精神保健指定医:病棟に1名

病院に5名以上
・看醸師:10対1
・常勤精神保健福祉士:病棟に2名

以上＋
―
嘔

↑

―

月

一
籠

※

※ 入院壼者 、緊急措置 入院患者又 は応急入院患者又は入院 当初から当該 膚棟に入院している患者

※3自 殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る   ※ 4精 神疾患を有する状態に限る

※5都 道府県又は1精神科救急医療日と1機関病院が対となつて明確に区分された日域がある場合は当該田域

※6措 置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、鑑定入院又は医療観察法入院

精神科急性期治療病棟入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 E院日数要|
施設数
病床数

・入院前3ヶ月に精神科病棟に
入院したことがない患者
・急性増悪のため当該病棟で

治療が必要な患者
・入院当初から当該病棟に入
院している患者

なし 人瞬料 1

2 1 9

10,967

入院料2

20

1.016

主な人員基準等 主な施設基準等
・常動精神保慨彊疋医:病孫
に1名、病院に2名以上
・常勤精神保健福祉士又は常
勤臨床心理技術者:病棟に1

(入院料1)
・看護職員:13対1    ′
・看護師比率40%
・看護補助者:30対1
(入院料2)
・看護職員:15対1
・看護師比率40%
・看護補助者:30対1

・精神科教急医療システムにラ洲
・特定機能病院であるか当該病院
の病床数の7割以上又は200床以
上が精神病床
・病棟に隔離室
・4割以上が新規患者
・新規患者のうち4割以上が3ヶ月
以内に在宅へ移行

※ 1-部 加 算 手 術



精神科救急口合併症入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

・fB直八瞬忠百、累思lR直
入院患者、応急入院患者
・入院当初から当該病棟に

入院している患者
・身体疾患の治療のため―

般病棟に入院した後に当該
病棟に入院した患者
・入院前3ヶ月に精神科病棟
に入院したことがない患者

な し

主な施設基準等
・救命救急センター
・精神科救急医療施設
・合併症ユニットを有する 、
・必要な検査及びCT撮影が速や
かに実施できる体制を確保
・lヶ月の延べ入院日数のうち4割

以上が新規患者の延べ入院日数
・新規患者のうち4割以上が3ヶ月
以内に在宅へ移行
・精神科救急外来診療が常時可能
・時間外・休日・深夜における診療
件数が年間200件以上か地域人口
※2対2.5件以上
。当該病棟の年間新規患者のうち6

割以上が措置入院、緊急措置入
院、医療保護入院、応急入院、鑑
定入院、医療観察法入院または合
併症ユニットヘ入院する患者
・年間30件以上あるいは地域の
1/4以上の措置入院、緊急措置入
院、応急入院の受け入れ

主な人員基準等
・常動医師:16対1
・常勤精神保健指定医:病

棟に3名、病院に5名以上
・看護師:10対1
・精神保健福祉士:病棟に2イ

※1-部 加算、精神科専門療法、手術、麻酔、放射線治療は除く

※2都 道府県又は1精神科救急医療圏と1機関病院が対となつて明確に区分された圏域が有る場合は当該日域

精神療養病棟入院料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 生院日数要付
腿 設 藪

病床数

1,090点

診療に係る費用は包括
※1

主として長期にわたり療養
の必要な精神障害患者

な し

主な人員基準等 主な施設基準等
・常勤精神保健指定医:病

棟に1名、病院に2名以上
・看護職員+看 護補助者:

15対1
・看護職員比率50%
・看護師比率20%
・病院に精神保健福祉士又
は臨床心理技術者
・病棟に常勤の作業療法士
又は作業療法の経験を有
する常勤看護職員

:璃轟庵裏肇ξ裏螢1罷塞fざ
室及び公衆電話
・病院に作業療法室又は生活機能
回復訓練室

1 インターフエロン製剤、抗ウィルス は除く



認知症病棟入院料

入院期間に応じた評価 (イメージ) 対象患者等 生院日数要倒
施設取
病床数

1,330点  1     1,180点

(入院料1の場合)

診療にかかる費用は包括
※1

・精神症状・行動異常が特に著しい

重度の認知症患者

な し
・人 院 科 1

373

・入院料2
62

主な人員基準等 主な施設基準等
・精神保健福71Li又ほ賜沐′D埋頂
術者:病院に専従1名
・精神科医師:病院に1名
(入院料1)
・看護職員:20対1
・看護師比率20%
・看護補助者:25対1
・作業療法士:認知症病棟専従1名

(入院料2)
・看護職員:30対1
・看護師比率20%
・看護補助者:25対1
・認知症患者の作業療法の経験を
有する看護師(作業療法士が週1回

以上評価)

・病標床画横:患香1人につ

き18m 2
・60m2以上の専用生活機能

]嘲 能訓練を詢 人
あたり1日4時間週5回行う

|
9 0日

1 - インターフェロン製剤、抗ウィルス

診療所後期高齢者入院医療管理料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
数
数

設
床

施
病

診療1手係る費用は包括
※

|
645月コ

任モ撮賛耐回を末疋し、での日T

画に基づき、在宅での療養を

行つている患者

なし 030

1,454

主な人員基準等 主な施設基準等

看護職員+看 護補助者:15対1

夜間看護職員又は補助者 1名
患者1人あたり病至面積
食堂及び浴室を有する
機能訓練ができる

14日

0
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